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第1章 通信回線の開放方針決定

1.公 衆電 気通信法一 部改正案国会へ提 出

わが国の通 信回線利用は,大 きな転換の ときを迎えた。 かねて通信回線の

開放 に よる自由 な遠隔情報処理 の進 展をつ よく要望 してい た コンピュ ーター

ユ ーザ ーの期待 を集 めて,公 衆電 気通信法の一 部改 正案が昭和46年2月1

6日 に閣議決定 をみて,直 ちに今次通 常国会 に提出 された。 こん どの公衆電

気通信法改 正案にぱ 電報 ・電話料銚 系の改索 が含まれ ているので・こ

の法 案は予算 関係麟 と し硬 知 勺に取 り上助 れ ・近 く成立 す るもの と見

込 ま れ てい る。

公 衆通 信 事 業 が創 設 され て以 来一 貫 して 公営 独 占の体 制 を維 持 し て きた わ

が 国 の 公 衆通 信 政 策 は,こ こに 大 き な転換 期、を迎 え た。 もと よ り通 信 回 線 そ

の もの は 日本 電 信 電話 公 社 が独 占 してい るが,そ の利 用 に 関 して は画 期的 な

開 放政 策 が と られ る こ と と な っ たの で あ る。

今 回 の改 正 法 案 で最 大 の ポ イ ン トは.従 来 の 専用 回 線 に つ い て 共 同 利 用 の

制 限 を大 福 に優和 す る と と も に,公 衆通 信 回 線(電 話 回 線お よび テ レ シク ス

回 線)に コン ピ ュー タお よび そ の端 末 機 器 を 接続 して利 用 す る こ とが 認 め ら

れ た とこ ろ に あ る。 これ に よ って わ が国 も.よ うや く遠隔 情 報 処 理 を行 な う

道 が 開 かれ る こ とに な り,情 報 産業 の発 展 を約 束す る基 盤 が 初 め て確 立 され

る第 一 歩 を踏 み 出す こ と に な った の で あ る。

_従 って 今回 の改 正 法 案 が 成 立 す れ ば,「 多 彩 なデ ー タ通 信 シ ステ ムの 開発

と,デ ー タ通 信 の大 衆 化 を促 す こと に よ って.綺 羅 化 時代 の幕 あけ と なる」

もの と して各 方 面か ら注 目 され て い る が,世 界的 な状況 か らみ れ ば ・ よ うや

く欧 米 コ ン ピ ュ ー タ先進 国 の 政 策 と足 並み を揃 え たに す ぎず.こ ん この 運 用

に あ た っては,な お残 され た問題 が 少 なか らず存 在 してい る。

こ とに法 案 の 内容 が 主務 官庁 の 運用 停委 ね られ る 部 分が 多 く,運 用 の具体
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策 に関 しては主 務 官 庁 と コン ピュ ー タ ・ユ ー ザ ーの 考 え 方 には 相当 の 開 きが

あ る とみ られ る ので,こ ん こ な お 十 分そ の 実 施条 件 に 留 意 す る 必要 が あ る。

2.改 正法 ※ の内 容(改 正 点 の 概要)

A.電 話 料 金 体系 の改 訂

こん どの公 衆 電 気 通信 法 改 正 案に は,前 述 の よ うに電 報 ・電 話料 金 体系 ・

の 改 正 案 が含 まれ てい るが,電 報料 金 は通 信 回線 問 題 に直 接 の 関 係 が ない

の で省略 す る。

電話 料 金 は,従 来 の 市内 電 話 度数 制(通 話 時 間 に 関係 な ぐ1回7円)を

改 訂 し,広 域 時 分 制 度(通 話 時 間 に応 じた料 金。 市内 は5分7円)が とら

れ る こ とに な っ た。 これ は,

(1)生 活圏,経 済 圏の 広 域 化 に伴 なって,同 一 市町 村 間 で あ っ て も高額 な

市外通 話 と なっ てい る場 合 の 不合 理 を是 正 し,ま 』た 市内 通 話 区 域 の 面積

も局 に よっ て著 し く異 なっ てい る現 行 制 度 を改 訂 す る。

(2)市 内,市 外 通 話 料 金の 格 差 を 偏少 す る。

(3)公 衆通 信 網 を利 用 した デ ー タ通 信,デ ー タ伝 送 を 可 能 とす る。

'こと を 目的 と した もの で ,別 表 の と治 り,① 従 来 の 市内 お よび 準 市 内区

域 は5分 ま で ご とに7円,② 隣 接区域 は80秒 ま で ご とに7円,③ そ れ を

こえ る場合,20キ ロ までは80秒 まで ご とに7円.④30キ ・まで は

38秒 ま で ご とに7円,⑤40キ ・まで は50秒 ま'で ご とに7円 と,順 次

時 間 を区 切 って料 金 を定 の て い る。 当 初 は5分10円 の 案 が 出 され て いた

が ・ 公 共料 金 抑 制 の 方針 に よ って ア円 に 据 えお・かれ た た め,予 定 の料 金収

入 が 相 当 減 少 した。 この た め 「現 行 の 電 話料 金 収 入 に 変 更 を及 ぼ さ ない範

囲 に お い て」 行 な う予 定 で あ った 市外 料 金 全般 の 値 下 げ計 画 は,そ の 分だ
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け 見送 られ る こ とに な り・や む を得 ない とは いえ 遺 憾 で あ った。
「

通話料(加 入電話 か ら行 な うもの)
、
、

料 金 種 別 料 金 額
〆

縛
t度 数料金局 に収容 され てい る加入電

話に係 るもの

イ 自動 接続通 話方式 に よる通話に係

る も の 。

(D区 域内通話料 3分 まで ごとに7円

(2)隣 接区域内通話料 80秒 までごとに7円

(3)区 域 外 通 話 料 次に掲げ る秒数 までごとに7円

区域外通話地域間距離

20キ ロ メ ー ト ル ま で 80秒

ろ0〃 38秒

40〃 50秒

シ

つヤ

60〃

80"

100"

120〃

160"

240〃

320"

'500〃

ア50〃

750キ ロメートル こえ る もの

ロ 手 動 接 続 話 方 式 に よ る 通 話 に 係 .

る 普 通 通 話 料(自 動 接 続 通 話 方 式 に

よ る 通 話 が で き る 電 話 へ の 通 話 に 係

一3一
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15

15

10

8

秒

秒

秒

秒

秒

6.5秒

5秒

4秒

5秒

2.5秒

2に 掲げ る料金額 と同額
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る もの を除 き;第47条 第 ㌃2項の 規
、}

定 によ り公社 が指定 する地域 相互間

の通 話 に係 る も の に 限 る。)
1(

、

2.定 額料 金局 に収容 され ている加入電
つ

話 に係 る もの(第47条 第2項 の 規定

5分 ま で

ノ ー'

ろ分 を こえ る

1分 まで ご 輻

によ り公社 が指定 す る地域相互間の通 に

話 に係 る普通 通話 料 に限 る。) _、'

イ 区域内通話 科{市 内通話以外の通 10円 10円

話 に 係 る もの')

ロ 隣 接区域内通話料 12円 4円

ハ 区域外通話科

区域外通話地域間距離
「

30キ ロ メ ー ト ル ま で 12円 14円

30" 30円 10円

40" ろ9円 13円

60〃 54円 18円

80〃 72円 24円

100〃 90円 30円

120〃 108円 56円

160" 132円 44円

240" 156円 52円

320" 210円 ・ 70円'

500" 279円 93円

750" 560円 120円

'750キ ロ メ ー ト『ル を こ ,480円 160円

え る も の ・

一
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◎

区域外通話地域 間距離 の測定方法は,公 社 が郵政 大臣の認可を受けて

定 め る。

2.公 社 は ド区 域外 通 話 地域 間 距維 が60キ ロメ ー トル を こえ る区域 外 通

話 の夜 間 に係 る料 金 に つ き,郵 政 大臣 の認 可 を受 け て この表 に 定 め る料

金額 よ・り低 く定 め る こ とが で きる6

B.デ ー タ通 信 回 線使 用契 約 制 度 の新 設

改 正 案 に よれ ば,公 衆 電 気通 信 法 の 中 に 「デ ー タ通信 」 の項 〔第3章 の

4)が 新 た に設 け られ た。 そ の第1節 が 「デ ータ通 信 回線 使用 契 約」 の 規

定 で あ る。 これ は 民 間 企業 へ の 他 の事業 体 が コ ン ピユ ー、タ との通 信 回線 を

結 ん で デ ータ通 信 を 行 な う場 合 の 契 約 に関 し て規 定 して い る もの で ・

(D特 定 通 信 回 線使 用 契 約(従 来 の 専 用 回線 に よ る デ ー1タ通 信)

(2)公 衆通 信 回 線 使 用 契 約(公 衆 通信 網 を利 用 した デ ー タ通 信):一.、

「・ の2種 類 と なっ て い る。'

、

、

(注)

(デ ータ通信回線使用契約の種類)

第55条 の9訟 畝 は舗 が鑓 す縄 気通嗣 線嘩 商 算縫 国 持 醐 の本体

又はこれに接続して作動する機器をいう。以下同じ)を 接続して当該電気通信回線を使用す

る契約(以 下 「データ通{話 線鮪 契約」 とい う・)は ・次の2種 に区別する・

1.特 定通信回線使用契約

公仕又は会社から、契約の申込みをする者が指定する区間に電気通信回線(次 号に規定

する公衆通信回線に係る交換設備に接続されるものを除く。)の 設置を受け、 これに当該

契約申込書が設置する電子計算機等を接続 して当該電気通信回線を使用する契約。

2.公 衆通信回線使用契約 一'-t

公社又は会社か ら、公衆通信回線(加 入電話の電話回線又は加入電信の電信回線をい う。

以下同じ)に 係る交換設備と契約め申込みをする者が指定する場所との闇に電気通信回線

一5一



の設置を受げ、これに当該契約申込書が設置する電子計算機等を接続 して公衆通信回線を

使用する契約。

2特 定通信回線使用契約の申込みをする者は、その申込みに当 っては、設置される電気通

信回線について、公社又は会社が公示する規格の電気通信回線の うちから、選定すること

ができる。

この規 定 に よっ て,公 衆 通 信 網 を利 用 した デ ー タ通 信 の 実 施 が 法律 の 上 で

明文 化 され.従 来 「加 入 電 話 網 を通 じて 自営 の電 子計 算 機 を使 用 す る こ とは

① 回線 の トラ フィ ックが激 増 し.一 般 の 電話 が 「話 し中 」 に な る ため,疎 通

が妨 げ られ る,② 回 線 の 品 質 が デ ー タ通信 に適 さ な.いとい う理 由で い ま 直ち

に これ を認 め る ことは 困難 で あ る」 とい う態 度 を と り続 け て い た わ が 国 の電

気通信 政 策 の基本 的 な転 回 を示 してい る。

これは また,従 来 当 協会 は じめ 関係 各 団体 が.情 報 産 業 振興 の 基本 方 策 と

してつ よ く要 望 して い た コ ン ピュ ー タ ・ユ ーザ ーの 声 に応 え た もの で あ り,

ユ ーザ ー側 も大 い に これ を歓迎 してい ると こ ろで ある。

△特 定 通信 回線 使 用 契約

特 定 通 信 回 線 の使 用 に つい て は,従 来 の 専 用 回線 利 用 に比 べ て,制 限 が大

幅 に 緩 和 され てい る。

従 来 は 専 用 回線 の共 同 利 用 に 関 しては条 文 の 上 で も実 際 の 運 用 面で も極 め

て きび しい 制 約が あ リド ご く僅 か な例 外 を除 い て異 主 体 間 の 共 同 利 用 は 認 め

られ なか った が,今 回 の 改 正 案 では,「 業 務 上相 当 な関 係 」 が 劾 る2入 以 上

の もの に つ い て共 同利 用 が 認 め られ.ま た一 定の条 件の も とでは,通 信 回 線

を 「他人 の通 信 の 用 に供 す る」 こ とが で きる よ うに改 め られ てい る。

(注)

(特 定通信回線使用契約の申込みの承諾)

第55条 の10.公 社は、特定通信回線使用契約の申込みを受けたときは、当該申込みに

係る契約が2人 以上の者が同一の電気通信回線を使用する場合を除き、公社の予算の範囲内

において、その申込みの全部を承諾しなければならない。

一6一
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2,公 社又は会社は、2人 以上の者から、これらの者が同一の電気通信回線を使用する特定

通信回線使用契約の申込みを受げたときは、次に掲げる場合の何れかである場合に限りそ

の申込みを承諾することができる。

一、その申込みに係る者の業務上の関係又はこれらの者の当該電気通信回線を使用する態

様が郵政省令で定める基準に適合するものであるとき。

二、その申込みに係る者が業務上相当な関係を有し、かつ これ らの者の当該電気通信回線

を使用する態様が公衆電気通信業務に支障を及ぼさないことについて、公社又は会社が

郵政×臣の認可を受けたものであるとき。

(他 人使用)

第55条 の12.公 社又は会社は、郵政大臣の認可を受けて淀みる基準に適合する場合は、

特定通信回線使用契約者が電気通信回線を他人(当 該特定通信回線使用契約者以外の者を

い う。)の 通信の用に供するための契約を締結することができる。

2,特 定通信回線使用契約者は、公社又は会社と前項の契約を締結し、その契約に従 ってす

る場合を除き、業としてその電気通信を用いて他人の通信を媒介し、その他その電気通信

回線を他人の通信の用に供 してはならない。たy'し、公共の利益のため特に必要がある場

合であって、郵政省令で定ゆる場合に該当するときは、この限りでない。

「参考 現行関係法文」

第57条 専用回線契約を公社と締結できる者は、'1.の専用契約につき1人 に限る。

第64条 専用者は業としてその導電設備を用いて他人の通信を媒介し、その他その専用設,1・

備を他人の通信の用に供してはならない。

第66条 公社は業務上支障がないときは、第57条 の規定にかかわらず、別に公社の定め

る額の料金の支払いがあることを条件として、国の機関又は地方公共団体又は共同して同

一の業務を行なう2〈 以上の者、若しくは相互に業務上緊密な関係を有するためその間の

通信を必要 とする2入 以上の者が同一の公衆電気通信設備を専用するための専用契約の申

込みを承諾することができる。

これ に よっ て,1企 業 内 ばか りで な く,系 列 あ るい は 関 連 企業 との間 に

も専 用 線 を用 い た デ ー タの送 受 す る こ とが 可能 と な り,多 角的 な事 務 処 理

や,多 元 的 な情 報 処 理 シ ス テ ムが 実現 で き る こ とと なった。 また情 報 処 理

サ ー ビス 企業 ど顧 客 の 同 で も,双 方 の間 で デ ー タを送 受 す る限 りゴ専 用 回
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線 を共同 で利 用 す る こ とが で き る よ・うに'な り・従 来 に 比 して デ ー タの送 受、

情報 の処 理 を著 し くス ピ ー ドア ンプす る ことが 可能 と な った の で あ る。 し

か も,従 来 共 同 専用 の場 合 に と られ てい た 付加料 金 制度(2人 の場 合 は 現

鶴 ・相 胡 唖 用している鉋 雛 含めて'・害嶋 ・以 上の齢 は
コ 　 ノ ケ

5割 増)は 撤 廃 され ることに なって硲1か 、

と くに注目すべ き ことは,「 郵政省令に定 め る基準に適合する 場合」に

は 自動 的に契約 申込み を承諾す ることを明文化 した点で ある。当初 の案で

は,「 郵政大臣の 認可」 に よる場合のみが規定 され てい たがいその場合は

どの範囲ま「でが"業 務 上相 当 な関係"が ある と認 め られ るか とい う判定 も,
1

すべて郵政大ttが 個別 に審査 し決定ナ る ことに ぼ り,実 際上'は郵政大臣の

考え方次第 で解釈 が 自由に変 更で きるおそれが生ず る。 この ため 三一ザ一

側名目1本は一 斉にこの点 を指摘 して,経 団連 をは じめ 日本経 営情報 開発協

会 旧 訓 報 セ ンター鹸 四DPユ ーザ ー団蹄 合今 方1障 見都 鍋

された。 これに対 し,郵 政省ではそ の要望 を容れ るとと もに,、 〔日進月歩

で進展す る情報 処理 技術の 現状か らみ て,郵 政 省令 で定め る基準だけで判

定す ることは,将 来 全 く新 しい利用方法が出現 した場合 に却っで運用を制

約 する こともあ り得 る」 としてド'基準以外 め ものにっ いては 「郵政大臣の

認可」 に よる道 を開いてお くべ きで あるとの考え方か ら,「 基準」 と 「郵

政 大 臣 の認 可」 の2本 立 て と したので あ るが,こ れ は 妥 当 な'もの で あろ う。

ニノ

●

△ 公 衆通 信 回 議使 用 契約

公衆 通 信 回 線 を利 用 して デ ー タ通 信 を行 な う場 合 も,特 定 通信 回 線使 用

の 場合 と同 様 の 条 件 で認 め られ る こ とに なった。

(注)・

(公 衆通信回線使用契約)…'

第55条 四3公 社又は会社は、加入電話又は加入電信による公衆通信臓 の禾ll弔噂 し

い支障を及ぼさない範囲内において、郵政大臣の認可を受けて、公衆通信回線使弔契約の

㌣㎡
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申込み,を承諾するζとができる。

2第55条 ・11の 綻 は、公trgegeif± と欲 通{言回縦 弔契約を離 した者(以 下

「公衆縮 回線酬 契縮 」 という.)に 、前条の齪 は・公衆通信回線鶴 契縮 が公

衆館 回線に接続 し縄 手計織 笠を他∧の酷 の用に供する齢 嘩 弔する・ 、

この規定 に基いて認可 を うけた場合は.電 話 の ある ところならどん な遠

方か らで もぼ ぽ で もデ ー・ ・バンクか ら鴎 瀟 新 入手 する'ことが

で きる よ うにな り冷 戦 鱗 醗 裳階 報処理 情 報 融 ヂ ・撒 の飛

躍的 な進 展 を促 す基盤 が固め られた とい ってよい。,.、tttI

、

㌔ ・

C. ,・通 信 回 線 利 用 上 の条 件,tt.}:、.、.,.

.以上 の よ う・に ぽ 信 回線 の刹 那 つ い て銅 ξ加 担 れ てい た 制 繊 大幅

にi二…和 され,ユ ーザ/.r側 の要 望 が認 め られ た 点 が多 い。 しか しStも ち ろん

使 用 に当 っ ては ある てい どの 条 件 が つけ られ てい る。

,(D技 術 ・基 準

まず,通 信 回線 と接続 される コンピュータ周辺機 器 あるいは端末機 器

などは,公 衆電 気通信業務 に支障 を及 ぼ す ものを防止す.る範 囲内で,電

々公社 あるいは国 際篭 々の定め る技術基準 に適合 する もの でなければ な

ら ない.と され てい る.に れ は ある鰍 で当 然 の こ とで ある が ・従 来 端 末

機 器の 認定 は 個 別 に審 査 され,極 、め て長 時 間 を要 してい た。 今 回 は外 国

.なみ に 「型 式 認 回 助 法 を と る こ 舜 郵 政 省 で は明 らか に.して い るが ・

に れ は ユ ー ザ ー側 が,か ね て要 望 し続 け て きた こ との ひ とっ で あ って,

認定のための雑 な事務手続 きからの解放・審 奪鯛 の編 に役立つ も

の と して 歓 迎 され てい る。.ク.・..,

(注)

第55条 の1・ 第 頭 公社又は会社は、次に掲げる場合には・綻 扉 回線鶴 契約の

申込みを承諾しないことができる。、

一 その申込みをした擬 通信回滅 醐 約に係瑞 気通信回線畷 続される電子計算機
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等が、公衆電気通信業務に支障を及ぼすのを防止するために必要な限度において、公社

又は会社が郵政大臣の認可を受けて定める技術基準(以 下 「データ通信技術基準」とい

う。)に 適合しないとき。・

二、その申込みをした特定通信回線使用契約に係る電気通信回線の設置のため必要な公衆

電気通信設備の新設、改造又は修理が技術上著しく困難であるとき。

三}特 定通信回線使用契約の申込みをした者が,特 定通信回線使用契約に係る料金の支払

いを怠り,又 は怠るお・それがあるとき。

、.ノ

一'

(2)保 存,検 査,工 事 担 任 者

改 正法 案 では,通 信 回 線 と接 続 した コ ン ピュ ー タ あ るい は端 末 機 器は

技 術 基準 に あ う よ うに 保存 し,そ れ を変 更 した場 合 に は奄 々 公社 又 は国

際 寛 々の検査 を うけ た の ち で なけれ ば 使 用 しては い け ない こ とに な って

い る。 また,ユ ーザ ーは そ の検 査 を拒 ん で は な らない と され てい る。

さ らに 公 衆通 信 回線 を コン ピュ ー タ に接 続 す る場 合 には,電 々 公社 ま

た は 国際這 々が 認 め た 「工事 担 任 者」 で なけ れ ば 工事 を行 なっ ては な ら

ない と して い る。

しか も.条 文 上 の表 現 に よれ ば,「 電 子計 算 機 等 」 とい う字 句 の説 明

には,前 述 の よ うに 「電 子 計算 機 の本 体又 は これ に 接続 して 作動 す る機

器 をい う」 と明 記 され てい る の で,文 字通 りに解 釈 すれ ば,寛 々 公社 あ

る いは 国 際電 々には,ユ ーザ ーの コン ピ ュ ー タ本 体 ま で検 査 す る権 限 を

もち.そ の承 認 を得 る まで は コ ン ピュ ー タ を動 か す こ とが で き ない し,

業 務 の 内容 に もチ エ ツク され るお そ れ もない とは い え ない 。 また,工 事

担 任 者 につ い ては,コ ン ピュ ータ と通 信 設備 と を全 く同 一 の もの と 見 な

してい る もの と 許 され て も致 し方 ない と思 われ る。

(注)

(電 子計算機等の保存)

第55条 の11公 社又は会社と特定通信回線使用契約を締結 した者(以 下 「特定通信回線

使用契約者」 とい う。)は,電 気通信回線に接続した電子計算機等をデータ逓信技術基準

一10一
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、 ・

に 合するように保存しなければならない。

2.特 定通信回線使用契約者は,電 気通信回線に接続した電子計算機等を変更gた ≒きはtt

公社又は会社の検査を受け,そ の麺 後の電子計鞠 等がデー樋 轍 術基準に齢 して

いると認められた後でなければ,こ れを使用してはな らない。た ×し,郵 政省令で定める

場合はこの限りでない。

5,擬 随 回線使用契緒 は,雄 文は会ト±からその電気随 醸 に鮪 し嬬 子計算機

等がデータ通信技術基準に適合するかどうかの検査を受けるべきことを求められたときは

これを拒んではならない。たX'し,郵 政省令で定める場合は・)この限りでない。

鍋5条 四4公 衆連刷 線齢 契縮 は,廻 船 で定めるところにより訟 社又は会

社の認定を受げた工麹 儲 で鮒 れ舩 衆通信回細 撤 す鑓 子計算鱒 の設置縦

事させてはならない。

2.第52条 及び第53条 の規定は,工 事担任者の認定に準用する。

これ に対 して ユ ー ザ ー側 は.電 々公社 あ るい は国 際 電 々が ユ ーザ ー の コ

ン ピュ ー タ本 体 ま で 検 査 した り,業 務 の内 容 まで を チ エ ツクで きる形 を と

る こ とは 好 好まし くない と し,こ れ が 民間 の 自 由 な業務 運 営 や利 用技 術 の 進

歩 あ る いは 予 想 され る 多彩 な端 末滅 器 の開 発 を妨 げ る要 因 と もな りか ね な

い との 態度 を と っ て い る。

郵 政 省 で は,工 事 担 任 者に 関 して は,公 衆 通信 回 線 と コ ン ピュ ー タ と を

接 続 す る 場 合 に電 話 交 換 局 との 間 で完 全に 作動 す る よ う工事 を しなけ れ ば

な らぬ の で,当 然 の措 置 で あ ると してい る。

、

、

D.這 々公 社 の 試 行 役務 と法 定

今 回 の改 正 法 案 で主 眼 点 の ひ とつ と な ってい る もの に,現 在 は 試 行 役務

と して 実施 され て い る電 々公社 の 「デ ー タ通 信 サ ー ビス」 業 務 を.正 式 に

法 律 で定 め た 業務 と す る こ とが ある。 現在 電 々公.社 が行 なっ てい るデ ー タ

通 信 サ ー ビス には ・ 一

① 専用デー タ通 信 サー ビス(地 方銀 行協 会の為替交換業務,運 輸省の車

検登録 業務のほか,静 岡銀行,群 馬銀行な どの個別企業 にデータ通信に
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設備 を 提 供 す る サー ビス)

④ 加 入 デ ー タ通 信 サー ビス{電 話 交換 回 線 を利 用 した"販 売 在庫 管 理"

村電 話 計 算"の サ ー ビス)

の2種 類 が あ るが,こ れ を法 定 業務 と して汗 す.こ,と.にな っi『い る。

しか し なが ら,こ の場 合 の通 信 回 線使 用料 金 は ・民 間 企 業 と同 じ料金 を

適 用 す る こ とに な つて お り.郵 政 省 令 しては電 々公社 と民 間 企業 の デ ー タ

通信 サ ー ビス カk完全に対 等 公平 な競 争 原則 に よっ て行 なわれ る もの で あ る

こ と を強調 し老い る。 い

(注)

第2節 データ通信設備使用契約)

(デ ータ通信設備使用契約の申込みの承諾)'

第55条 の16公 社又は会社は,電 気通信回線及びこれに接続する電子計算機等からなる

電気通信設備の設置を受け,こ れを使用する契約(以 下 「データ通信設備使用契約」 とい

う。1)の 申込みを受けたときは,第2章 から前章までの規定による公衆電気通信役務の提

供に支障を及ぼさない範囲内において,郵 政大臣の認可を受けて,デ ータ通信設備使用契

約の申込みを承諾することが作 る・.,

(デ ータ通信設備使弔契約者による設置)

第55条 の17公 社又は会社は,業 務の遂行上支障がないと認めちれる場合は,公1±:Xは

会社が定める条件に従い,公 社又は会社とデータ通信設備使用契約を締結 した者(以 下

「データ通信設備使用契約者」という。)が 前条に規定する電気通信設備のうち電子計算

機の本体以外の機器を設置することを承認することができる。 、

E実 施 時 期

この改 正法 案 が 国会 を通過 して も,そ の 実施 の時 期 は,電 報,電 話.デ

ー タ通 信 に とそれ ぞれ 問題 に 応 じて異 な ってい る○ .

① 広 域 時 分制 の 試 験 実施 に関 す る規定 お よび設 備 料 の改 定 に 関 す る規定

は 昭和46年6月1日
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込

'、

② 電報 の制度お よび料金 の改定に関す る規定は明和47年3月1日

③ 広域 時分割の実施 に関する規定は.昭 和47年9月1日 か ら昭和47

年12月51日 までの範 囲内において政令 で定める日

④ 特定通信 回線使 用契約お よび デ7夕 通信設備使 用契約に関する規定は

昭示P46年9月1日

⑤ 公衆通信 回線使 用契約お よび加入電話 の電話 回線の利用 に関す る規定

は,電 話料金 に関する広域時 分制の実施 に関す る規定が施 行 され る日

とされ ているので ある。

つ ま り,専 用 回 線 を利 用 した デ ー タ通 信 と,電 々公社 の 試行 役務 が法 定

役 務 とな る のは.電 話 交 換 回線 を利 用 した 加 入 デ ー 極 信 サ ー ビス を も含

めて昭 和46年9月1日 か らと なっ て い る が・ 民 間 企業 が 公衆通 信 固 頭 を

利 用 して デ ーS通 信 を 行 なう ことが で きる のは.昭 和41年9月1日 か ら

1'2月 末 日 ま での 間 で政 令 の 定 め る 日 と、な っ、一て い るので ある。

しか も,さ らに経 過 措 置 と して,「 広域 時 分割 につい ては,そ の 実施 に

関 す る規定 が施 され る 日か ら1年 を越 え ない範 囲 内 で各 電話 局 ご とに寛 々

公社 が指 定 す る 日まで」 延 長 す る こ とが で きる こ と に な ってい る。

そ の理 由 と し て郵 政 省 ば,公 衆通 信 回 線 を利 用 したデ ー タ通 信 の実施 の

前提と なる時分 制料 金の実施のため・全国の電話 局に通 話時間 を測定 する

機 器 を設置 し終 るの は早 ぐて も昭和47年9月 であ.り,区 域の広い ところ

ではさ らにそれ がお くれ るこどが予想 ざれ るか らで 劾ると してい る。

これ に対 してユ ーザー側か らは..電 々公社 と民間企業g～対等 公平 な競争

原則 を守 る ならば.・公衆通信 国譲の利用につ いて1年 以 上の差 をフける こ

と は 不 当 で あ る と の 態 度 を と っ て い 』る 。.tt:.t・1、:
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第2章 改 正 法 案 の.問 題 点

以 上に述べた改正法案に よれば,従 来 ユ ーザ ー側 がつ よ く要望 して きた通信

回線利用 上の諸問題は,基 本 的にはほS'完 全に解決す る見通 しがつい た。す な

わち'

① 共同 専用の制限緩和

② 電話 回線 の開放

③ 料金と くに遠距誰 料金 の引 き下げ

④ 端末 機認定方式の 簡素化

⑤ 音 響結合 の実施

などは実現 され ることに な ってい る。

しか しなが ら,未 だい くつ かの問題 は残 されている。そのひ とつは,理 論的

な原則論 の立場か ら問題 を提起 する ものであ り,他 のひとつは.実 際的 な運用

面か らの問題 を指摘す るもの である。

1.原 則 論 に立 った反 対

これ は 「通信 」 と 「情報 処 理 」 とを厳 密 に 区 別 す る立 場 か ら 「公衆 電 気通

信 法 で 情報 処 理 を 規定 す る こと 自体 に反 対 す る」 とい う態度 を と ってい る。

す なわ ち,"デ ー タ通 信"と は,① デ ー タま たは 情報 を,特 殊 な符合 〔コ

ー ド)に 変換 し ,② そ の デ ー タを電 気的 伝 送 シ ステ ム を利 用 して移 動 す るこ

と。 と定 義 され るが,,こ れ は 通 信 業 務 と認 め られ る に して も,現 在 寛 々公社

が 行 なっ てい る"デ ー タ通 信 サ ー ビス"は 明 らか に 「情 報 処 理 業務 」 で あ る

か ら,こ れ を公 衆 電 気通 信 法 とい う"通 信 に 関 す る法律"で 規 定 す る こ とは

反 対 で あ ると して,っ ぎの よ う な立 場 を と ってい る。

日本 電信 電話 公社 法(昭 和27年7月31日 制定)に よれ ば,第1条 に設

立 の 目的 と して,「 公 衆通 信 事業 の 合理 的且 つ 能 率 的 な経 営の 体 制 を確 立 し・

公 衆 電 気通信 設備 の 整備 及 び 拡 充 を促 進 し,並 び に 電 気通 信 に よる国 民 の利
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便 を確保す ることを目的 と し.こ こに 日本 電信電話公社を設立 する」 と規定
じ

してい る。 こ こに明 らか な よ うに電 々公社 は

① 公 衆電 気通 信 事 業 の合 理 的,能 率 的経 営 体制 の 確立

②'公 衆 電 気通信 設備 の 整備.拡 充

③ 電 気通信 に よる国民 の 利便 確 保

が そ の事 業 目的 で あ り,事 業 内 容 も これ に 添 っ た もの で なけ れ ば なら ない。

同法 第3条 には,そ の 行 な うべ き業 務 と して.「 公社 は ・公 衆 電 気通 信 業

務 及 び これ に付 帯す る業 務 そ の他.第1条 に規 定 す る 目的 を達 成 す る ため に

必要 な業 務 を 行 な う」 と規定 され,そ の 第2項 に 「公社 は ・ 前項 の業務 の 円

滑 な遂 行 に妨 げ の ない か ぎ り,逓 信 大 臣 か ら委 嘱 され た業 務 及 び 委 託 に よる

左 の 業務 を行 な うこ と がで き る。 一 、 電 気通信 設 備 の 保存'二 、 電 気通 信 用

の 材械,器 具,そ の他 の物 品の 調達.保 管,修 理.加 工及 び検 査,三 、 電 気

通 信 技 術 に 関す る 実 用化 研 究及 び 基礎 的研 究,四 、 電 気通 信 兼務 に従 事 す る

者の訓 練」 と述 べ られ て い る。

(注)

ここにい う 「公衆電気通信設備」あるいは 「電気通信」とは,つ ぎのように定義されてい

る。

公衆電気通信法弟2条

この法律及びこの法律に基 く命令の規定の解釈に関しては,左 の定義に従うものとする。

一、電気通信,有 線,無 線その他の電磁的方式により,符 号,音 響,又 は影像を送 り,伝 え,

又は受げること。

二、亀気通信設備,電 気通信を行なうための材機,器 具,線 路,そ の他の電気的設備。

二 公輝 気随 端 融 通識 備を駆 て・他人の通信を媒介し・
,その腿 嫡i設 備

を他人の通信の弔に供すること。

四、公衆電気通信設備,も っぱ ら公衆電気通信役務を提供するための電気通信設備,

五、公衆高気通信業務,公 衆電気通信役務 を提供する業務。

以 上 の条 文 か ら,奄 々公社 は 「符 号.音 響 又 は 影 像 を送 り1伝 え.又 は 受

け る電 気通 信 設 備 を設 置,保 存 し.ま た電 気通 信 用 材機 器具,物 品 の 調達,
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保 管 ・修 理 す る こ と な ど を通 じて 国民 の 利便 を確 保す る こ と」 を耳 的 と して

い るの で あっ て.こ れ に付 帯 した乗務 以 外 は で き ない こ とに なって い る。

従 って ・ デ ータ を送 受 す る 「デ ー タ通 信」 は ・、電 文 公社 も当 然 行 な うこ と

の で き る業 務 で あ るが,コ ン ピュ ー タを利 用 、してデ ータ を加 工す る 「情 報 処

理」・は含軌 てい ないか らぽ 信回線 と・ンピ　 タの結合 に よる、旦 ンラ

ィ ン情報 処 理」 っ ま り 「デ ータ通 信 サ ー ビス業 務」 につ い ては,電 々 公社 は

通信 回線 の 提供 の み に と どめ・,自 か ら情報 処 理 業務 を行 な うべ きで ない と主

張 す るの で あ る。

この立場 か らすれば訟 衆電気通信法 では嘩 処理 を規定す る『とはで き

ない として‥ 「情報 処理 基本法 を制定 して明確にその点 を規定 したρ ちで な

麟 ば,ア イマイな形の ま までオン㍗ ン情報処理 を行 な うべ きで な凶 と

い う こ と に な る 。

しかしながら⇒ のような原購 に対 しては'現 実陣 立轡 頓 村 る

もの が ユ ーザ ー側 に は 多 い。 た しか に 「通信 」 と 「情報 処理 」 を明 確 に区 分

す る・こ と な く,公 衆 電 気通 信 法 で オ ン ラ ィ/情 報 処理 を 規定 す る こ とは 賛 成

で きない と して も,情 報 処 理 基本 法 の 成立 を ま ってk・れ ば,2～3年 間 は 現

状 の ま ま通 信 回線 の 開放 が許 され ぬ まま情 報 産業 の発 展 が抑 えち れ る こ とに

なるほ れならば・超 的眼 間の情鞭 鞠 帳 させパわが国儲 麟 の

基盤を拡大するためには,今 回の改正法案をまず成立 させて,通 信回線の開

放族 現させたのち順 次馴 様 と電・公社の分担鋼 を明確に綻 して

い く方 が よい とい う考 え で あ る。

この場合 には,ま ず改 正法案 を具体的に運用す る条件 について,で き得る

洩 り広い範囲の 自由を得 ることが先決問題 となることはρ うまでもない。 さ

きに述 べた ように ユーザ ー側が 「基準」 の設定 にあ くまで も固執 した理由も

こ こに あった の で あ る。
、

2.運 用 上の具 体的 な問題 点
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、

運 用上の具体 的条件 を重視す る立場 か らは・ さま ざま な問題 点が提起 され 、

ている。

(イ)「 基準」 の確認

デ_タ 通信 回禄の使 用契約 に関 して,郵 政省 令に定め る基準に適合す る

場合 には 自動的 に承 認 され る ことになったのは ・ユ ーザー側に とって極 め

て歓迎すべ きことで あるが,果 して 「基準」の内容は どの ようなものに な

るか十 分留意 しなければ ならない。

例えば.「 業務 上の関係が難 に齢 す る」2人 以 上の 者の特極 信 回

線使 用契約の場合 の基準 とは どの範囲までが含 まれ るのかにつ いて.つ ぎ

に例示 する よう な ものは,す べて認 めち禍 といわれてい るが・それ を確

認す る必要が あろ う.そ の基線 定に当っては趣 歯 郵政両省で+分 協

議 して決 定 す べ きで あ る。

、
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(ロ)通 信 回 線 と コ ン ピュ ー タの 接続

さ きに述 べ た よ うに通 信 回線 と接続 され た 「電 子 計 算 機 等」 は.郵 政 省

令 で 定 め る技 術 基 準 に 適合 す る よ う保存 す る義務 が あ り,そ の 検査 を拒 ん

では な らない と され てい るが,こ れ が コ ン ピ ュ ー タ不 体 に及 ば ない よ う・

電 々公社 の 規制 は 通 信 回線 と端 末 材器 との 接続 面 で の 技術 的条 件 に限 定す

べ きで あ る。

内 麗 々公社 と民 間 情 報 処 理 企業 との公 平 な競 争 原 則

郵 政 省 で は,電 々公社 が行 な うデ ー タ通 信 サ ー ビ スも ・民 間 企業 の行 な

うデ ー タ通信 サ ー ビス も,同 じ競 争条 件 で行 なわ せ る と して ・回 線料 金に

つ い ては 同 一 にす る こ と を約 束 してい る。 しか し なが ら,改 正 法 案 の 施行

期 日か らみ て も,電 々 公社 の 試行 役務 が 法 定 役務 と な るの は昭 和46年9

月1日 で あ り,電 々 公社 は この 日か ら公衆 通 信 回線 を利 用 した 刀口入 デ ー タ

通信 サ ー ビ ス を法 定 役務 と して行 ない 得 るわ け で あ る。 これ に 対 して民 間

企業 が 公 衆 通信 回 線 を使 用 で きるの は ・ さ きに述 べ た とお り 「昭和47年

9月1日 以 後,同 年12月 末 日まで の 間 で政 令 で定 め る 日」 で あ り・さ ら

に電 話 局 の 地域 に よ って は,そ れ か ら 「1年 を 越 え ない範 囲 で」 延 長で き

る と してい るの で,実 質 的 に は2年 近い 差 が あ る。

従 って,民 間 の ユ ーザ ー側 と しては,「 試 行役 務 の間 は 止 む を得 ぬ と し

て も,公 衆 通 信 回線 の利 用が 法 定 役務 と なる以 上,電 々公社 が 加入 デ ー タ

通 信 サ ー ビス を行 なっ て い る地域{現 在 は東 京,大 阪.昭 和46年 中 に名

古 屋.福 岡 な ど)に 於 ては.同 時 に民 間 企業 に も利 用 を認 め るの が 公平 の

原 則 に 添 う もの で あ る」 と主 張 してい る。

'

'

←)寛 々公社 と民 間 企 業 の担 当 分 野

民 間 の ユ ーザ ー,こ とに情報 処理 サ ー ビ ス業 者 が 上 記 の公 平 原 則 をつ よ

く主 張 す る理 由 には,電 々 公社 が施 行 期 日の優 位 性 を利 用 して,本 来 民 間
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ー

亀

企業 が 行 な うべ き分野 ま で進出 して シ ェア を拡 大 し,情 報 処 理 に お け る地

盤 を確立 して しま うの では ない か とい う危惧 が 大 きい か らで あ る。

電 々公社 が現 在 行 な ってい る 「専 用デ ータ通 信 サ ー ビス」 ある いはf加

入 デ ー タ通 信 サ ー ビ ス」'は ・民 間 企業 が 実施 す る に適 当 な業 務 で ある が ・

現 在 は 情報 処理 サ ー ビス業 者 が 共同 専用 回 線使 用 上 に制 約 が あ り,ま た.

公衆 通 信 回 線 利 用 が 許 され ない で い る間 に,有 利 な条 件 で 顧 客 を獲得 して

い く傾 向 が あ る6こ れ に対 して,か ね てつ よい 不 満 を表 現 してい た 民 間情

報 処理 サ ー ビス業 者 に とっ て ・ こ の うえ1～2年 の 差 をつ け られ る ことは

二 層 不満 を大 き くす る もの で あ る。

こ こか ら 「暗 々.公社 が 行 な うべ きデ ータ通 信 サ ー ビスは,公 共 的 な もの.

技 術 的 に先 導 的 役 割 を果 す もの に限定 し,そ の他 は 民 間 企 業 に 委 せ るべ き

で あ る」 とい う主 張 が あ らわれて い る。
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第3章 こ ん こ の 対 策 と 運 動

1.具 体的 運 用条 件 実 現の 監 視

以 上 に述 べ られ た諸 問 題 につ い ては,「 基準 」 の 設 定 を含 め.こ ん ご改 正

法 案 の国会 通 過 後 に具 体的 運 用条 件 が 決 定 され る こ と に な る予 定 で あ る。 そ

して,そ の 決定 に あ た っ て は,通 産 ・郵 政 両省 事務 次官 の 交 換 した 覚書 に よ

り,両 省 の 協議 が行 なわ れ る こ とに な っ てお り.そ の時 点 で ユ ーザ ー側 の要

望 が反 映 され る筈 で あ る。

ユ ーザ ー側 と しては,こ れ まで の さ ま ざま な主 張 と要 望 が,具 体的 運 用条

件 の 中 に生 か され る よう.そ の 成 り行 きに十 分 の 関心 を も って注 目 して行 く
o

必 要 が あろ う。 も し,こ の条 件が ユ ーザ ー側 の意 向 を入 れ なけ れ ば.通 信 回

線 開 放 の実 効 は ほ とん ど 無 きにひ と しい もの と なる こ とす ら怠 慢 され るか ら

で あ る。

2.第3者 機 関 の 必要 性

具 体 的 条 件 の設 定 の過 程 あ るいは条 文 の解 釈,運 用 の 実際 面 に お い て.ユ

ーザ ー側の 苦 情や 不 満 が 生 ず るお そ れ は 大 きい。 今 回 の 公衆 電 気通信 法 改 正

が,従 来 の もの と 全 く違 っ た画 期的 な変 革 を伴 な う もの が あ るだ げ に,官 公

庁 側 の取 扱 い も不慣 れ が生 じや す い で あ ろ う し.そ こ に紛 争が 生 ず る こと も

予 想 され る。 こ こか ら,ユ ーザ ー側 で は 「そ れ らを調 停す る中立 的第5者 機

関 の 設置 を要 望 す る」 声 が 出 てい る。

これ につ い ては,法 的 な権 限 を もった機 関は 無理 と して も,民 間 側 の代 表

と,官 公 庁側 がつ ね に意 見 を交 換 し,意 志 の疎 通 を 図 る 「場 」 を 作 る こ とは

是 非 と も必要 な こ とで あ る。

o

D

5.特 定通信回線使用料金 の早急 な決定

今回の改正法案では,公 衆通信回線の便 用料金は詳細 に定め られ てい るが ・
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特 定通信 回線については末 だ全 く決 め られてい ない。遠距離料金 の引 き下げ

を含 め て早急 に決 定 し なけ れ ば,9月1日 の施 行 期 日を前 に ユ ーザ ー側 と し

ては 計 画 の たて よ うが ない の で あ る。

4.端 末 機 開発 の 必要 性

こん ご通 信 回線 利 用 の ア プ リケ ー シ ョンが増 加 し'あ る いは 新 しい利 用 技

術 の開発 が急速に進む ことか予想 され ると・安価 で使い易い端末機 の開発 が

必 須 の 要件 と な る。 諸外 国 では,す で に 相当 の ア プ リケ ー シ ョ ンの経 験 をへ

て い るだけ に,便 利 な端末 機 が 開発 され てい るが,わ が国 では ま だ そ の数 も『

少 な く,ま た価格 も高 い。

新 端 末 機 の 開発 と 価格 の 引 き下 げ は,こ れ か らの遠 隔情 報 処 理 発 展 に最 大

の 条 件 と な る。
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第4章'米 国 にお け る タ≡ ミナ ル機 器 の現 状 と将 来

1.コ ン ピ ュ ー タ.シ ス テ ム の 中 の タ ー ミ ナ ん 機 器

1969年,70年 と2カ 年 続 い た 米 国 内 コ ン ピ ュ ー タ 市 場 の 不 振 も1971

年興 研 上向 くとの観測が鰻 っている・鍋 の不況はパ ず締 界錐

の 不 景 気 に よ る も の で 投 資 意 欲 の 減 退 や,政 府 ・ と く に 国 防 予 算 の 削 減 が 大

・き く響 いWる ・^

.;.⊇ に 加 えq・M3』7・ シ ・ 一 ズ ・"RdA;ぱ ペ ク1・・ ラ:70二;1・7'シ

リ ー ズ,バ ロ ー ス のB7boシ ザ ー ヌ な ど の 第5,5～3.7世 代 機 が1970

興 読響 表され・蝉 交糎 有の買綱 象が出てきた・こ瞬 効

果 で 史 上 初 に し て,最 大 の 停 滞 期 を 経 険 し・た の で あ る 。

米 国 の 情 報 産 業 関 係 専 門 調 査 会 社 で あ る 工DCほn七eエnat]onaユData

C。rp)に よ れ ば,汎 用 コ ン ピ ュ ー タ は1970年 に76.25億 ド ル{2兆

1450億 円)と 前 年 の 横 ば い と な っ た が,1971年 に は90億 ドル(5

兆2400億 円)と18%の 伸 び と な る と 予 想 し て い る 。 表1.は.～ 二の デ ー

タ を 取 り ま と め た も の だ が,全 体 で も7Q71年 を 比 べ る と,1Z5%伸

び て146億 ドル(5兆2560億 円)に 達 す る も の と み て い る 。

表1.情 報 産 業 の1970,71年 市 場 予 測

業 種
売 上 高

100万 ドル

売 上 高
100万 ドル

1970-1971

伸 長 率

汎 用 コ ン ピ ュ ー タ ス625 9,010 18%

特 殊 専 用 コ ン ピ ュ ー タ 525 630 20

周 辺 機 器 専 門 会 社 570 720 26

リ ー ス 会 社 605 655 9

ソ フ ト ウ エ ア 会 社 535 550 3

計 算 センター ・タ イ ム シェ ア 1,2ろ5 t505 22

EDP教 育 170 200 20

コ ン ピ ュ ー タ 消 耗 品 t170 1,325 15

計 $12,4ろ5 $14,595 1Z5%
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●

米 国 企業 の 世界 市 場 へ の コ ン ピュ ー タ出荷 とい う点 では1971年 は84・5

億 ド ル{3兆548億 円)と69.～70年 に72億 ドル(2兆5920億 円)

近辺を上下してい興 塑 ・興 な苧 ている・{旦し・ω うち45

%は 細 以 外 の 海 外 市場 に 出 荷 され る もの で ある ・

難 で1帳 綱 島嘩 ρ 蹴 辺 機 講pr会 社 の26%・ 計 算 セ ン タ ー と"

イム シ エ アi)ノ グ ・サ ー ビスの22%で ある。 前 者 の伸び ¢*一プ ラ グ ・シー

.プ ラ グの 互 換性 ある周辺 機 器 が売 れ ば じめ た こ とで・傾 向 と しては コ ン ピ

ュ ー タ本 体 と タ ー ミナ ル,周 辺 機 器 を別 々に 購入 す る考 え方 が ユ ーザ ーの間

、に一 般 化 して きた もの とい え る。

さ らに,長 期的 に コ ン ピュ ー タお よび情報 産業 につ い て みれ ば ・① 全 体的

に1970年 代 を通 して堅 調 に伸 び る。 ②70年 代 の10年 間 に金 額 的 には

倍 増 強,奇 数 では 超 小型 磯 の 急増 で5倍 近 くに増 え る。③ コ ン ピュ ー タの平

均単 価 は 同一 規 模 で 大 福 に 値 下 が りす る。 もの と され てい る。 これ は 調 査 会

社 ブ レ デ ィ カ ス'卜(Predicast)社 の 公 表 し た も の で,1970年O.8.g万

台 ・11 、4'・ 億 ・ル('5兆1148・ 億 円)の ∵ ピ=一 夕 が1980融 で に

は44,8 ,万 台 ・322億 ド ル(11兆5・920億 円)に な る 。

gンEoユ 一 夕のtt模 別 で は表2.図/図2.の よ うな内 訳 に な・る。 これ は

超 大 型 と超 小型 が 急 増 す る両極 化 が 進 み,中 型 機 は ア5年 を境 に して下 降 線

をた ど って い る こ とを示 してい る。

_方,'こ れ ら シ ス テ ムの 規模 別 の平 均単 価 は 図5の よ うな推 移 をみ せ る も

の と考 え られ るが,こ の 中 で大.屯 小型 機 は 徐 々に下 が る傾 向 で あ る。 と

こ ろが,超 大 型機 は 安 くな る ど こ ろか 高 価 に な り・超 小型 機 は 極 端 に安 く な

っ て い る。 といち こ とは,ξ 超 大型 機 は コス トが低 くなる以 上に 巨 大 化 す る こ

と を示 して● り∴超 小 型 機tttL-?ス ・プ ロ.マ ス ・セ ール スで1万 ドル{560

万 円)以 下 の レ ン ジに なる と と を示 して い る。

一5ろ 一一
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百

φ

タ ー ミ ナ ル 時 代

表2.コ ン ピ ユ ーーーIPtの1980年 ま で の 市 場 予 測

項 目 1960 1965 1970 1975 1980

一

導 入 金 額
〔単 位100万 ドル)

超 小 型 8 115 485 1490 4081

小 型 550 920 2205 ろ291 4462

中 型 1050 3105 5460 6055 4550

大 、 型 300 1500 4085 6435 8000

超 大 型 480 2100 5100 1]375

一計 1688 6120 14535 22351 52268

設 置 台 数
(toOO台)

超 小 型 α5
『5

.0 25.5 950 314.0

小 型 2.2 ao 24.5 4ZO 75.0

中 型 55 155 2ao 55.5 290

大 型 a5 50 95 16.5 255

超 大 型 06 t5 50 6.5

一計 6.5 5〔B 890 195.0 44ao

1台当 り平均設置 額

{toOOド ル)

超 小 型 25 23
'

19 16 13

小 型 150 115 90 70 60

中 型 ろ00 230 195 170 150

大 型 600 500 4ろ0 390 340

超 大 型 800 1400 1700 1750

全 平 均 260 205 161 115 72

一54一
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台
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0

0

0

0

5

4

∩」

2

大N

型

超小型

IY7019751gso

図3コ ン ピュー タ規 模別 台数 あ た り

価 格推移

結論 と しては,超 大型 機 を 中心 に して通 信 回線 に よ り超 小 型機 や各 タ ー

ミナ ル と結ぶ 繍 ユ ー テ ィ リテ ィ作 りが大 きな傾 向 と して 浮か び 上 って きそ

うで あ る。

また ・ ンピ ユ ー ・ ・シ ステ ・の 中 で は ・ ン ピ ユ ー ・本 体 よ りは 周辺 機 器

が 重要 に な り,そ の 中 で もタ ー ミナ ル(遠 隔 端末装 置)は 大 き な比 率 を 占め

る よ うに なる と予 想 され て い る。

2.タ ー ミナ ル機 器 の 市場 予 測

ター ミナ ル と して考 え られ る装 置 と しては バ ッ チ処 理 シ ス テ ムに 通 常利 用

され る入 力 ・出力・入 出城 齢 一応 あげ 鍵 る・図4噸 用ス ピー ド別 に

リ ス ト し た タ ー ミ ナ ル で19種 あ る 。 ス ピ ー ドの 早 い 機 器 は 当 然 リ モ ー ト ・

バ ソ チ 処 理 の よ う な 機 械 と 機 械 間 の 通 信 に 利 用 さ れ る 。 も っ と も ス ピ ー ドの

一36一

ソ



ひ

._・`¶ 口

ηウ……
・
一

、

両

市

∩

N

」

一

ロー一"s-一一 一←-7ば一

∵

-h

 －

;4V.N1,t冨)o,Ot幻

－T.一三ー

7:二"

}

二二二

可

一ー万一
.㌻三

■[.,.

=};'一.

A工.

〔「'二て、、

 

:

「
.

]
、

'

…二…

.
』

一

.「

}

.

ρ
LF》'二ー－tt≠ ■,,.,{'一."二'

「

、

.

-

ー

(

「
.

.
㌦

}

.1

T...「

-

L・

「.

、-

匹

.

一

.
,

、

「
-

.
.

、

・」

キ

ー

ボ

ー

ド

d

テ

レ

タ

イ

プ

、

e

P

T

パ

ン

チ

q

マ
ー
ク

ペ
ー

ジ

・
リ

ー
ダ
ー

}

n

…
マ
ー
ク

セ

ン
ス

・
ド
キ

ュ
メ
ン
ト

・

「
b

カ

ー

ド

・
・
パ

ン

チ

.

.、
T

チ

ェ

ッ

ク

・
リ

ー

ダ

ー

ノ

ゆ

P

..・.ク

ー

リ

ィ

・
ロ

ー

パ

・
エ

ー

k

..V

D

11

数

字

・
文

字

ぺ

f

P

T

リ

ー

タ

ー

.
カ

ー

ド

・
リ

ー

ダ

ー

s

、
ゾ

ロ

ッ

タ

ー

c

∴
ブ
イ

ン

プ

リ

ン

タ

i

1

.'V

D

U

グ

ラ

フ

ィ

ッ

ク

.

v

ざ
プ

ァ

ク

シ

ミ

リ

(
乞

ツ
タ

ル

)

t

・
…

マ
イ

グ

ーー
フ
ィ
ル
ム

・
レ
コ
ー
ダ

m

..,デ

ィ

ス

ク

・
ス

ト

ア

9

・
・磁

気

テ

ー

プ

ー-
.,
コ

ア

㈱VDUは'ビ ・ジ ュ ァ ル ・デ ィ ス プ レ イ ・ ユ ニ ッ 『ト,PTは ペ ー パ ー ・テ 一口プ の 略

ス ピー ド別 ター ミナル機器 活用状 況図4

一一57-一

.s'

 

、

、

－

V



い コ ア と あ る の は ミ ニ コ ン な ど に 代 表 さ れ る サ テ ラ イ ト ・ コ ン ピ ュ ー タ の

こ と で あ る 。

一 方 ス ピ ー ド が 遅 く,人 間 が 操 作 で き る 範 囲 の 機 器(代 表 は キ ー ボ ー ド・

テ レ タ イ プ な ど)は,マ ン ・マ シ ン ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 用 に 使 わ れ る も の

で あ る 。 こ の ほ か に 音 声 応 答 と か ブ ツ シ ユ フ オ ン(ボ タ ン 式 電 話)の よ う な

簡 易 タ ー ミ ナ ル も あ る 。

ま た,こ れ は 技 術 的 な 大 分 類 に よ っ て い る が,こ れ ら が 適 当 な ア プ リ ケ ー

シ ョ ン 向 け に い く つ か の 機 器 が 集 合 し て 一 つ の タ ー ミ ナ ル と な っ て い る 場 合

も 多 い 。 例 え ば 様 式 相 場 情 報 用 タ ー ミ ナ ル{VDU数 字,文 字 と テ ン キ ー に

似 た キ ー ボ ー ドの 組 み 合 せ),座 席 予 約 用 タ ー ミ ナ ル{キ ー ボ ー ド.ORT

=VDU数 字 ・文 字,プ リ ン タ ー),銀 行 窓 口 用 テ ラ ー ズ ・ タ ー ミ ナ ル{専

用),生 産 管 理 用 デ ー タ ・ コ レ ク タ ー(エ ッ ジ ・ カ ー ド:リ ー ダ ー.特 殊 コ

ン ト ロ ー ル),POS{PointofSales,ク レ ジ ソ ト ・ リ ー ダ ー な ど 専

用)な ど で あ る 。

こ れ ら の タ ー ミ ナ ル 機 器 は,い ず れ も 今 後 大 幅 な 伸 び を 期 待 で き る が,

全 体 を 統 一 的 に 調 査 し た の はPredicast社 の レ ポ ー ト が あ る 。 こ の ほ か に

各 種 雑 誌,調 査 会 社 が 独 自 に 各 機 種 別 に 行 な っ た も の が あ る 。 図5は.こ れ

ら を 取 り ま と め た も の で あ る 。 主 要 な タ ー ミ ナ ル 機 器 に つ い て は 以 下

Predicas七 社 の 統 一 調 査 レ ポ ー ト よ り,概 要 を 紹 介 す る 。

〆
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図5、 各 社 の 取 り ま と め た タ ー ミナ ルの 市 場 予 測

1

ぴ

℃

1

装 置 名
予 測 デ ー
タ 発 生 先

1965年1970年197坪198眸

|

1.

ORT/キ ー ボー ド・タ ー ミナ ル
ModernDa七a

●

ミ

{1969年){197三 剤三)-
75,000台200,00〔}台

、

2.1

ミニコンピュータげ 一夕通 信 用)

Aurthur

D・1ittユe

{1964年){1974年)

650台 ス500台

3.

POS〔 店 頭 販 売 シ ス テ ム)
Predicast

(1970年)(1975年)(198〔 陣)

55,000台 』190,00・0台542,000台

4.

キ ー.ツ ー ・ テ ー プi装 置

EDP

Jn(1us七ry

Report

(1969年)〔197ろ 年)

2aoOO台69.000台

キ ー.ツ ー ・ デ ス ク

{1969年)〔1975年}

ろ50台22,500台

,「

5.

GOM

Robert

Heユ ユen

Associa七es

(1968年)(197〔 咋){19ア5年)

300台3,200～5,500台6ρ00～12ρ0〔 】台
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5.タ ー ミ ナ ル 機 器 全 体 の 市 場 予 測

タ ー ミ ナ ル 機 器 を 全 体 で み れ ば,1968年2億4,ろ'00万 ド ル(874

億 円)で あ っ た 市 場 が,197ろ 年 ま で に12億 ドル(4520億 円)さ ら

に,1978年 に は48億 ドル{1兆7280億 円)に 増 加 す る こ と が み こ

ま れ て い る 。{図 表5参 照)

図 表3.タ ー ミ ナ ル の 売 上 高 の 推 移 ど 予 測

σ

,

項 目` け60
'
1965 1夕68 1973 1978

年 末 設 置 台 数 白00万 台) 無 無 15 7 5.0

売 上高/年 度末(シ ェ ア)
一 一 56% 35% ろ3%
1

新 装 置 タ ー ミナル ぽ000台)' 2'-

,

13 50 240 ]000

同 上 平 均 単価 ほ000ド ル) 4.8 48 4.8 4.8 48

ターミナル売 上高白0σ万粋} 95 63.5
'
2453i 1,116 4,800

・一 ・ナ・レの うちぽ ず入・力鑓 は デ づ を収集 しだ り・ブ 一時 コンピ

ュ ー タ に ア クセ スす るた め に伝 送 で きる よう な形 に変換 す るた め に 用 い られ

る。 デ ータ;タ イプ ラ イタ ー.など の ギ ーで入 れ られ るか.あ るい は パ ンチ カ

ー ド、紙 テ 三プ,特 殊 イ ン ク文 字,ハ ー ドコピ ーで送 られ る。 ま 牟押 ボ タ ン

式電話 を用いた電話信号 も利 用す るこ とがで きる。人 力装 置 の売 上高は 出力

装 置 や一 般 の タ ー ミナル に ぐらべ れ ば少 ない。 しか し なが ら,そ の 用途 は 広

が っ てゆ くだ ろ う。

1968年 にお け る入 力 装 置 の 販 売 台数 は 約7,『000台 で あ っ た。197ろ

年 ま で には.45,000台 に,さ ち に1978年 年まで に は25万 台 に増 加 す る

こと が予 想 され て い る○ 技 術 的 に 問題 の 少 ない こ.と。 量 産化 に よる ス ケ ール

・エ コ ノ ミク5の 視 点 か ら11台 当 りの平 均単 価 ぱ低 下 す る だ ろ う。 表4は タ

ー ミナル 用入 力装 置 の 予想 だ が
－rこれ に よれ ば,、販 売 高 の 伸 び は1968年

の5,500ifiド ル(126億 円}か ら1973年 には2億 ドル'(720億 円)

:'
.-40一

♂



輪

■

与

1978年 に は9億2500万 ドル(555億 円)に 達 す る だ ろ う 。

表5.種 類 別入力装 置の売上高推移と予 測

項 目 1960
'
]965 1968 1973, 19ス8

全 タ ー ミ ナ ル 台 数(toO〔 冶} 2 1ろ. 50 24・0 toOO

入 力 装 置 ㌧(シ ェ ア) 10% 12%'
k

14%| 19% 25%

入 力 装 置(toOO台) 02 1.6 7
×

45 250

同 上 平 均 単 価(エ000ド 句 Z5 60 50 、 4.5 3.7

入 力 装 置 白00万 ト痴} t5 96 35 、200
、

925

型に よる分類 キーボード装置 02＼ 1.6 6 So 川5

その他の装置
一

無1 11

…

1 155

・

a－ キ ー ボ ー ド装 置

入 力装 置 の ほ とん どは キ ー ボ ー ド装 置 で 占め られ る。 オ ペ レ ー テ ィ ング

速 度 は伝 送 速 度 や コ ン ピュ ー タ機 能 に くらべ て大 変遅 い。 この ス ピー ドの

問 題 は キ ー ボ ー ド入 力 シ ス テ ム に お け る ノ ノ ・ キ ー ボ ー ド装 置 あ る い は,

バ ソ フ ア 付 き 装 置 の 利 用 に よ っ て 解 決 さ れ る 。 こ れ と 同 じ効 果 を も た ら す

方 法 の1つ と し て カ セ ッ ト ・ レ コ ー ダ の 利 用 が あ る 。 実 際 問 題 と し て,こ

の 両 方 の ア プ ロ ーtrが 採 用 さ れ るEiiF能 性 が 強 い 。1980年 ・:ノ ン ・ キ ー

・ ド ラ イ ブ装 置 の 売 上 げ 高 は,キ ー ・ ド ラ イ ブ 装 置 の そ れ を 追 ら 越 し,そ

の 後 バ ツ プ ア 付 き 装 置 は 従 来 の 装 置 を 追 い 越 す だ ろ う。 キ ー ・ ボ ー ド入 力

装 置 は 多 く の 会 社 で 生 産 さ れ て い る 。 主 な 生 産 会 社 と し て は,'ATT・

Wes七ernU五ion.'工BM,Ta工15r,Friden(Divisionof

Singer}が あ げ ら れ る 。

、-41一



出

荷

(
百

万

ド

ル
)

5POO

4ρ00

5DOO

2POO

1,000

0

0

〔U

O

5

4

003

100

90

80

70

60

50

ぷ/

/

/154

1968

/

774

一22QQO///,

t4β00

.5ssQO__

1973

925

525

1978

入 力装 置

一 ー 一一出 力装 置

一 ー 一一入 出力 装置

端 末 計

図6.種 類 別 デ ー タ伝送 装 置 の成 長度

一42一

●

声

'



一
●

】

'

・

10000

5DOO

2000

400

出

300

荷

(
百

万

ド

ル
)

/

/985

1968

//

図7

/
//

zゐ
/2坐

グ

∵ 」二u旦

960

19751978

種 類 別 デ ー タ 伝 送 装 置 の 成 長 度

デム

__.,プ ロセ ッ サ ー

_多 重 伝送 装 置

そ の他 各種 装 置

デ ータ伝 送装 置

:-45一



b.デ ー タ 収 集 装 置

デ ー タ 収 集 装 置 は 機 械 的 な ノ ン ・ キ ー ボ ー ド入 力 用 と し て バ ッ ジ ・ カ 「 .,.

ドお よ び そ の 他 を 用 い る 。 一 台 当 り の 価 格 は500ド ル{180万 円)以,

下からある・ この酷 な鑓 は生産・熊 在鮭 どの官運用 として限 、

利 用 され る と され てい る。 中心 は,入 力 サ ー ビス ・す なわ ち原 料 や 作業 工

程,出 来 上 った製 品 の 目録,そ して人 事 給与 な どに関 す る個人 的 な情報1な□

ど に用 い る ことが で きる。 ま た.工 場 の 作業 工程 の デ ー タを記 録 す る ため

に も相 で ある. .・ モ ー ・弓 一 ・ナル カ・ら送 られ た デ ー ・鮭 機 構 で:あ

る コ ン ピュ ー タには 入 らず,中 央 シス テ ム と通信 す る中 間 の タ ー ミナ ル に

た くわえ られる・ この中間装置 は高測 一夕伝送 力河 能 な小型 ○ ピユ;一

夕 あ るいは パ ツ プア入 力装 置 の ど ち らか'を利 用 す る こと がで きる。'こ の装

置 は 情報 を伝達 す る 多 くの デ ー タ収 集装 置 は 入 力装 置 の 主要 な部 分 だ が.…

1968年 の 売 上高 の わず か15%に す ぎない。 デ 三 夕収 集 装 置 を生 産 し:

てい る会 社 は,CDg,Da七alns七rumen七,Friden(D.iuisioniof

Sing。),DASA.M。h・wkD・ 七・ ・RGA・Vi・t・ ・n・#5tsよ び エ1BM

な ど で あ る ・'パ

C・ 文 字 読 取 り装 置 .i・

文 字読取 り装置 は文書 や走査 され た映像か ら文字を認識 し読 み込 む。認

識には磁気あるいは光学技術 が採用 され る。将来 後者が前者 よ りも重要に

なるだ ろう。光学走査装置 は文書 か ら,タ イプあるいは印刷 された文字 を

読 み,そ の 情報 は電 気信 号 に 変換 され,直 接 に伝 送 され るか,あ るい,は要

求 が あ るまで ス トア ー され る。 この装 置 は 高価 で あ り.価 格 の 範 囲 ば い簡

単 な シ ン グル ・フォ ン ト読 み 取 り用 の1万 ドル(560万 円)か ら精 巧 な

マ ル チ.フ ォ ン ト読 み 取 り用 の75万 ドル(2億7,000万 円}ま で ある。

ア プ リケ ー シ ョ ンd政 府 機 関,AmericanExpressの よ うな クuジ ツ ト

会社,銀 行,保 険 会社 お.よび 航 空会 社 な ど とな って い る。 簡 易化 した文 字
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●

読み蜘 鑓 は西 壊 走や市場傾向を已 ちに記録し締 するため小売

店 で鮪 れている・ここ傘 醐 樋 品飯碗 風 でや ク・ナンバL・

小売価格,支 店別 などのデ 三夕を備え てら る。光学読み取 り装置 の見通 し

は明るい。価格は大幅に下が るだろ グし,》読 み取 り可能 な文字 の種類は増

大す る。 デ ータ入 力におい ては.労 賃 が装 置¢〉価格 よりず っと高い。 これ

一輪 理 化 を促 レ .⑪ 陸 興 そ の 一 ケ ッ トシェ ア を齢 す る だ ろ う・

しか しなが ら6CRは た ぶん19・8年 で は装 蹴 上助 った1・%鵠

た に す ぎ ない。 しか し,収 益 は入 力装 置 売 上高 め半 分以 上に も達 ず る と見

られ る。OCR装 置 を生 産 しでい る会 社 と しては 工BM・ ・CDO

Rec。ghi七 ・。nEquipmenも ・Farr .ingten・Opもica1・Scanning・

Philco-F。rdお1よ びHew;ettPac4ardな どが あげ られ る。

iD・ そ の他 の 入 力装:置

1出 力装 置 は・中央 コン ピュ ー タか らの デ ジ・タ ル 情報 を遠 くは なれ た場 所 で、

受信 し,こ の デ ジタル情報 を直 接 あ るいは 間 接 に人 間 が利 用 で きゐ 形 に歪

計 建 直 で 参る・ 繊 は さま ざ ま で ・囎 ・ ハ 「 ド'パ ー 紙 ㌃ ブ・

磁 気 テ ー プ,あ るい は パ ンナ ・カ ー ドな どが これ に含 ま れ'る。 出力装 置 は

シス テ ムに対 す る追 加 情報 に使 用 す る こ とが で きない とい う点 で入 出 力装

置 と異 っ.てい る。
ト コ シ ベ ち ハ

近 ごろ,出 力装 置b売 上げ は ぼ とん ど タ ー ミ'ナル 全体 の5分 の1を 占め

ている・.こ の書絵 は漬 し畝 出カー一 ・ウ○ 潮 田できるよう になり・

雌 考が入肋 難 ⇒ 能を調 始 ようにならた どきに下がるだろう ・tt

!・'・8年 からr嚇 嚇 づ』 』出力鑓 は民 ナ柱 体の売

憩 禦 び売上錨 の5㎡分のi≡ 竺≡ ろr・ それでぽ 出力装

一:籔三㌶ ぱ ㌶ 嵩 霞:爺1麸鴬㌶:二

る, .,xesの 平 騨 価は 急 速 に低 下 す る・'売 上金 額 はig68年 の514iO・ 万
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ドル(.1・94億4,000万 円)か ら1973年 に は1億8・500万 ド ル

(666億 円)さ ら に1975年 に は5億2,500万 ド ル(1,890億 円)

と 急 増 す る と さ れ て い る 。(表6参 照)

表6.型 別 ・出 力装 置 の 売 上 高

1

項 目 1960 1965 1968 1975 1978

金 元 一 ミ ナ ル{1000台)・ 2 1ろ 50 240 1000

出 力 装 置{シ ェア)

w
40% ろ2% 31% 26% 19%

出'力 装 置 一(1000台) α8 4コ 155 62 192

toOOド ル/台 5
i㌔

4 3.5 3.0 2.7

出 力 装 置 口00万 ト痴レ 40 164 54.5 186 525

型 別 分 配 ほ000台)

ビ ジ ヨ ア ル ・デ ィ ス プ レ イ 一 2.0 90 ろ5 115

ハ ー ド ・ コ ピ ー 装 置 α8

'

2.1 65 25 57

そ の 他 の 装 置
_: 一 無 2 20

e.ビ ジュ アル ・デ ィス プ レ イ

ビ ジュア ル ・デ ィス プ レイ装 置 は 現 在 使 わ れ てい る 出力装 置 の 大 部分 を

占め て い る と考 え られ る。 これ は将 来 にお い て も変 ら ない だ ろ う。 デ ィス

プ レイ装 置 に は2つ の 基本 的 な型 が あ る。 第1の 型は 連 続 的 に デ ィ ス プ レ

イ され る情報 が完 全に ア ウ トプ ッ トされ る もの で,デ ィス プ レイ 上 の どん

な変 化 も コン ピュ ー タに よって つ く られ る。 第2の 型 は コン ビa－ 夕に特

定 の 情報 を質 問 で きる もの で装 置 は 常に キ ー ボ ー ドとCRTの 組 み合 せ か

ら成 っ てお り,文 字 お よび数 字 の どち らも デ ィ スプ レイす る こ とが で き る。

金 融 機 関 と増 大 す る 座席 予 約 シス テ ムの 市場 ば デ ィ スプ レ イ装 置 に とっ て

現在 最 も大 きい ア プ リケ ー シ ョ ンで ある。 提供 す るニ ュ ー ス の選 択 や 簡単
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な情報 検 索 用 と して の利 用 は増 え 多彩 なもの と なる。 現 在 ほ とん どの ビ ジ

ュ アル ・デ ィス プ レ イ装 置 は"ソ フ ト ・コ ピー"の み を取 り扱 う。 した が

っ て情 報 は 制限 され た 時 間 内 で の み利 用で き る。 しか し・ 今 後は"ハ ー ド

.コ ピ_"で ア ウ トプ ッ トで きる機 能 を備 え た装 置 が伸 び て くる もの と さ

れ て い る 。 ビ ジ ュ ア ル ・ デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 一 般 的 な 価 格 の 範 囲 は1000

ドル(ろ6万 円)か ら515万 ド ル(540万 円)で あ る 。BunkO

Ramoは デ ィ ス プ レ イ 装 置 の 主 要 な 会 社 で あ る 。 そ の 他 こ の 分 野 で 活 発 に

動 い て い る 会 社 と し て はScantlinElec☆omcs,Trans-Lux・

CDOEhilico-FordtlllformatlollDisplaysお ・よ びTasker

エndustries(subsldiary。fwkitt.aher)が あ げ ら れ る 。

●

f.ハ ー ド ・ コ ピ ー 装 置

ハ ー ド ・ コ ピ ー 装 置 は 現 在 出 力 装 置 市 場 の 約40%を 占 め て い る 。 テ レ

タ イ プ,プ リ ン タ ー,プ ロ ッ タ ー,ロ ボ ッ ト ・ プ リ ン タ ー す な わ ち 自 動 プ

リ ン タ ー の た め に 工BMgelectricを 変 換 す る 電 子 装 置 お よ び 光 電 複

合 装 置 な ど が こ れ に 含 ま れ る 。 こ れ ら ハ ー ド ・ コ ピ ー装 置 の ほ と ん ど は 伝

送 速 度 や コ ン ピ ュ ー タ の 演 算 速 度 に く らべ て プ リ ン トの ア ウ ト プ ッ ト速 度

が 遅 い と い う 欠 点 を 持 っ て い る 。 と は い え,バ ツ プ ア 装 置 の 採 用 に よ り こ

の ハ ン デ ィ ・ キ ャ ッ プ を う づ め ら れ る だ ろ う。 こ の 型 の 装 置 売 上 高 は

1978年 に 出 力 装 置 の ろ0%,57,000台 が 予 想 さ れ て い る 。 こ れ は,

10年 間 で ほ ぼ9倍 の 増 加 と い う こ と に な る 。

g・ そ の他 の 出力装 置

そ の他 の 出力装 置 を 使 用す る傾 向 は一 般 に少 ない。 これ らの装 置 は 伝 送

や ス トレー ジ時 間 の利 用 の 点 で経 済 的 で あ る。 音 声応 答 装 置 の 可能 性は 重

要 で ある に ち がい ない 。 全 体 と して,こ れ ら,そ の他 の 出 力装 置 は1978

年 に は 出力 装 置 市場 の10%を 獲 得 す る こ とが計 画 され て い る。
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h.入 出 力 タ ー ミ才tyの 種類

入 出 力 タ ー ミナ ルは 直接 あ るい は間 接 に人 間 が利 用 で き る形 で コン ビユ

タ.シ ス テ ムか らの 情報 を入 れ た り,出 した りす る こ との 可能 な遠 隔 装 置

で ある.こ れ らの ・ 一 ・ナ ル の 一 ザ は.こ の よ うた… セ づ を送

った 授 け 取 るの と同 じよ うに ・ ン ピユ ー ・で会 話 酔 わ した り対 話 す る

ととが で き る.伝 送 漣 は テ レ・ イ ブ を用 い た1・ ・文 字/秒 か ら緬 な

鑓 の1・a… 文 字/秒 以 上 まで さま ざk'で 、あ る・ 価格 の 鯛 は

1,500ド ル(545万)か ら1万 ドル(5.600万 円)以 上 で あ る。

入 出職 齢 売 上台 数 は 現在 全 ・ 一 ・チ 硫 上高 の55%を 占め てい る・

低価格 入 力装 置 の 急 激 な増 加 に もか かわ らず,こ の比 率 は 将 来 に お い て も

伸 び るだ ろ う。 入 力装置 の 売 上 台数 は1968年 に は 約2&000台 で あ

った 躍 定 さ,tt
.6・197、 ・年 には1・ ・万台 に,さbva,・19.78年 に

は,5・ 万台に伸び ると㌔ 熱 る・入 滅 装置 の恰 当 りの平 馴 格 は

高 くなる ことが殼 られ る.こ れ は人 助 鑓 や 聞 装置の 冶 当 りの平

均価格 の傾 向を予 想 した 上での結論で ある。事 実 ・特 殊 な入 出力装置は急

速 に低下す ることが予想 され ている。 しか しなが ら∵ この傾向は品質改 良

畷 下 さ抜 髄 とこれに 四 壁 さ品 高価 な・一 ・.ナルの出現に よっ

て雛 される祭 ㌧ 多 くの鑓 は内音離(計 興 の ような)あ るいは

酬 でプ ヅ ・ム可能 輪 即 一 ピ三 一の ○ な)鵠 ってい る・

19・8年 には 鳴 ・,… 万 ・…554{意4'・'・1茄)と 綻 され

る 売 上 高 は1975年 に は7億7,500万 ドル(2,790億 円)さ ら に ・

1978年 に は34億 ドル 〔1兆2,240億 円)に ま で 増 加 す る こ と が 予

測 さ れ る。 、 ..
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表7.種 類別人 出力装置 の売上高

●

項'目' 1960 1965 1968 1973 1978

全 タ ー ミ ナ ルftoOO台) 2 13 50 240 1000

エO装'置 』 55 58「 55 55 56

入 が 装 置(佃 ぴ0台) 1

'

ス5 28 155 558

tOOOド ル/台 4 5 5.5 5.8 60

入 出 力 装 置{100万 ト拓) 95 3Z5 154.0 7Z5 5550

種 類 別 の 台 数(toOO台)
へ

ハ ー ド コ ピ ー 装 置 1 ZO 22 75・ 170

ビ ジ ュ ア ル.デ イ 三 プ レ イ
'二

α5』 6・ 5.5 548

そ の 他 の 装 置
一 一 無 5 40

入 出力装 置 は3ρ の種 類 に 分け ちれ る。 す なわ ち ソフ ト ・コ ピ ・2

2)ハ ー ド ・・コ(-T,5)そ の 他

i.ハ ー ド ・ コ ピ ー 装 置

テ レ助 プ ライ ・一や キ ー ボ ニ ・雑 用 す るそ の他 の もの は 入 出力 タ ー

・ナル の主 な もの.と競 られ る.鑓 の価格 はtr・.・ ド・レ{54万 円)

・か ら5 ,.00・Dド ル(108万 円)で 格 安 で あ る 。 し か し キ ー ボ ー ド入 出 力

の漣 が遅 いので伝 送繭 や ・ピユ ーわ ・ ・ムをムダピ る・ この問

題は利 臆 の増加 とともに 浮び 上って きた もの⑰ る・ これ らの「礪 を

解 決 す るため に バ ツフ ア装 置 力1、ター ミナル に組 み込 まれ た。 バ ソフ ア装 置

は デ ー 培 伝 送 し そ し て ・.一 ミー芝之嘆 賞 が そ れ.を プ リ ン
.卜'㍗.ト で き

る ま で一 時 的 に デ 「 タ.をス トア す る。逆 にバ ツ フア装 置 は 入 力 デ ータ を 伝

送 す るた めに 十 分 な量 に 達 す る ま で ス トア す る。 デ、一 夕は オ フ ・ライ ンで

準備 され.そ して要 求 が あ る まで カセ ッ トに ス トア され る。

伝 送 は そ の 時 に一 層 急 速 なぺ 、 禄 始ρ る こ とが で きる・ しか 墜 が ら・
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カセ ッ トで さえ 、 キ ー ボ ー ド出力は まだ遅 い 。 そ の 上,、、パ ッチ ングは入 出

力装 置 の 相 互対 話 機 能 を減 じる。 会話 な機 能は この よ うに失 われ る。 い っ

そ う複 雑化 した装 置 と し ては,ハ ィ ブ リソ ド装 置(従 来 の入 力 タ ー ミナ ル

と 出力 タ ー ミナ ル の 中間 的 な もの)の 利 用 がデ ー タ を伝送 す る前 に あ らか

じめ処理 す る 能 力 か らで きる。入 出力 タ ー ミナ ル の あ る種 の もの は コ ン ピ

ュ ー タ と結合 す る こ とが で き一 方 で 伝送 の た め に特 に 重要 な エ ラー検 出お

よび 修 正 が 可 能 で あ る。 ハ ー ド ・コ ピ ー入 出 力装 置 が入 出力装 置 市場 にお

い て 占め る割 合 は 減 少 す る だ ろ う。 そ の減 少 は1968年 の 市場 占有率 の

80 .%か ら1978年VCcd35%ま で に 下が るだ ろ う。 この ・～一 ケ ツF・

シェ アの 低下 に もか か わ らず装 置 の 売 上 台数 は1968年 の22万 台か ら

1975年 に は7.7万 台 に,さ らに1978年 に は17万 台 に増 加 す る こ

とが見 込 まれ る。 ハ ー ド ・コ ピー入 出 力 タ ー ミナ ル を 生産 して い る会社 と

してはATT,WesternUnion,Kユeinschmidt〔Divlsionof

SCM,}T・a■1y,お よびGatasAc。vstinetが あげ られ る。

1.入 出 力 と し て の ビ ジ ュ ア ル ・デ ィ ス プ レ イ 装 置

ビ ジ ュ ア ル ・ デ ィ ス プ レ イ 装 置 あ る い は"ソ フ ト ・ コ ピ ー"装 置 はCR

Tや 関 連 装 置 を 経 て 迅 速 に よ り多 く ア ウ ト プ ッ トす る ハ ー ド ・ コ ピ ー ・ タ

ー ミ ナ ル 以 上 の 利 点 を 持 っ て い る
。 ビ ジ ュ ア ル ・デ ィ ス プ レ イ 入 出 力 装 置

の 売 上 台 数 は キ ー ボ ー ド装 置 の 売 上 よ り か な り 少 な い 。 価 格 は 重 要 な 要 因

で ,あ る 。CRT入 出 力 タ ー ミ ナ ル の 価 格 は5,000ド ル(180万 円)と

1、'D,000ド ル(ろ60万 円)の 間 で あ る 。 そ の 他 の 不 利 な 点 は 受 信 し た

情 報 の 永 久 記 録 機 詑 が 欠 け て い る こ と で あ る 。 ビ ジ ュ ア ル ・デ ィ ス プ レ イ

の 前 途 は 極 め て 明 る い 。 価 格 は 低 下 し.ハ ー ド ・ コ ピ ー 機 能 が 加 え ら れ る

だ ろ うb需 要 は1968年 の た っ た6,000台 か ら1975年 に は

55,000台 に,そ し て1978年 に は ろ
、.4.aoOO台 ま で 伸 び る こ と も

計 画 さ れ て い る 。1978年 装 置 の 売 上 の 半 分 は"ソ フ ト"お よ び"ハ ー
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●

ド"の 両 機 能 を 持 つ だ ろ う と 予 期 さ れ て い る 。 ビ ジ ュ ア ル ・ デ ィ ス プ レ イ

入 出 力 装 置 を 生 産 し て い る 会 社 に は.BunkerRam。 ・Viatron・

Conrae,InfomationDisplays,WyleLabora七 〇ry・Varian

A・ …i・t…D・ 七・T・end… 及 びT・ ・ユcerl・qu・t・ies

{Whi品akerの 子 会 社)な ど で あ るg

4.1970年 代 の通 信 事情{Datran調 査)

デ ータ処理 サ ー ビス会 社 で は トソ プ ・グル ー プ の一 社 で あるUOC

{ChriversityC。npatMgCo・,)が デ ィ タ通 信 市場 進 出 をか け て設 立

し,Daもran社 は 連 邦 政 府 へ 通 信事 業 の 公開 の た め に積 極 的 な働 きか け を行

なっ て い る。

同 社 は,そ の 一 環 と して調 査 会社BASH(Bo。zAlユenSHamiMors)

に委 託 し て1970年 代 の通信 回 線利 用予 測 を実 施 した。 以 下そ の 概況 を紹

介 す る。

◆

●

a.タ ー ミ ネ ー シ ヨ ン ・ ポ イ ン ト

タ ー ミ ネ ー シ ヨ ン ・ ポ イ ン トと い う の は,伝 送 施 設(専 用 線 あ る い は 通

信 ネ ッ ト ワ ー ク)と,デ ー タ 送/受 装 置 と の 間 の イ ン タ ー フ ェ イ ス と 定 義

さ れ て い る ρ

こ の 装 置 は.多 数 の タ ー ミ ナ ル を コ ン ト ロ ー ル す る 個 々 の デ ー タ ・ タ ー

ミ ナ ル も し くは 装 置 と な る 場 合 が あ る 。

Datranで は,約84,000タ ー ミ ナ ル ・ ポ イ ン トが, 、1970年 に は

使 用 さ れ る も の と 指 摘 し て い る 。1974年 に は,こ の 数 字 は510,000

に は ね 上 り.1980年 ・ま で に,S－ ミ ナ ル ・ ポ イ ン ト数 は,100万 台

に 達 す る も の と み ら れ る 。 ま た,デ ー タ ・ タ ー ミ ナ ル の 成 長 率 に つ い て は,

1970年 の タ ー ミ ナ ル 利 用 数 は185,000台 で あ る が.1974年 ま

で に80万 台,1980年 ま で に は250万 台 に 達 す る も の と み て い る 。
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ユ ー ザ ニの 分布 ㌧ ∵'

デ_タ 伝 送施 設 の連 邦 政 府 ピ 州 お よび ロ ーカル レベ ル の教 育 関係 者や 政

府幹 部 にお げ る利 用 には 言 及 して い ないが'1

7つ の コマ ー シャ ル ・セ ク タ ーに 関 す る利 用の 予測 を明 らか に してい る。

そ して,こ の7っ の セ ク タ ーが,19ブ0年 の デ・一 タ伝 送 市 場 の半 分以 上

の シ ェ ア を 占め る もの とみ て い る。

この7っ の コマ ー シ ャ ル ・セ ク タ`の 一1980年 にお げ る デ ー タ伝 送市

場 の シェ アほ 次 の よ う な もの に な る と予 想 され る。

山

険

業

業

㎞

融

白

菜

h

－

七

サ

産

飯

金

ろ

造

ほ

・

淵

売

..

券

主

行

↑

衛

オ

健

〃

保

製

証

保

銀

イ

小

1%

1%

2%

8%

12%

23%

53%

ま た,上 の デ ー タか ら分 る こ とは.1970年 か ら1980年 まで に,

・とれ ・ら7つ の 産 業 部 門 あ 平 均年 間 成 長 率は30%～40%に な る もの と予

'
想 され る。

イ〃 オ メ ーシ ョン ・サ ー ビスお よび 保健 ・南生(health』c頭 ・)産 業 は ・

1970'-1974年 間 に年 間 約70%の 率 で デti・s通 信 サ ー ビス を利 用

す る もの とみ られ,1974～1980年 に は 毎年 約45～50%の 伸 び

を示 す もの と予 想 され る。

他 の 産業 の 成長 率 は,そ れ ほ ど劇 的 なもの で は ない か も しれ ない。

qahr'anの 計 画 とい う もの は.'qatranが 提 案'して い る よ う・な通 信 サ ー

ビ スはi'1970年 代 の 中 胡 には 元米 国 の通 信 ユ ーザ ーが利 用 で きる よ う

に なるで あ ろ うとい うこ と を前 提 と した も・の で ある。 市場 調 査 との 関連 で,

同 社 が 提供 して い る図表 の い くつ か につ い ては ・以 下 の ペ ー ジに掲 載 され
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亀

●

●

て い る 。

1970年 総 計=84,000

2(2%)

32(37%)

11(14%)

4(5%)

14(17%)

7(8%)

14(17%)

1974年 総 計=310,000

11(4%)16(5%)

8(3%)

27(9%)

1980年 総 計==1,000,000

23(2%)
16(2%)

49(5%)

86(9%)

図8業 種 別 タ ー ミ'ネー シ 。 ン ・ポ イ ン ト⑳ 伸 長 予 測

n・
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Eiヨ生命保険

辺 製造業

田 小売業

口 銀行 ・金融

圏 情報サービス

ロ 保健衛生

ー
ツ
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1970年 タ ー ミナ ル 総 数 一一185,000"

4(2%)

45(2596)
39(21%)

6(3%)

57(31%)謬25(13%)

9(5%)

1974年 タ ー ミ ナ ル 総 数 一820,000縛

21(3%)51(6%)

24(3%)

41(5%)

207(25%)

1980年 タ ー ミナ ル 総 数 一2,425,000"

66(3%)

91(11%)

109(5%)66(3%)

{、
70
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} '

・目
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業種分類
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圏 小売 業
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b.1970年 代 に おけ る・・一 ドウ エ アの 必要 条 件

デ ー タ伝送 産 業 市場 の 急 激 な成 長 ぶ りか らみ て,そ の 生 産 能 力 な らび に

テ ク ニ カル.イ ノベ_シ ヨ ンの 面 で通 信 装 置 メ ー カー に異 常 な注 文 が殺 到

す る こ とは 明 らか で あ る。 この 負 担 の大 半は.デ ー タ ・タ ー ミナ ル ・メー

カ_に 向 う もの と予想 され る。Datranの 市 場調 査 では ・ も し・新 しい通

信 サ ー ・スが 実 用化 され,既 存 の ・モ ン キャ リア が信 頼1生を 高め 伝 送 コス

トを引 下 げ.さ らに広範 なデ ー ・遮 の 選択 が で きる よ うに なれ ば ・ デ ー

タ.タ ー ミナ ルの 質 的 進歩 が要 求 され る よ うに な るだ ろ う.と 言 って い る。

必要 な タ ー ミナ ル の質 が改 善 され る一 方,市 場 全体 に 占め る ター ミナ ルの

タ イプ の比 率 は,ど ち らか とい え ぱ,コ ンス タ ン トに 止 ま るで あろ う。

Datranの 出 した1970年 と1980年 の数 字 か ら次 の こ とが言 え よ

う。

oフ ァ ク シ ミ リ装 置 は,19フ0年 に お け る デ ー タ ・ タ ー ミ ナ ル 装 置 数

2.1万 台,シ ェ ア11%か ら,1980年 に は.J75万 装 置 ・ シ ェ ア

14%に は ね 上 る で あ ろ う。

。 高 三i臥/出 力 装 置 は,A,000装 置.シ ェ ア2%か ら,25万 装 置,シ

ェ ア10%に 増 大 す る で あ ろ う。

。 デ ー タ 収 集 装 置 は,1,000装 置.シ ェ ア1%か ら,20万 装 置,シ

ェ ア8%に な る で あ ろ う。

。 遠 隔 通 信 ・ ン ピ ー ・ 数{・it・ ・)は ・&… 鑓 ・ 、シ ェ ア5%か

ら,ス5万 装 置 ・ シ ェ ア5%に な る で あ ろ う。

。X-一 ボ ー ド/デ ィ ス プ レ イ 装 置 は,9.5万 装 置,シ ェ ア50%か ら

72.5装 置,シ ェ ア9%に な る で あbう 。

。 キ_ボ ー ト/プ リ ン タ ー 装 置 は.5.8万XW・ シ ェ ア31%か ら ・

90万 装 置,シ ェ ア56%に 増 大 す る で あ ろ う。

c.タ ー ミナ ル機 器 の利 用 の 推移 と今 後 の 傾向
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M・・… 又・・ern・r・ ・
,∂ぱ て ある ロバ ー ト 〔"一

{R。bert()・Stender)氏 は 米 国 の 『 ン ピ ユ 一 夕 専 門 誌DATAMAT工ON

の197・ 年 ・ 肪 で ベ デ ニ ・,・.エ ン ・ ‥ ⇔ け る キ ー ボ ー ドの 果 す

役 鋤 と 将 来(、 翻 訳 麟 ・ パ ー ・ ピ ア 誌(1970年8腸)"と

題 す る 論 文 を 書 き,次 の よ う に タ ー ミ ナ ル ア、ブ リ ケ ー シ ョ ン を 及 し て い

る 。 ・t ...r-t.、tt..:;t -・.

',.'、':・RA・R(Rρ ・?・elAcc・ ・s‡mm・ ・・…,Bc・P。nse)ea燗 と コ

ン ピュ ータの間 の 通 信 を 意 味 し."リ モ ー ト ・バ シチ"と は コ ン ピュ ー タ

{機 械)相 互間 の通 信 を 意 味 す る もの と して使 う。 こ うしだ 定 義 でRA工R
ロ ヒ ぐ

・は・次のようなシダ ゆ 離 断 より碗平 日 恒 ・,

、1.デ ジ タ ル ・ コ ン ピ ュ ー タ

2.縮 れ ・ ワ ー ク ・ 蹄 ㌣ ・,・ 一 ラt=ン セ ン トL'一`7'一"'vテ フ

れ クサ・、・ 一 ・ナル ㌍ 安 と伶 磁 器詰 む・

・ 燗 か締 す る ㌃ ・㍗ ・・
.通 常給 わ せ{臼 一 ボ ー ド・応 答 に カ

ブ ラ イ ・,CRTデ イス プ ・ イが利用 され る・ ∵ ∴ 中ag'1∵' .

RAエR・ 一 ・ナル 江.現 在7・ ・種 に のぼ るア ブ ・.ケ.ニシ ヨ ンで使 わ

れ ・ これ らは ・つ の大領 に 頒 て考え る こ .とが で き㌍ 、、

もっ と も鞠 舛 テ ゴ ・二と しては'・ ン ビユ ー タカく麹 つ け て くれ る

デ ー ・を入 力 す る とい ガ け の もの・例 え ば ・鎚 シ ス ,テム な亘 は ゴ

ペ レ 一 夕 は モ ー .卜 ・ ス テ ー シ ョ ン で デ ー タ を 入 れ る と コ ン ビ ぞ 一 夕 は そ れ

を難 魅 し,薄 し,.や 発注が受理さ換 こと撰 答す○・こρ場

.合,.・EIEな離 呼 力 午 ‥ ・を離 し1そ の仕勢 飾 翻 るのを確

認 す る だ け に な る ・ ∵ ,・.、

祇 の レ勺 は・R.A...・.,Rが鱒 ρ質蹴 瓢 かかわ 燥 祭 の掌 る・

.同、曙 麟 務 で も・パ ユご タ綬 取 る御 ㌘ 、く溌 輝 号 ・予融

荷馴 パ ツクオプ ーと.ρ、熟 ・躍鶴 田,して く担 もρ・ 現鶴 墾

〔・n-・・use)のRA・Rア ブ ・ケーシ・ンで'も っと もポ ピ ラーぷ
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の は 受 注 統 計,在 庫 統 計.信 用 統 計 の ろ つ で あ る 。

こ れ ら の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は,コ ン ピ ュ ー タ の 主 な 機 能 は プ ア イ ル 検 索

を 司 り,リ ク エ ス ト さ れ た プ ア ィ ル"・ デ ー タ に 解 答 を 与 え る こ と で あ る 。

さ ら'に 複 雑 な 第3の レ ベ ル は ・RA工Rが 簡 単 な プ ロ ブ レ ム ・ ソ1ル ビ ン グ

た利 用 され る もの で ある。 自社 内 の科 学 波 術 ア プ リ・ケ ーシ ョン もレ くは サ

ー ビ ス ・ ビ ュ ー ロ ー の ほ と ん ど の 仕 事 は こ の 範 中 に 入 る 。 特 定 の 問 題 を 入

力 す る こ と,コ ン ピ ュ ー タ が こ れ を 処 理 し て 答 を 出 し て くれ る 。 こ の 場 合

は 主 機 能 は 計 算 処 理 に あ る 。

第4番 目 の レ ベ ル で は,販 売 統 計 日 報 を 在 庫 状 態 と か 製 造 工 程 ・ 受 注 量 の

影 響,ベ ン ダ ー の 状 態 な ど を 考 え て は じ き だ す と か,経 理 の サ マ リ ー ・ レ

ポ ー ト を 出 す と い っ た 報 告 書 作 成 業 務 の 処 理 で あ る 。 こ の 場 合 質 問 は コ ン

ピ ュ ー タ に プ ア ィ ル 検 索,計 算 処 垣,そ し て 報 告 書 作 成 を 要 求 す る こ と に

な る 。 実 際 に こ こ ま で い っ て い る 企 業 は ま だ ほ と ん ど な い が,サ ー ビ ス ・

ビ ュ ー ・ 一 でre－ デ ー タ(Keyda協)社 が 中 小 企 業 向 け の パ ッ ケ ー ジ ・ ア

カ ウ ン テ ィ ン グ:ザ ー ビ ス を 実 施 し て い る 。

も っ と も 清 緻 な レ ベ ル に あ る5番 目 の も の と し て はt'ゲ ー ミ ン グ や モ デ1)

ン グ な ど 応 答 を 長 々 と 対 話 す る 形 と な り.CAD(Oomputeraided

Desig。),M'AC{M・ ・hi・ ・aid・d.G。9・iti。n),CADM

(COmputeraidedDeclsionMaking),CAL{CompUもerized

AssociativeLearning)と い っ た 新 語 が こ の 具 体 例 で あ る 。

こ れ は 新 し い 大 型 コ ン ピ ュ ー タ の 待 つ 高 速 法 大 容 量 メ モ リ ー と プ ロ グ ラ

ミ ン グ,プ ア ィ ル デ 一 夕 と い っ た も の と 合 致 さ せ て い こ う と い う も の で.

現 在 の と こ ろ,大 学.政 府.航 空 宇 宙 開 発 な ど の 大 組 織 の 実 験 シ ス テ ム に

限 ら れ て い る 。 リ モ ー ド ・バ ッ チ 処 理 も ア プ リ ケ ー シ'ヨ ン 的 に はRAエR

と 同 じで あ る 。 『し か し,ロ ー カ 万 の プ ロ セ ッ サ に 入 れ た デ ー タ が 大 型 の 中

央 ゴ シ1ピ ユ 一 夕 で 処 理 さ れ 、 出 力 を 流 す た め に レ ス ポ ン ス(応 答 す る}こ

と に な る 。
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この よ うに タ ー ミナ ルで 遂行 す る仕 事 を,仕 事 の複 雑 度,難 度 と い った

感 じの 水 準 で 区 分 し て5レ ベ ル に 分け た の が ス テ ンダ ー氏 の カ テ ゴ ラ イズ

で あ る 。 こ の 仕 事 の 難 度.コ.ン ピ ユ 一 夕 と タ ー ミ ナ ル 利 用 者 の 対 話 の 緊 密

度,頻 度1従 が っ て デ ーS・ ペ ー ス の 大 き さ と か メ ッ セrrジ の 長 短 ・,.デ ー

タ ・ベ ー ス の 更 新 の 頻 度.情 報 量 を か み 合 わ せ て み る とi琴 日.(Z?よ う な も の

と なる。 これ は 英 国 垂β政 省 が取 りま と めた もの で ある。

さて ・具 体 的に 産業 別 の ア プ リケ ーシ ョンにつ い て.はデ ィ ー ボル ト社 の

調査 に な る ア プ リケ ー シ ョン ・マ トリソク スが ある。 表 を見 る とわ か る と

お り.在 庫 管 理 ア プ リケ ー シ ョンが 圧 倒的 に多 い。 次が 注 文 処 理 ア プ リケ

ー シ ョ ンで あ る。 特 殊 目的 と して は 現在 計 画 中 の もの が多 く,リ モーート ・

テ キ サ ス ・エ デ ィ テ ィ ン グ,写 真合 成 シ ステ ム さ らに科 学 技 術 情 報 検 索 シ

ス テ ム とい った もの が あ る。
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タ ー ミナ ル使 用 ゴ ー ザ ーは 産業 全 体で み る と どん な種 類 が 多 い の だ ろ う

か。DiebolaGroup社 の ユ ニザ ー調 査 に よる と金 融 ・ 輸送 とい った と こ

ろ が多 く,政 府機 関 が以 外 に 少 ない。 なお ・ 輸送 に 関 しては リザ ベ ー シ ヨ

ン ・シ ス テ ムの 普 及 な どで 〇一 応 頭打 ち の 状態 と な り今 後は さほ ど 伸 び な

い とみ られ てい る。,

⇒

+

⊥
ハ

・
外
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計算サービス

宇宙お・よび電子

電気機器
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鍍
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輸
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タ ー ミナ ル機 器 の 今 後 の問題 点

Dieb。ltGrOup社 は1969年 末 米 国 で1800社 にお よぶ米 国 主要 民 間

会 社 お よび 公 共 団 体 を対 象 に タ ー ミナル利 用 調査 を行 な った。 これ に よる と各

ユ ー ザ ー が タ ー ミナ ル 利 用 に 関 して抱 い てい る不 満 も し くは当 面 し てい る問 題

点は 表 図15の よ うに なる。

■

タ ー ミナル 利 用の問 題 点 ユ ーザ ーか らの回 答 の うちわけ

タ ー ミナル ・コス ト

デ ータ ・ベ ース 開発 の問 題

回 線 コス ト

ア プ リケ ーシ ョン ・ソ フ ト

ウエ ア の不 足

処 理 と構造 の 標 準化 の欠 如

ユ ーザ ー敦 育の 問題

ア プ リケ ーシ ョ ン需 要

要望 に適 した 装 置 の 不足

生理 的 拒 絶反 応

タ ー ミナル ・パ フ オ ーマ ンス

ス トー レツ ヂ機 能 の 欠 乏

回線 パ フォ ーマ ン

ス

そ の 他

、 ～

鱗 ・慈 魏凝,

ノA'

∫ 、済 ひ

'

、'

♂ 〆

推..。 彩鯉

懸
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㌔
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コス ト,ソ フ トウ エ ア,教 育 とい った点 がそ の 主 ぼ も一の だ が 指 摘 され た個

々 の問題 点 にっ い て以 下.慨 鏡 レてみ よ う。

d.コ ス ト低 下 に 関す る予 測

a－ ザ ーか らの酪 のぶ そ ・・%近 く・・'現在亘 一 ミ ル晒 ρ50

%か そ れ以 上の 価格 切下 げ の 必難 を挙げ て い る・ 結 局は そ れ ぐらい め価'

格 カ ッ トが あっ ては じめ て,タ ー ミナ ルが 多 くの一 般 ピ ジネ5・ ア プ リク1

一 シ ヨン分野 で 経 済 的 に使 用 され る よ うに『なるだ ろ う乏 指摘 して い る。

メ ー カー側 に 立 ってみ で も大 幅 な価格 切η 下げ は ζ こ5年 な い しは6年 以

内 に達 成 され6だ ろ うと断=言 して い る。1975年 ま で に タ ー ミナ ル ・コ

ス トは 全体のEDPコ ス トの 中 で 実質 的 に半 分以#を 占め る とい う状 態 に

なる だ ろ う.ど い うの は1975年 まで に ブ ・㌘ サ 「の!蹄 は著 し く低

下する.一 方 シス テ・あ抽 の ・一・ナ噸 が♪曽え ㌧す ⇔ ち 只 ト醐

対 的 に増 力目す るか らで あ る.こ れ にカロえ て 治 デ ム 全体 ヵiイ ・ プ … ア

ウ トプ ソ ト機 能 を改 善 して通 信 時 間 とCPUタ イム の減 少 に よって シ ス テ

ム ・オ ベ レイ テ ィ ン グ ・コ ス トを大 き く削減 す る よ うに設 計 され る こ とに

なる。

また,メ ーカ ーは 市 場 の拡 大 に と も なづ で× 量 生 産 体 制 を取 れ る し,テ

レタ イ プ ライ タ ー を例 外 と して,ほ とん どの リモ ー ト ・デ ー タ ・タ ー ミナ

ルは 依 然 と して少 量 主産 と い う形 で 作 られ てい るか ら量 産 効果 は 極 め て大

きい.ま た ぷ 在は ほ とん どが 専 繊 と して 作 られ て い るか ら 班 用 の機

能 性は 持 って 利 用 分野 を拡 大 して ゆけ ば量 産 基盤 と充 分 に か ち え る ことが

で きる。

さ らに,コ ス ト ・ダ ウ ン要 素 と して 部品 の 価格 削減 と往 詣 の改 良 が あ る。

タ_ミ ナ ルの 技 術 進 歩 は イ ンプ ソ ト・ ア ウ トプ ッ トそ れ に 通 信 と してC

PUの 各 分野 で の 総合 的 技 術 の 進歩 と して あ らわれ る。

そ の動 向は 次の よ う な も・め と考 え られ る。
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一
イ ン プ ソ ト(入 力) 、..・ … ∵ 一

こ の 分 野 で 最 も 注 目 さ れ る ¢ は ア ル フ ア ー ・ 二,f'一 メ リ ツ ク,'キ ー ボ ー

・の 分野 で あ ろ う.・ モ 「 ・,・デ ー ・ ・エ ン ・.・但 手 脚 し て最 も広 範

に利 用 され て 剖,新 訓 の 成果 と して注 目 を鮎 て坤 もの に エ レ ク ト

'・rツ ノ ・キ=㌣ ・装 置 が あ る・ 従来 の エ レノ ・ロメ.カーづ ル な、、"1・.一ボ

_ド 装 置 に代 る もの と して2年 ほ ど 前 に登 場 して きた。 この技 術 開発 は 従

来 の価 格 を 寺 に 削減 しゼお まけ に 性能 、を高 め てい る・.

ア.ウ トプ ツ ト{出 力)

Di・.eboユd社 の 推定 デ7タ に よれば197.3年 年まで に汎 用 ター ミナ ル設

置 台 数 は2.0万 台 を越 え る もの と み られ て い る が.こ の急 速 な タTミ ナ ル

利 用の増加 を支 え る大 きな原因 とみ られてい るものが ディス 三レイ装置 分

野 で の コス ト ・ダ ウンで ある。 例 え ばVi鋤r。nの よ うな大量 生産 方 式 と

LS工 部品 の利 用 に よって 大 幅 な コス ト ・ダ ウンを な しとげ た 実 績 もiらる。

そ の他 の技 術 的 なア プ ローナ た とえば ラ ス タ ー ・.ス キ ャ 『 ぞ グ技 術 な どは

・RTの ヲス ・/パ フか ㌘ ス を改 善 す る もの に 期待 され パ た 高 価

な ・ ンタ マ エ ・ ス と ・ン,・・ マ 鑓 縦 を弊 恒 こ,と四 っ て経 済

性 を高 め る こ とが 可能 だ。 また 普通 の テ レ ビ ジョン受 像機 に オ プ シ ョン を

つ け て タ ー ミナ ル をす るや り方 も検 討 され てい る。

1970年 代 には こ う した無 数 の技 術 改 良が 相 互 に 作用 して成 果 を生 み

だ す だ ろ う。 ま た現 在 画 期 的 新技 術 と して プ ラズ マ ・デ ィス プ レ イ装 置 が

脚 光 を浴 び て い る。 例 え ば さ きごろ 開 か れ た ア メ1」力情 報 学会1970年

デ ィ ス プ レイ方 式 シ ンポ ジ ウムで,近 い将 来 の コ ン ピュ ー タ ・デ ィ ス プ レ

イは 現 在 の陰 極 線 管 方 式{CRT)か ら マ トリソク ・デ ィ ス プ レ イに変 る

で あ ろ うとの 見解 が大 方 の 賛 同 を得 た。 そ の 際,多 くの マ トリ ソクス方 式

の どれ が 技 術 的 あ るい は コ ス ト的 に 有望 で あるか の 問題は 意 見 の 分れ た と

こ ろ で あ るが,そ の 中 で も と くに プ ラ ズマ デ ィス プ レイ方 式 が注 目を浴 び

た 。
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こ れ は,イ リ ノ イ 工 科 大 学 のD。naidBitzer教 授 とEugeneSユ 。h。w

教 授 の 援 助 を 充 け てOwensエ1ユinois社 が 開 発 し た も の で あ る 。

そ の 特 徴 は,第1に 価 格 が 安 く,CRTで は5,000ド ル す る 規 模 の タ ー

ミ ナ ル が2,000ド ル か ら1,800ド ル{64万&000円)ま で 低 下 す

る と 見 積 ら れ て い る 。 ま た 第2に は コ ン ピ ュ ー タ へ の 接 続 が 容 易 で あ る 点

で あ る 。

こ の た め,と く にCAエ に お け る 利 用 が 開 発 さ れ,イ リ ノ イ 大 学 に お け

るPla+Jo(ProgrammedLo9ユc50rautoma七icTeachingOgera七 －

ions)で は 新 た に ブ ラ デ ィ マ デ ィ ス プ レ イ 方 式 に よ る タ ー ミ ナ ル を 用 い る

こ と に な っ た 。 こ れ に よ る と,1テ レ ビ ナ ヤ ン ネ ル に1,000台 の タ ー ミ

ナ ル が 接 続 で き る 。

■

・通 信

通 信 回線 に つ い て の ユ ーザ ーの 不満 は,第3番 目に属 してい る。 まず料

金 が 高い とい うの が ほ とん どの ユ ーザ ー の声 で あ り,低 料 金 重 信 サ ー ビス

は 高速 伝 送 回線 の 開放 に よっ ての み もた らされ る もの で あ る。
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連 邦 通 信 委 員 会 提 出 の

●

1地 点 か ら1地 点 型 国内 公共 マ イク ロ ウエ ー ブ無 線 通信 サ ー ビス と

して特 殊 コモ ン ・キャ リア ・サ ー ビスを 設 置す る際 に適 用 を考慮 す

べ き政 策 と手 続 の確 立 と連 邦通 信 委 員 会 規 則 の21 .43,お よび61

部 に 対す る土 堤 され た修 正 に 関す る件

(一 括 書類 番 号18920号)

政 策 を 明 確 化 す る た め の 諮 問 通 告 と 上 提

さ れ た 規 則 制 定 と 命 令 に 関 す る通 告 。

mバ ー トE・ リーお よび ジ ョ ン ソン委 員が 声 明 を 出す こ とに賛 同 し・

;コ ック ス委 員は欠 席;ウ ェ ル ズ委 員は 結 論 に 賛 同す る とい う構 成 の 委

員会 に より、

1970年7月15日 採 択

1970年7月17日 公 表

1.こ の諮問通 知は上記の件に 関す る適切 な政策 と、その よ うな政策 を

実施 することを意図 して上提 され た規則制定 を明確化す ることを 目指

す もので ある。

●

肩

2.当 委 員会 には 審議 す べ き多 数 の 申請書 が 寄 せ られ てい るが 、そ の中

に は マイク ロウエ ー ブ ・コ ミユ ニ ケ ー シ ヨ ンズ ・オ ブ ・ア メ リカ社 と

関 連 した 会社(MC工 関 連会 社)や 、デ ー タ ・トラ ンス ミ ッ ション ・

コ ー ポ レー シ ョ ン(デ ー トラン)な どか らの ものが 含 まれ てい る。 こ

れ らは ア メ リカ各 地に お いて 、特 に デ ー タ伝 送 用 の特殊 コ モ ン ・キ ャ

リア ・サ ー ビス を提 供 す る ため の マ イク ロ ウ エー ブそ の他 の施 設 を建

設 運 用す る許 可 を求 め た もの で あ る。1970年6月25日 現在 で 審

議 中 の 申請 は付 属 資 料 に 表 記 さ れて い る 。 こ れ らの 申請 は 既 に否 決 あ

請 願 も し ぐは比 較 公聴会 開 催 の 要求 を 惹起 させ 、 も し くは 惹起 させ る
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ことが醐 されて いる.註 、同 じよ う雄 質 あ搬 に対す る多数の

申請が今後提 出され、そ してそれ らも同 じように否 決の請願 も しくは

比 較公 聴会開催 の要求 の対象に なることが予 想されてい る。

5.審 議中の申請 、お よび・それ ら申請に対抗 して提 出された請願を検

討 してみ た場合 に、当委員会が特定の 申請 ない し・一群 の申請に付随

した共通 もし くは特殊な問題 と関連 した・広範な一連の政策問題に直

面 してい ることが示唆されてい るこ とが判 る。下記の理 由か ら当委 員

会は基本 的 な政策問題は 、こ うした政策や適切 な手続それに既 存規則

の必要 な修正 などを指 向 した総括的な審 議に よって解決すべ き、である

とい う立場 を とるもので ある。 この よ うな処置は こ うした問題 を迅速

に して秩序 ある効果的 な処 理へ と導 くものであ り・そ して当委員会の

考 えではく 個々の審議 ない しは各々の申請群毎 の参考聴 聞会 ない し・

単一 の統合聴 聞会 などに よって得 られ る決定 よりも造 るかに好 ま しい

もので ある。上 記の様 な・適切 な手続 、一般政策 ぐも しくは追加 規則

を採用 した後 も、解決す べ き特殊 な事 実上の問題が 依然 として残 され ・

ているか も知れ ない。一度 手続や基本政策 ない し規 則な どの変更が 採

択されれば 、当委員会は 、'この問題 を更に検討 し・＼こ うした残 された

問題の性質 と限界 を決定 し、それ らを解決するために 必要且つ適切 な

審議 にっ いての決定 を行 な うであろ う。

●

4.当 委員会は また、委 員会 で審議中の 申請 や、それ に関 して提出 さ

れた請願、それにわれわれの職員が分析 した あ る種の基本的法 律上 お

よび経済上 の 関連考慮事項に基づいて ある種の仮 結論 に到達 した。 仮

結論 の内容につ いては、当委員会が事務 局の分析 と勧告 を採用す ると

仮定 して、われわれが順守すべ き適切 な手続毎に後に 述べ ることとす

る(第22項 参照)。 応答者は これ ら仮結論 や事 務局が行 なった利益

分 析に封 じて意見 を述べ 、何故 仮結論や利益分析が採択・修正 も し く

は否決さ江 るべ きか を適切 な事実上の データ・に・まつ て裏付け られた詳

細 な説明を付 さねば な らない。応 答 者が 主張す る手続や政策は 各件毎

●

●



●

に明確識 別され・卿 順 付け られねば な ら敬r最 後tZC.71記にあ 、

げる委員会規則21・45k・ よび61部 を修正 す るため の提琴は・全

てわれわれに提 出され た 申請・.およζξ同種の申請の処理 と,処置 を促進 、

し、時間のか か る参考聴聞の必要性 を最少限に押 えるための もので あ

る.応 舗 雌 薬 舗 桧 顧 につい憶 見を述べ鞍 垣 デーテ

に よつて裏付げ られた詳細 な蜘 『齢 し・何故上提 された修耳 願 ・

修正、,も,しくは拒否され司 れぱ ら勒 力・を述べ・嘩 確 正案の

全文、補足、ない しは代案を提出するものとする。

1 申 請 お'よ び 反 対 請 願

5.上 提 され た 手 続 や規 則 を検 討す る前 に ・い くつ か の代 表的 な 申請 と ・

それに対す 諏 対 請願 の性質 について述ぷ う・,われわれは 輪 され

ている多 くの シス テムの個 々にっいて説明 した り＼反対論 とか代案 の

個 々にっ いて詳細 に述べ た りす るつ もりはない。下記 の主筆 も しくは

典型的 な 申請 と・そ れ をめ ぐる榊 は 申言記 反対締 充分例 証す る も

の と し て 討 論 の 基 礎 を 提 供 す る で あ ろ う。 … .、 』.、

声

A.デ ー ト ラ ン(Datra'n)

6.デ ー よ ラ汲 特 にデ ー・一 伝送の地 畷 計 され耳 殻 どこされ

たデ劾 ・噂 用の全 国交 換随 ネ・ ト㌃ クを蝶 レた・初期ρ シス

テムは244の マイク ロウエーブ中継 局を もつ高田線 密度 マ イ、ク ロゥ

エーブ基幹回線 で㌣ ・ ランシス・・ ロ㌣ ゼ想 ・㌘ スベ ネア

ポ リス ニ セ.ンF・・㌻ ・レ○ トラン・.1'ぷ ト澗 を猷 とゆ も,

のである・難 回線 か らの㌃ パー同齢 サ ー ビ級 対す蠕 要 の増

加 を捌 き、基 幹回線 外の都市ヘ サー ピスを提供 す る。,この、シス テ邑は

時分割多 重方 式(TDM)を 用い・タ ー ミナル容量を容 易且つ経 済的 、

に 延長 しうる よ うに モ ジ・rル設 計 に.なっ て いる 。 デTト.ラ ンは シス テ

ムの 基幹 回線 と交 換 施 設 の 完成 に間 に 合 うよ うに 、 同社 が 端末 か.ら端
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末 へ の サ ー ビス形 式に 不 可欠 だ と考 えて い る市 内 回線 施 設 の 建 設 申請

を提 出す る意 向 で あ る。 同社 は 市 内 ル ー プ ・サ ー ビス の ため に11GH2

の 周波 数 と マル チ ・ベ ア ・ケ ー ブル との 組合 せ を提 案 して い る。 デ イ

トランは また・ シ ス テ ム開 発 の あ らゆ る段 階 で常 に現 実 的 な基 礎 に 立

っ て他 の キャ リア な い し認 可 され た通 信 会 社 と相互 に 接続 が で きる よ

うに な つ てお り、 これ に よつ て 全 ての 地域 に サ ー ビス を提 供 す る と同

時 に、 個 々 の 顧 客 の 要請 に応 え られ る よ うに柔 軟 性 を 得 てる よ うに し、

そ して 同社 は相 互 接続 協 定 の 可 能性 を追 求 して い る。 こ の シス テ ムは

TDMも しくは ア ナ ログ ・モ ー ド伝送 と相互 接続 で きる よ うに設計 さ

れ てお り・ シス テ ムの 信 頼 性 を高 め る ため に 空間 ダ イバ ー シチ や瞬 時

切 換 可能 な送 信機 も提 案 され て い る。

●

Zデ イ ト ラン社 に よれば 、 主要 な経 済 部 門 、個 人 消 費者 、そ れ に 情報

シス テ ムや サ ー ビス の提 供 者 は 、 総体 的 に 、迅 速 、正 確 、低 廉 な デ ー

タ 伝送 サ ー ビス に 対 す る急速 に 増 大 しっ っ あ る ニ ー ズ を持 っ てお り、

こ う した サ ー ビス は 現在 コモ ン ・キ ャ リアが提 供 してい る ものでは 満

た され ない と の こ とで あ る。 特 に デ イ トランは 既 存 の通信 サ ー ビス 料

金 が デ ー タ処 理 費 用 に比 例 して 低 下 しな い こ とを指 摘 して い る。 す な

わ ち ・既 存 の ア ナ ログ伝 送 シ ス テ ムでは デ ジタ ル信 号 を ア ナ ログに転 換

摸 し・ そ れ を再 び 戻 す た め に 高価 な変復 調 器 を必 要 とす る。 また現在

の 交 換 サ ー ビスは 接 続 が で きる まで に しば しば か な りの時 間 を 要 す る

ので デ ー タ端末 機 や オペ レー タの 生 産 性 が 損 なわ れ る。 既 存 の 伝 送 シ

ス テ ムは もと もと 音色 や レ コー ドを伝送 す る た めに 設計 され た もの な

の で よ り高度 な信 頼 性 が 要 求 さ れ る デ ジ タル ・デ ー タ 伝送 に は 向か な

い。 また 既存 の 交 換 サ ー ビスは 一 般 的 に いつ て二重 通 信 を扱 うご とが

で きな い の で 搬送 量 の減 少 とか 回線 の逆 転時 間 の無 駄 が生 じる傾 向が

あ る。 ま た基 本 的 な交 換 サ ー ビス は元来 ・音声 や レコ ー ドの た め に設

計 され た もの で あ るか ら・ わ ずか2種 の ス ピー ド選 択が あ るの み で あ

るの に 、 新 しい デ ー タ伝送 は よ リス ビー ドが早 く多 種 多 様 の 選択 を要

求 す る。 ま た 、 現 在 既に 非 常 に多 くの ユ ごザ ーが 集 中 してい る地 域 に
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●

お い て しば しば経 験 され て い る よ うに 、 デ ー タ伝 送 の ため に 交換 接 続

を した い と思 っ て も"お 話 中の 信 号"に よつ て 阻害 され る こ とが 頻々

と して起 る。 ま た 、異 な る 回線 ス ピ ー ドを利 用 してい る端 末機 器 間 の

通 信 が ほ とん どの既 存 の 主要 ネ ッ トワ ー ク内で は 不 可能 で あ る。 ま た 、

多 くの デ ー タ伝送 が 現在 押 しつ け られ て い る最 低 謹辞料 時 間 より も遙

るか に短 時 間 内に終 了す る。 そ して ま た 、 コモ ン ・キャ リアが 最 近 シ

ェ ア リングや 相互 接続 に 対 す る制 限 を廃 止 しは じめた に も拘 らず・ こ

う した柔 軟 性 を利用 した い と試み る ユ ーザ ーには依 然 と して 困惑 と困

難 とが 存在 す る 。

●

8,デ イ トラ ン社 は 、元 来 音 声 や レ コ ー ドの ア ナ ログ伝送の み の ため に

設 計 さ れ た コモ ン ・キ ャ リアの 既存 交 換 施 設 の 下では満 さ れ な い デ ー

タ伝 送 ユ ーザ ーの多 くの ニ ーズ を あ げ、 同社 が 提案 してい る デ ジ タノレ

・シス テ ムに は こ う した制 約 が な い と延べ て い る。 デ ィ トランが 提 案

してい る シス テ ムの5つ の基 本 的 構 成 部 分 は 、(基 幹 シ ステ ム、交 換

シス テ ムそ れに 市 内配 線 シス テ ム)は 特 別に 設計 され た デ ジ タル ・デ

ー タ伝 送 専 用 の もの で あ る。 この ように 、 加 入 者は 彼 の デ ジ タル信 号

を 異 な る(ア ナ ログ)伝 送 モ ー ドに 転換 す る必要 が な く、 この シス テ

ムは 加 入者 の信 号 をそ の ま まの形 で 伝 送 す る。 そ の上 、 シス テム を通

して信 号 が 伝 送 され る際 に、 ア ナ ログ ・シ ス テ ムに存在 す る 増幅 シス

テ ムの ノ イズ な しに 、新 しい 、 きれ い な調 整 され た信 号 に再 生 さ、れ る。

デ イ トラ ン社 は ・ 同社 が 提案 して い る シス テ ムの 下i己の特 徴 は既 存 キ

ャ リアが提 供 して いる サ ー ビス(第7項 参 照)に よつ て満 た さ れ て い

ない大 部 分 の 現在 及 び将 来 に わ た るデ ー タ 伝送 の ニーズ を満 足 で き る

と 主張 してい る 。

低 廉 … …… デ トラ ン社 の 申請 書 第8表 の 料 金 案 の見 本 に提 示 され て

いる 。

端 末 か ら端末 まで の互 換性 ご・・… … アナ ログ/デ ジタル転 換 が 不 必要
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で あ る。 皐'

迅 速 な接続 … …… 最 終 的 な ア ドレ ス の表 示 を受 け て か ら3秒 以 内 に

接 続 され る。 い

亀

'

高 度 の 信 頼 性 … … …1,000万 伝 送 ビ ッ トで 誤 謬 ビ ッ トが1ビ ッ ト

'以 下
。

両方 向 同時 伝 送(完 全 二 重 伝送)… ……提 案 され た シス テ ム に よ り

完全二 重通 信が で きる。

交 換 ス ピ ー ドの 広'範 な 選 択 … … … 初 期 シ 之 テ ム は150・4800・

9600t4,400Blt/Secの 選 択 を 提 供 す る 。

ネ ソ ト ワ ー ク 全 ふ さ が り 状 態 が 起 る 頻 度 減 少 … 一 …P・01の サ ー

ビ ス 目標 は1,00通 話 に つ き 話 中 信 号 が 平 均1回 以 下 で あ

る こ と で あ る 。

施 設 との 相 互 接続 と分 割 使用 の柔 軟性 …… … デ ィ トランは 潜在 的 ユ

ーザ ー に営 施 設 と相 互 接 続 した り、 も し くは 、 提 案 され た

シ ステ ムを1人 以 上 の ユ ーザ ー間 で分 割使 用 し うる充 分 な

F柔 軟 性 を 与え る
。

非対 称性 … ・:・… 同一 シ ス テ ムは ネ ッ トワー ク 内の 個々 の端末 機 の 伝

送 需 要 が 異 なる に も拘 らず 、 全 ての 端 末 機 間 に通 信 能 力 を

提 供 す る。

■

9.デ ィ トランは 更に 、技 術 革 新 、 料 金 低下 ・ 施 設 の効 率 的分 散 な ど を

促 進 す る と同時 に、 コモ ン ・キャ リア が 増大 す る需 要 を満 す た め に 単

に 現存 め ネ ッ トワー ク を拡 大 す る以 上 の 努 力 をす る こ とを奨励 す るた
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め に も、"通 信 業 間 の 競 争 の 必 要性"を 主張 して い る。 デ イ トラン社

は 次 の よ うな争点 を あげ てそ の立場 を裏 付 け てい る。.す なわ ちい コ ン

ピュ「タ嗣 に対す る大衆⑭ 待雄 宰 実現する鎚 には適切端

株比興 た通信サービスの設嘩 必要と越 ・⇔ ピ、ユニ搬 酬 用

者は音声やレ・一ドを伝顔 ゑ頴 皓 満たすζ・と、碑 らその目的と

して麟 され極 信施設か らは扮 なサー ・ス授 けることは で詰 、

い 。 現在 の デ ー タ処 理 技 術 り効 果 的 な利 用 は現 在 の コモ ン ・キャ リア

通 信 サ ー ビス、や 施 設 に よっ て 制約 され 、そ して デ ータ伝 送 を 要す る新

しい コ ン ピュー タ ・ア プ リケ ー シ ョンの 設 計 と開発 は 高 料金 で しか も

不 錠 即 柔軟 解 欠 くヂ ビ牢 よつ鵠 ‖約 を受けてい る・ この状

態が改善され ぬ限 り大衆は 、既存 ない し潜在 的 なデ 三夕処理 技術 の十

分な恩恵に浴す るこ とは で きない。最良の対策は デジ タル ・デー タ通

信のために独 自に建設 され た多様 な低料金の通信 ネッ トワーク を認 可

す ることであ ろ う・.そればか り猫 案 熟 たシス ㌣ を謝 する こと

は 、 技術 革 新 を刺 激 し、全 ての キ ャ リアに よる経 済性 を促 進 す る よ う

に思 わ れ る。 独 占 に よつ て もた らされ る主 な弊 害 は技 術 革新 に対 す る

刺 激 の 低 下 で あ る。 全 ての 利用 者 に対 す る デ ー タ伝送 サ ー ビス分 野 へ

の競争 原 理 の 導 入 は 技術 開 発 を一 段 と促進 し、 全 ての コモ ン キャ リア

を して大 衆 の 利 益 に合 致 す る よ うに ょ り効果 的 に コス トを測 定 し、 管

理す るせ しめ る で あ ろ う。.技 術 革 新 に よって サ ー ビスの コス トを低 減

す るか 、 も し くは、 同 じコス トで よ り よい サー ビス を提 供 で き る よ う

に な る な らば、 よ り大 き な 市場 や ・新 しい ー市場 を誘 引す るで あろ う。

そ の上 、規 制 処 置 の利 益 は 、規 制 され て い る シス テ ムの構 造 ・顧 客 ・

サ ー ビス、 それ に コス トな どが 容 易に 識 別 され 計量 しうる場合 に 最 も

都合 よ く引 き出 され る もの で ある。 提案 さ れ た シ ステ ムの認 可は ・そ

の主 張 す ると ζ うに よれば ・ 全 て の キャ リアが サ 三 ビス ・コス トの新

しい 規準 と尺 度 の 単 純 化 され た 適 用 を行 な うこ とに よつ て経 済 を促 進

す る。
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B.MCIの 関 連 会 社 .t

loi'MOエ の 関 連 会 社 か ち も多 数 の 申 請 が 提 出 さ れ て い る が 、 こ れ ら は

特 殊 専 用 回 線 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 提 案 さ れ た 全 国 規 模 の ネ

ッ ト ワ ー ク の 一 部 を 分 担 し よ う と い う も の で あ り ぐ 例 え ば 次 の よ う な

も の が あ る 。

MOエNewyorkWest,Incシ カ ゴ と ニ ュ ー ヨ ー ク

間 お よ び そ の 中 間 の 諸 点 を 結 ぶ も の(65マ イ ク ・ ウ エ ー ブ

局)

MCエPacipiCoast,工nc.'カ リ フ ォ ル ニ ア 洲 ・ サ ン ジ

エ ゴ と ワ シ ン ト ン 州 ・ エ ヴ ァ レ ッ トお よ び 中 間 諸 点 を 結 ぶ も

め(56局)

MCINorthCoutralSt・ates,工 耳c.』 ミ ネ ア ポ リス

と シカ ゴ お よび 中間諸 点 を結 ぶ もの(t6局)

MOINewEhgland,Inc.'ボ スFン か ら ニ ェ ー ヨ ー ク

布 お よ び ボ ス ト ン か ら マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 、 ニ ュ ー ベ ッ ドフ

ォ ー ド 間(17局)

MC工Michigan,工nc.ミ シ,ガ ン 州 ・ グ ラ ン ド・ラ ピ ッ ッ 、

ポ ン テ ィ ア ッ ク 、 サ ギ ノ ー 、 お よ び デ'ト ロ イ ト;イ ン デ ア ナ

州 、 サ ウ ス ペ ン ド;オ ハ イ オ 州 、 ト レ ド;お よ び 中 間 諸 点 を

結 ぶ も の(26局)

MC・1"一'St.donis-Texas,工nc.セ ン ト ル イ ス ー.・ ダ ラ

ス 間 お よ び 中 間 諸 点 を 結 ぶ も のC42局)

MCtTeXasEastMicrowaus,工nc.・ 、 テ キ サ 、ス,一

ル イ ジ ア ナ 間(54局)tt、 ・t、'、.ば1・

MCIMid-・Atlan七icCommunications}In'c。'∫Il'ワ シ ン

ト ン 特 別 区 一 ジ ョ ー ジ7州 ア ト ラ ン タ 間 ℃ ろ7局)

MCIKen七uαkyCentral,工nc.ケ ン タ ッ キ イ 州 、1オ

ハ イ オ 州 、 イ リ ノ イ 州 、 テ ネ シ ー 州 、 ジ ョ ー ジ ア 州 お よ び ア

ラ バ マ 州(34局)
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MCITexas-Paclfic,工nc.・:・ … … ダ ラス 一 口ス ア ンゼル ス

間(64局)

各 種 のMCI申 請 は"特 註"通 信 回線 の提 供 を提 案 して い るが 、 これ

は か な りの低 料 金 で 国民 大衆 の 新 た に発生 しつ つ あ るデ ー タや特 殊 な通

信 に対 す る需 要 を満 す ため に 、加 入 者 の要 求 に従 っ て 必 要 な 事業 所 間 お

よび 会社 間の通 信 を提 供 す る もの で あ る。 こ う した 回線 は デー タ伝 送 、

フ ァ キシ ミ リ、 制御 、 遠 隔 計量 、音 声 そ の他 の通 信に役 立 つ もので あ る。

MOエ は端 末か ら端 末 ま で のサ ー ビス の提供 を現在 提 案 して い るわ けで

は ない。 都 市内 回線 との 接 続 は加 入者 の 私 設 施設 に よっ て行 な われ るか ・

な い しは 、 加 入 者が 音 声 級 の 回線 のみ を必 要 とす .る場合 に は 既 存の 電話

会 社 の 都 市 内陸 上 線 を利 用 す る こ とに よ り達 成 され る。

〔註1〕MCエ は メー カー と協 同で50GH2の 低 料金 短 距 離 マ イク ロ

ウエ ー ブ ・シス テ ムや 、無 線 周波 数 を必 要 と しない 赤 外線 伝送 の開 発 を

行 なっ てい る と述 べ て い る。 この よ うな機 器 が 完成 し実 用 に供 され た場

合 は、MCIは この 種の 接 続 をFCCの 料 金 規制 の下 に提 供 す る 旨を提

案 して い る。

命

11・MCI-Newy。rkWestの 申請 には 、ttこ れ は 地方 の 出 資者 の

咄 資に よつ て作 られ る一ーーifの 独立 のMOI型 キ ャ リアの1っ で あ り、

これ らは 相互 に 接続 し協 力 し合 っ てMC工 社 の協 定 に 従 い、 統 一 され

た 全 国規 模 の特 註通 信 ネ ッ トワーク を提 供 す る もので あ る"と 述 べ て

い る こ とか ら・ 典型 的 な例 と し て用 い る こ とが で きるの で あ ろ う。

MdI-NewYorkWestは そ の構 想 は 、 既存 の コモ ン ・キャ リア

施 設 の利 用者 に は 現在 は 与 え られ て い ない次 の よ うな諸特 徴 をそ なえ

て い ると主 張 して い る。

o特 に デーーーータ伝 送 の た め に 設計 され た通 信 回線

。限定 され た デ ー タ誤 謬 率(10に1回 の率)

。ア ナ ログ も し くは デ ジ タル ・イ ン プ ッ ト、

'oデ ー タ ・4セ ンネ ル料金 は1箇 月 に っ き、1マ イル当 りO、05セ ン

トの 低 額 の もの ま で用 意 され る。
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。 デ ー グ ・チ ャ ン ネ ル は バ ン ド 巾 よ り も デ ー タ ・・ス ピ ー ドに よ っ て 課 ・

料 さ れ て い る 。

。片 方 向 伝 送 方 式

o異 な っ た バ ン ド巾セ)双 方 向 伝 送.・1...ttt、{

'。200ヘ ル ツ か ら960,00ヘ ル ツ の バ ン ド 市 内 で158の 通 信 チ ャ ン

ヤ ン ネ ル

σチ ャ ン ネ ル の 端 末 は200ヘ ル ツ か ら・960,000ヘ ル ツ ま で の バ

ン ド 巾 に よ り 、95種 類 あ る 。

・。 チ ャ ン ネ ル は バ ン ド 巾 一 杯 の 単 一 な 端 末 と す る こ と も ・ 数 多 くの サ

'ブ
・チ ャ ン ネ ル に 分 け る こ と もで き るd・ .

。 チ ャ ン ネ ル と 端 末 の 数 千 の 組 み 合 せ が 理 論 的 に 存 在 し う る し ・ 実 現

可 能 で あ る 。

::。通 信 チ ャ ン ネ ル は1箇 月 に っ き1マ イ ル 当 り 、0.05セ ン・トの 低 額

1
の も の か ら 用 意 され る 。

o半 端 な 時 間 の 使 用L

oチ ャ ン ネ ル の 分 割

o加 入 者 の 私 有 機 器 の 設 置 の た め の キ ャ リ ア 施 設 の 使 用

■

●

12.MCエ に よれ ば 、"今 日既 存 の コモ ン ・キャ リアに ・よつ て提 供 され

て い るサ ー ビズ とMOIの サ ー ビス との 間に 真 に一 線 を画 する もの は ・

'施 設 自体 では な く
、 顧 客 が 自分 で 設計 し・.しか もそ の 能力 に即 した1

地点 か ら1地 点 型 特 註社 内'通信 シス テ ム・を用 意す るた め に ・ 施 設 を利

、用す る方 法 に あ る,"。./・.t例えば 、顧 客 は'1地 点 か ら1地 点 ベ ース(片 方

向 チャ ン ネル を 含むつ で 必 要 な だけ のバ ン ド巾 を購 入 じ、,彼が 選択 し

た任意 の 伝送 モ ー ド(音 声 も しくは デ ー タを 交互 に ・ts,1し ぐは単 独 に)

利用 し、 同一 チ ャ ン ネル 上 で種 々・の バ ン.ド1巾を混 用 し・、彼 自身 の端 末

機器 を 使 用 しそ して彼 自身 の機材 をMqIの アン テ ナ用の塔 や 小屋 に

設 置 し、 ア ナ ログ ない しデ ジタル の イ ン ズ ツ ト・・:一}シグ ォル を与 え 、・そ

して 、t.tデー タ 伝送 の だ め に 設計 され 、 バ ン1ド巾 で な ぐ伝送 速 度 に よっ

て課 料 され るMCI提 供 の チヤ ン ネノヒを利 用す る の で あ る。
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13.MCエ は 同社 の 申請 を認 可 す る こ とは 、 重 要 な通信 の潜在 市場 に・

現在は 手 に 入 れ る こと が で きな いが 必 要 な サ ー ビスに柔 軟 性 を与 え る

こ と とま たざ,既存 キヤ リァ を.レて 、 他 の通 信 利 用者 の利 益 に な る よ う

に サ ー ビス の提 供 や、料 率 表 を改正 結 しめる こ とに よっ て ・ 国民 大 衆

の利益 に奉仕 す るで あろ うと主張 、してい る。 特 に ・MOIはMOI

NewYorkWestが 提 案 して.吟 る よ うな 種 類 の サー ビスに 対 して 強

い 主張 が 存 在 す る と主張 してMるbそ の理 由 は 下記 の よ うな ものであ

る。 コ ン ピュ ー タ産 業は 特に デ ー タ伝 送 の ため に 設 計 された 通 信 ネ ッ

トワ ーク を"絶 望 的"に 必 要 と しエMるp.,MCIは こ う した ネ ッ トワ

ーク(ア ナ ログ とデ ジ タル の両 デ 三 夕 ・ツ グナ ル を伝 送 し うる)を 提

供.し、ア ー サ ー、・、D・ リ トル社 の研 究に よつ て 予 測 され た今後5箇 年

間 に コ ン ピ ュ ータ産 業 が必 要 と してい る通信 需 要 の多 くを満 足 させ る

こ とが でき る。 そ.れば か1りか ・提 案 さ れ た 事業 の経 済 的 実 現 可能 性 と

そ の市 場 は 、 ス ピン ドル トゾ プ ・ リサ ーチ 社に よつて 行 な われ た 研 究

に よつ て実 証 された。産 業パ商 業・政府 ・そ れに教育機関 もまた、主

として音 声電話 坑∴ ビスのため に設計され た通信 ネッ ト.ワご クに採 り

入れ られ て いる以外の付 加 的な通 信 回線 を必 要 と して いるの である。

亡 うした事業体が有 用な柔 軟性 をもっ た安価、な通信 回線 を保有 し、彼

等の特殊.な必要性や要求に応 じて註文 通 りの 回線に仕立て るこどがで

きる点が 肝要 であ る。 申立て によれば提案 された路線にサ ー ビスを提

供 してい・る既存 の キャ リアは同種のサ ー ビスを提供 してい ない し・す

ぐには提供 で きない とい うことである。MCエ は同社 の 申請が特殊通

信分野 に競 争 の利益 をもた らし、一 連 の新 しい 機器の開発 を うなが し・

通 信産業 に新 しい所 有関係を生 ぜ レめ ゼそ して新 しい型 の通信の開拓

をす る もの で あると主張 じでいる。.しか も既存 キャ リアに悪い経 済的

'打撃 を与え,たり、・彼等 の電話 回線や 専用線 の料金 決定原理に影響を及

;'11t:したゆ す るこどな…くそ う・・しだ作 用をiするどいVうの であ る。"自 然 独

占である公共電 話 サー ビス と専 用1地 点か ら1i'地点 ベニスで 提供 され

.る特註通信 サ`ビ ス との間に は明・白な違い が ある・㍗とMGb .は述べ て

"い る

。'・t・t・',・:::・:"こ1・ ・t.・J'川

一1↑ 一



C.そ の 他 申 請

14.そ の 他 に も デ イ ト ラ ン 社 やMOエ の 関 連 会 社 に よっ て 提 案 さ れ て い

る 路 線 に 沿 っ た り そ の 近 く に 特 殊 コ モ ン ・ キ ヤ リ ァ ・サ ー ビ ス を 提 供

す る 数 多 くの 申 請 が 提 出 さ れ て い る 。

例 え ばNew,York-PennMicrowaueCorporationは シ カ ゴ と

ニ ュ ー ヨ ー ク 市 そ れ に 中 間 地 点 を 結 ぶ67局 シ ス テ ム を 提 案 し て い る

が 、 こ れ は 同 社 が 申 請 中 の ワ シ ン ト ン 特 別 区 と マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 、

ボ ス ト ン 間 の22局 シ ス テ ム と 接 続 す る た め の も の で あ る 。

NewYork-penn.Microwaveは そ の ニ ュ ー ヨ ー ク シ カ ゴ 申 請 書 の

中 で 、 同 社 は"MOI-NewYorkWestが 詳 述 し た の と 同 様 な サ

ー ビ ス を 、 ほ と ん ど 同 じ 路 線 に 沿 っ て 提 供 す る こ と を 提 案 す る"と 述

べ て い る 。 こ う し た2組 み の 申 請 は 互 に 排 他 的 な も の で あ る と 主 張 し

て 、NevYork-PennMlcrowaveはMC工 －NewYorkWest
I

が現在 所 有 して い た り、 売 買 選 択権 を交 渉 中 の 土 地 を使 用 す る こ とを

計 画 してい る。InterdataOommunicatiOn,Inc・ は ニ ュ ー ヨ ー

ク と ワシン トン間 の特 殊 専 用 回線 サ ー ビス を提 供 す るた めに11の マ

イ ク ロ ウエ ーブ 局 を申請 して い る。 〔註2.〕5つ の 申請 者 が 太平 洋岸

の シス テ ムに 対 して 申請 してい る が 、 これ らは 一般 的 に い っ て カ リフ

ォル ニア州 の サ ン ジエ ゴと ワシ ン トン州 の シヤ トル ー エ ヴ ァレ ッ ト

お よび 中間 地 点 を結 ぶ もの で あ る。 下 記 の よ うな路線 に対 して も、 申

請 が 行 なわ れ てい る。 す なわ ち、 ダ ラス ー ヒ ュー ス トン ー ロス ア

ン ゼル ス;ミ ネア ポ リス ー セ ン トポ ール ー オ マ 八 一 オク ラホ マ

・シ テ ィ ー ダ ラス;ア トラ ンタ ー ワ シ ン トン特別 区;ア トランタ

ー ニ ュー オ リンズ;そ れ に ミネア ポ リス ー シカ ゴ ー ダ ラス の各

路線 で あ る。3申 請者 は 専 らテ キ サ ス 州内 の都 市 の み を 結 ぶ シス テ ム

を 申請 して い る。 他の 申請 は 審 議 中で あ り、'よ り多 くの 申請 が 提 出 さ

れ る こ とが予 期 され て い る 。

〔註2〕1970年4月8日 付 の 書 簡に より・ コモ ン ・キャ リア局

の 局長 は 、1970年2月13日 に ワ シン トン ー ボ ス トン路線 に 対
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してNewYork-PennMicrOwave社 よ り提 出 された 申請 は 、 そ れ

が 締 切 日以後 に 提 出 され た こ とか ら、1968年12月4日 に提 出 さ

れた エntirdata社 の 申請 と比 較検 討 の対 象 とは な り得 ない と裁 定 し

た 。 この 裁 定 の 再 検 討 の 申請 がNewY。rk-PennMicrowaveよ り

提 出され て い る。.

り

15.詳 細 な点 では 異 な るが 、 一般 にこ う した 諸 申請 は・加 入者 の註 文 に

合 わ せ た特 殊 専 用線 サ ー ビス を提供 す る こ と を提案 して い る。 あ る も

の は 既 に コモ ン キャ リア も しくは 専 用 マ イク ロ ウ エー ブ業 務 に 従 事 し

てお り、 そ して そ う した施 設 と、 要員 と ・経 験 と を実 用 の程 度 に ま で

利 用 す る よ う提 案 して い る 。 あ る者 は 独 自の 市 内施 設 を 建設 す る とか 、

加 入者 を 代表 して 接続 に つ いて 既存 の都 市 内 キ ャ リアと交 渉 す る とか ・

も し くは そ の 両 方 を行 な うこ とに よっ て"エ ン ド ・ツウ ・エ ン ド"サ

ー ビス を提 供 す る こと を提 案 して い る。 〔註3)加 入者 の 施 設 お よび

他 の マ イク ロ ウエ 三 プ ・システ ムとの 相 互接 続 が許 され る。全 て の 申

請 は 必要 と され る 融 通 性 に 富ん だ サー ビスを 低 料 金 で・ しか も 既存 の

キャ リアが 現在 提 供 して い な い よ うな様 式 で提 供 す る と主 張 して い る。

〔註5〕 例 え ばNewY。rk-PennMicrowaveは 、 シ カ ゴ付近 の

着 信 マ イク ロ ウエ ーブ中継 地点 か ら、 シカ ゴ市 内の多 数顧 客 の所 在 地

の 近 接 地 に設 け られ た 総合 分 配 セ ン.4-一 まで の導 入 リンク(18GH2

の 周 波 数 を用 い た)を 設 置 す るこ と を提案 して い る。そ うして後 に 市

内 キャ リア を利 用 して い る顧 客 を代 表 して 申請 者 は 市内 回線 に っ いて

交 渉 す る。 中間 中継 地点 に おい ては18GH2の 導 入 リン クは は ぶ か れ

そ して 申請 者は 市 内 キャ リア とマ イク ロ ウ エー ブ 中継 局 と顧 客 の所 在

地 との間 の相 互 接 続に つ いて の取 決 め を行 な う 。

D. 反 対 請 願

16.こ うした 申請 に関する請願提出期間は ものに よっ ては未だ期間切れ

にな つてい ないが 、早 い時期 の申請 に対 す る反 対請 願が提出されてお
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り、全 ての申請が同 じ理 由か ら反対 され るように思われ る。

1ZAT悔TはMCI関 連会社その他に よって提 出された種類の諸申請

は 孤立 した実験 とは見倣 されず 、む しろ"ア メ リカ合 衆国全土に渡

るコモ ン.キ ャ リア通 信ナ ー ビスの将来 の開発に関す る基本的且 つ重

要 な政 策問題"の 決定 を連邦通信委員会 に よぎな くさせ るもので ある

と従 ぺ て い るr四 －N・wY・r・W… の 轍 臓rA'T&[1]'

はそ の立 場 を次 の よ うに ま とめ て い る。 ド

MOI_NewYortWestの 提案 や そ の他 これに 似 た 申請'は ・連

邦通 信 委 法 を して'・子 ン ・キャ リア通 イ言サ ー ピ…斑 将来 の 進展 に 関

する鉢 繊 細 縦 斌 亘 めるもρ合 る・'これらの申瓢 膳

コモ ン 。キ王 リアの加 入者 で ある他の企業や居住利 用者にそ れが与え

る有害 な影響 を考慮ナ ることな く、特 定の選ばれた都市 め企 業利用者

の撞 く限 られた一 部にのみ レか サ ー ビスを提供 しない誇 ろ う・

この よう紳 請パ し詞 されるならば統一綱 料金め政策郁 ち

じるしく撫 ・電話 ,利肥 る搬 大衆磯 模の経済がもた らして く

れる筈の利益を希釈 し輝 させるであろう・その上・…そ うした計画の

認 可は 既存 の コモ ン ・キ ヤ リ,ア回 線 に有 害 な電 話 的 障害 と 乏 しい コモ

ン・キ門 ア麟 の雑 率且つ不充分 な活用に よつて棚 大衆鰭 が

及ぼ される命 ち う.・口 上猷 已 うに・岳・・'`N'Y'IWest'の 不完

全且 っ紬 な提案 駆 劇 社 がそ今二部を構成 するネ ・ トワヲ

に対す満 たされ ざる譲 の擁 は実証されてぽ い・癖 の託 ン

.キ ャ リア施設は大衆 の需要 を満 たすには十分す ぎる位 ㊤で あ力 ・・既

存 キャ リアは将来註 す るか も知 れない いか なる付加的需要 に対 して

もサ ー ビス を提供 す る 用意 が あ る。

烏

口

18.Datranが 提 案 した デ ー タ伝 送 の た めの全 国 規模 の デ ジ タル交 換

ネ ッ トワ_ク に つ いて 、AT&Tは 多 数 の問題 を提 起 し公 聴 会 を開催

す る必要があ ると主張 している.粒 そ られた問題点は 次の よ う一な もや

のである;・ モ ン ・キャ リア施設のネ経済 な重 複・全国統ぷ 金や 社
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●

会 ゴ ス トへ の影 響 。(例 え ば、 よ り効率 の低 い 総合 通 信 ネ ッ トワ ー ク・

付加 的 ベ ル ・シス テ ム予備 能 力に 対 す る要請 、無 線 周波 数 ス ペ ク、トル

の 混雑 の 激化 な ど)デ ー、トラ ン・と既存 キャ リア との間 の規 制 ない し統

制 さ れた競 争 の 基本 原 理 。,既存 キャ リアに よつ て満 た さ れ て い ない 、

も し くは齢 され ない で あ ろ うヂ ビス に対 す は 衆力・らの 要求 の度

合.比 較 ・ ス トや 周 波数 の利 用・ そ れ に ・ デー.ト ラ描 の 計 画 の技術

的 、経 済 的 な実 現 の 可能 性 な どで あ る。AT&Tは ま た、 デ ー トラ ン

提案 は ベル ・シ ス テム社 の局 の あ る もの に 対 して 有害 な干 渉 を与 え る

で あろうし・ また既に設置 されているぺ㌍ ぽ テムの同齢 完全 な

発達に対 し:・潜在的 な干渉の原因 となり うる と主張 レている。AT&T

は次の よ う:な立場 をとっ ている、す なわ ち＼デ ニ トラン提案 の システ

縫 醒 す るには ・既 存のべ{ピ システ・の路雛 購 勤 回線に ょ

つ て延長 する よりも費用がかかる・ デー トラン提案の認可は・ 既存 の

キャ リアを して 回路別 の料金制度 を採用せ しめるであろ うか ら・結果

的には一般大衆に とつ て料金増加 の原 因 となる・:そして・デー トラン
ぽ

に よつ て申 立 て られて い る 子一 ズは 、 ベ ル ・シス テ杢の 漸 進 的 ア ブ

、一 ヂ に、よる時 間的 枠内で 助 よ満 た され るとゆ 頚 である・

更にAT&Tは デ ー ト ラン提 案 は 州 内お よび 州間 サ ー ビスに 依 存 す る

で あ ろ うし、地方 も し くは州 の 適 切 な 認 可 を必 要 とす ると 主張 して い

る.そ の上AT&・T- .ta-.1.1.q.H・ ・の 者肺 配 線 治 テ ムが 主要 都 市 師

内 お よび 市周 辺 へ の 拡 散 は 深 刻 な周 波 数 混雑 問 題 を引 き起 す .1"あ1ろ う

と主張 してい る。最 後 にAT&Tは デー・一トラ ンの 申請 は 、 技 術 的さ,レ

くは 経 済 的 、 も し、くは そ の 両方 の理 由か ら、他 の特 殊 コ モ ン ・キタ リ

ア に ょつ て提案 され て い る諸 申請 と互 い に相 入 れ な㊤ もの であ る よ一う

に 思 わ れ る と い つ て い る 。 、.,.'、 ・、 ・

19・ウエ ス タ ン ・ユ ニオ ンは":》 ⑨1が 新 たに 提 出 し.k,Pl請 を 、同 社 の

シカ ゴ ー セ ン トル イス間 の シス テムが 実証 され な、い㌣ に 検 討す る の

は時 機 尚早 で あ る と主 張 しで い る 〔註4〕 ウエ ス タ ン ・ユ ニオ ンは 同

委 員会 が 基本的 政策 問題 の 決・定 を行 ない つ つ あ る聞は ・・..デー、.トランρ
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申請 をは じめ他 の 申請者 の 提案 が"コ モ ン、・キャ リア通信 産 業 に大 変

動 とま で いわ な い まで も、 か な りの 負担 を かけ る恐 れ"が あ るか ら、

これ ら申請 に対 して いか な る措 置 も取 らない よ うに要 求 して い る。 ウ

エス タ ン ・ユ ニオ ンは 、 こ う した 申請 が認 可 さ れ れば 同社 の主要 産業

分野 か らの収 入が 侵 食 さ れ る で あ ろ うし、 コス ト平 均 化 の ア プ ロー チ

が危 機 に さ らされ 、 そ れ に 巾広 い経 済 的 基 盤 と・ 財政 的 安定 を得 よ う

とす る 同社 の 努 力 を脅 やか す で あ ろ うと 申立 てSい る。 同 社は また 申

請 者達 は彼 等 の提 案 して い る サ ー ビス に対 す る一般 大 衆 の ニ ーズ を実 証 で

証で きな い で い る し、 彼 等 の技 術 的 、 財政 的 資格 を確 証 す る こ と もで

きな い でい る、 そ れに 彼等 が 提案 した シス テ ムは ・ 同社 の既存 の 中継

局 のあ る ものに 有 害 な干 渉 を もた らす で あ ろ うし、現 存 回 線 の フル ・

バ ン ド使 用 まで拡 張 しよ うとす る同社 の能 力 を 阻害 す る もので あ ると

主張 してい る。

〔註4〕 マ イク ロ ウエ ー ブ ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョン社18FCO2d

955(1969);再 審 却 下 ・21FOO2d190;合 衆国 控 訴

裁 判所 で審 議 中 の コ ロ ン ビア特 別 区 回線 を め ぐ る ア メ リカ電 話 電信 会

社そ の他 対 連 邦 通信 委 員 会 の訴 訟(訴 訟 番号23959お よび23962)

参 照。

■

廿

20.諸 申請 は ゼ ネ ラル ・シス テ ム電 話会 社(General)そ の他 の独立

系電 話 会社 や 既存 の種 々様 々 な コモ ン ・キャ リアに よつて 反 対 され て

い る。 一般 的 に い つ て彼 等 は 認 可に よっ て彼 等 の 営 業 地 域 内 に無 駄 な

重複 施 設 が で きた り、 既 存 シス テ ムへ の電 気 的 干 渉 が 起 つ た りす ると

主 張 してい る。 そ の上 、 申請者 の あ る老 は相 互 に 排 他 性 が あ る とい う

理 由 か ら、他 の 申請 を否 定す る請 願 書 を提 出 して い る。TheNational

Associa七ionofRegulatoryUtiletyCommissioners

(NARUC)は デー トラン申請 に 関 す る公 聴 会 を 開 く よ う請 願 して

い る。 そ れ ば か りかtheWashingtonUtilユtesand

TranspotationCommissionは 州 間通 信 回線 の 使 用 を既 設 キャ

リアか ら他 の 通 信 媒 体 へ と割 かせ しめ る ことに よ り・共 同で 提 供 され
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てい る施 設 の 州間 利 用 者 へ比 較 的 重い 負担 をか け る結 果 と な る とい う

理 由か ら 、MOIPacifユGOoastの 申請 に反 対 して い る。

21.既 に述べ た ように上掲の ものは 申請 や反対請願 を網羅 した もので も、

個々の争点 を総 括的に要約 した もので もなレ・。 しか しなが ら・それは

どの ような提案や反対が なされたかを十分に示唆す る ものであ り'討

論の基礎 と して役 立つ もので あろ う。

II論 点

D

22.委 員会 に提 出 され た諸 申請 とそれ らに関連 した請願に基づ き・委員

会の審議 に よる解決 が要求 されている問題は次の よ うなもので あると

言 うことが で きる ように思 われる。

(A)一 般 政策 と して、特 殊通信 分野 に新 キャ リアの進出を許 す ことに

より、大衆の利益が より よ く守 られ るか どおか、 そ して もしそ うで あ

るな らば、

(B)申 請者間 の経済的相互排他 性に 関す るい ろいろな争点 について比

較公聴会 を開催 す る必要 があるかどおか、 も し くは、現情勢 の下で

望ま しいか どおか、

◎ どの ような標 準や手続 きも し くは規則 を6GH2バ ン ドを使用 し

た国 内通信 衛 星の干渉 を防 ぐため とか、既存 キャ リアの施設 や 申請

会社間 、 また周波数 ダイバ シチィの場合の地表周波数 の衝 突や ルー

ト ・プ ロッケ ージの回避 または 解決す るために採 用すれば よいか ・

(功 サ ー ビス の 質とか信頼性 の点で 、申請者 ・加入者に対する保護

対策が要請 されるか どおか、

(E)提 案 されたサ ー ビスの都市内分配 のための適切 な手段 は何か、

問題Aの 解決は明らかに政策問題の端緒的 な重 要性 を もつ てお り・広い

意味で残 りの諸問題の決定処措の ための根拠を形成 するもの である。 そ
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こで この審議へ の大 衆の効果的且 つ十分情報を 与え られ た上 での参 画

は、 こsに 提 出された問題Aに 関する同委員会 事務 局の分析 と勧告さ

れた措置に よつ て促 進 されるであ ろ う。 同時に当 委員会 は事務 局案 に

対す る関係当事 者か らの意見 を聴取で きない うちは ・問題Aに ついて

の委員 会決定 を行 なわ ふ っ も 庭 ある.こ の意 味では ・当委員会が

こsに 提示 した問題B～Eに 関す る解決策は仮 りの ものであ り・問題

Aに ついての当 委員会の最終決定に より・必要 となるか も知れ ない適

切 な修 正に服す るものとす る。

25.わ れわれは当審議が多数の申請 と反対に よつて提起 された困難 な政

策お よび手続 き上の問題 の早期解決 を促進す ることを希 望 している。

現在の麟 では・提 案 されたサー ビスが大都 よつて 必要とされ てい

る と主張 され て い る と こ ろ か らぐ大 衆 の利 益 の 求 明が 要 請 さ れ て い る

周波数 は 場合 に よっ ては 既 存 の コ モ ン ・キャ リアが 提 出 してい る既存

マ イク ロ ウエー ブ ・ル ー ト延長 申請 の 実施 を 妨 げ る もの で あ り・ ま た

国 内用 通 信 衛 星 シス テ ムの た めの 地 上 局 の位 置 に影 響 を及 ぼ す もので

あ る。

241従 って、当 委員会 は当 審議を上述 され、以下に詳述す る広範 な政策

問題 の迅 速 な解決 の具 と して利用す る よう提言す る。ひ と度 これ らの

問題猷 定され ・ば1当 委員舗 個々の提案の噺 勘 案 し・特定の

申請の組み合せに関する残余の問題を解決するのに必要とされる手続 き

きに従 うであろ う・ もちろん顧 の申諸 は・'同地 顧 齢 あ り・

それが提供 しようと しているサ ービスは 技術的にまた経済的に建全な

ものであるとか、大 衆の利益 にな るも硫 ある といつ たことを+分 に

示 さなければ な らない。以下に論ず る事に関 しては・わ れわれは全 く

最終的 な結論 に達す るに到っ てい ない。 しか しなが ら、どの よ うな方

策が大衆の利益 に最 もよ く合致す るかとい うことに関す る意見 や反対

提案そ して提言 な どを提示 す ることにす る。受理 された 申請 や請願 に

付 されて既に提 出 された 資料は参考 と一して織 り込 まれる こと もあるが・
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、

ご う し て の は 再 提 出 で き な い もi;と す る 。,、 .、,

A.一 般項 φ繭 とば 編 旬 野㌍ キャリア鯵 加が・

大 衆b,)利 益 に 役 立 つか ど うが 一't

'J"1委 員 会 事 務 局 ゐ 分 析;'・'

:i,,',.i'、 、-L・"`・"`1

25.新 しい キャ リアに特殊通信サ.一ゼ スρ 提供 を許す ご、とが大衆 の利益

に 役立つか どおかを検討す る際に、.決定 の基調 は もち ろん半委員会が

国民か ら与え られ ている委任・・顕 わち・ 逮 正 施 設 と料金で全て

の合衆国 国民 に迅 速に して効率 的 詮 醐 ま離 昇的鮪 齢 よび無

線 通 信 サー ビス を可 能 な限 り提供 し う、る よ うに 、有 線 お・よび無 線 に よ

る州 間お・よび 外 国 との 通 信 の 交 流 を ・、 ・ ∴ 規 制 す るこ と で あ る・

(通 信法 第 障).国 内通信の分野で・・マイク 吋 工ープに よる競合

的 な ・モン キャ リア ・‥ ビス提供の言詞 を求 めた多数の 輪 が当委

,員 会に提 出されたのは 今回が初め てではあるが・競 合の問題は新 しい

問題 ではない。当委 員会は これ までに も、競争原 理に基 づいて コモ ン

キャ リア分野 における通信 サービスの法規 に関す る政策 を検討 ・確 立

す る数多 くの機会 を持っ た。

句

●

26.1948年 にITIWorldCo .mmuni.cations社(IIPT)の 前

身 で あ る マ ッケ イ無 線 電信 社 に より一 括書 類 番 号8777号 の 申請 が

提 出 され て い るが 、 これ は当 時 既 にRCAGI。balC。mm・unications

エnc,(.RσAC)の 前 身 で あるRCA通 信 社が 運 営 して い る既存 の 回

線 と競 合 して 、 フィ ン ランこド、 オ ランダ、 ポ ル トガル、,ス リナン等 へ

の 回線 の 運 営 を認 可す る こ とを求 めた もので あつ た。

ポル トガ ル と オ ランダ 申請 を認'可 し、 ス リナム申請 を拒 否(フ ィ ン

ラン ドは 取 り下 げ られ た)し た委 員 会 決定 〔註5〕 を検 討 した際 に 、

最 高 裁 判 所 は 次 の よ・うな立場 を とつ てい る。 〔註6〕 。

(a)通 信 委員 会 が 単 に"こ の場 合 の.よ うに 規 制 さ れ ・ しか も大 半 が 閉
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カ

鎖的 な産 業内 での競争は 利益 を もた らすに違いない と…… 考え るが

故に、競 合的サー ビス提供 の申請を認 可 しては ならない。

(b)委 員会は産 業 〔注7〕 の傾向 と必要性を分析 した後 、 議会に よ

っ て与え られた 自由裁量"の 行使範囲内で競合的回線 匠対 す る申請

を認可す るもの とす る。 〔註8〕 。

(c)競 争が 適度 に実 現可能 な分野 では重 複 した認 可が大衆の利益 に な

る とい う結論に達す る際には、委員会 には、賞味 し うる利益 に関す

る特定の調査結果は要求 され ない。 〔註9〕

(d)競 合 申請 を認 可す るためには、 委員会はこれま でそ うしていた

よ うに、競争が良い サ ー ビスを維持 した り、 サー ビスを向上 すると

いつた有益 な 目的に役 立つ とい う保証 を少 くとも与えなけ れば な ら
カ

ない。 申請者には賞味 しうる利益 を実証す ることが要求 され ない。

しか しなが ら、"競 争が もた らすで あろ う何ん らかの利益効果 の根
切

拠 ない し、妥 当 な期 待 が存 在 しなけれ ば な らな い。 〔註10〕 。

〔註5〕

〔注6〕

〔 註7〕

〔註8〕

〔 註9〕

〔註10.〕

FCO51-197お よ びFOO55』698参 照

FOC対RCACommu皿icatlons,Inc.54.6U,S.

97ペ ー ジ と 同 じ

95ペ ー ジ と 同 じ

96ペ ー ジ と 同 じ

97ペ ー ジ と 同 じ

(1953)

●

26.RAG訴 訟の最高裁判所 の判決以後 、当委員会は数 多 くの競合す る

直通無 線電信 回線 の認 可を行 なったが、 〔註11〕 そ のある ものの場

合 には公聴会 を開催す る ことな しに認 可を与えた。 委員会 はまた国内

通信の分 野で種々雑多 な コモ ン ・キャ リアの競合 申請 を認 可す る際に

も同様 な政策 を踏襲 した。個々の場合 に審査の基準に なつた ことは、

競争が適度 に実現可能で あ るか ど うか ・そ して、何ん らかの有益 な効

果 が期待 で きるか どk・か とい うことであつた 〔註12〕 、その上、委

員会は企 業に対 し自社 の必要性 を満 たすための 私設 マイク ロ ウエー ブ
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・●

・

シス テ ム の利 用 〔註13〕 を認 可 した。 この措 置は 潜在 的利 用 者 に コ

モ ン ・キ ャ リ アの 施 設 を借 用す る か 、 そ れ と も 自分 で施 設 を用意 す る

か とい う選 択 を 与え た点 で ある意 味 での 競争 の 要 素 を もた ら した とい

え よう。

〔註22〕 例 え ばFOCの 第26回 年 次報 告 参 照。 委 員 会 は 競 合す

る国 際 キ ャ リアに 対 して も、AT&Tの 国際 ケー ブル回線 を借 用 、 も

し くは 、利 用す る取 消 し不 能 の権 利 の 獲得 を許 可 した 。 第28回FCC

年 次報 告 、124～125ペ ー ジ参 照 。

〔註12〕 マ ッケ イ無 線電 信 会 社 、15.PCC690、 の757

ペ ー ジで 、当 委員 会 は 競 争 を求 め る 申請者 が 実 証 しなけ れ ば な らない

概 念 を め ぐつ て、"妥 当 に 実 現 可能 な こ と"と 定 義付 け て い る。 す な

わ ち 、 申請 の認 可 が競 争 を増 進 、 も し くは導 入す ること 、そ して 申請

の認 可が 争 点 ・ も し くは サ ー ビス の そ の他 の点 へ 競合 的 サ ー ビス を 引

き続 き提 供 す る既存 コモ ン ・キ ャ リアの能 力 を危 ぐしな い こ とで あ る。

特 に当 委員 会は 両 サ ー ビス を共 に 維持 して 行 くだけ の 十 分 な通信 量 が

あ る か どおか といつ た こ と を心 配 した。 そ の よ うな通 信 量 の存在 は 競

争 が 適 度 に 実 現 可 能 で あ る こ との 現 わ れ で あ る と受 け 取 られ た 。

〔註13〕890MO.以 上 の バ ン ドの 周波 数 割 当 ての 件 、27

FOC359(1959年)、29FCC852(1960年)

●

●

2Z－ 般 国 内 コモ ン ・キ ャ リア ・サ ー ビスの分 野 では 、 競合 回線 を認 可

した先 例 は あ ま り数 多 くな い こ とを認 識 してい る。 これ は 主 と して 、

マイ ク ロ ウエ ー ブ ・コ ミュニ ケ ー シ ョン ズ社 、18FCC2d955

(1969年)〔 註14〕 に ょっ て審 議 され た 申請 が 受 理 さ れ 、21

FCO2d190(1970年)で 再 審却 下 に なる まで 、当 委 員 会

が この分 野 に おけ る競 合 サ ー ビス の 申請 を審 議 す る機 会 を 持 た なか つ

た とい う事 実 に 起 因す る もの で あ る。MC工 裁決 の際 に 、委 員会 は 競

争 が 妥 当 に 実 現 可能 で あ り、大 衆 に何 等 か の 利益 を もた らす こ とが 期

待 さ れ る と い う調 査 結 果 に基 づ い て、 シ カゴ と セ ン トル イス 間 に特 殊

州 間 コ モ ン ・'キャ リア ・サ ー ビス を提 供 す るMCエ の 申請 を認 可 した。
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現に提 出 されて いる申請 に よって提起 されてhる 問題 の決定要素 とは

ならないが、M・ 職 決駐 ヲ づ 彼⑭ 撚 極 信需用を岬 さ.

せる手段を広鴎 胸 囲か ら選べるよう蟻 争的醗 を・特殊通信分

野晴 成する性質四 のであることを熟 している・ 〔註14〕 嘩

4参 照 。

28.市 場 に 特殊 な通 信 サ ー ビス を提 供 す る新 た な通信 コ・『ン ・キャ リア、

の 参加 は 、 そ う した 参加 を無 線 周波数 利 用 限度 に 収 容 し うる限 り、 大

衆酬 益 殿 立つ であろ う・下記の理由力・ら・ この分野での競争峠

年に わたつて確 立された試験 を満足す る もので ある。す なわち・競争

は妥当㈱ 現可能亘 り・何んらかの鱗 な効果烈 担 パ ζ卿

待 され る。 この よ うな政策が もたちす利益は実 に多岐 にわ た り、公 共

の利益が損われ る吟か なる危 険を上 まわる よ うに思 われ る。

29.あ らゆ 魂 類 の通計 一 ビス閲 する需要は 非常 に急速に高勃 つ

っ ある.繊 音声通信 サー ビスの利用麟 常嫡 い率で1延びつづあ り・

こうした急激姓 長頒 に激しさ鎖 さ坪 でも継続すること期

待 され る 。

〔註15〕 そ の上 ・ 開発 の揺 期 に あ るデ ー タ通 信 は来 る10年 間

に多分 非常に実質的な生長 を示す であ ろ う。新 しゃ特殊 コモ ン ・キヤ

リ.アの参加に 好意 的 な政策 を提案す るに当って ・われわれば、変化 し

つ?あ る多様 嬬W対 応する新 しい縮 サー't'スや暢 の醗 描

術 的進歩 を応 用 を指向、した競争 ρ程度 を考慮 した。それ故に ・われわ

れは既存の キヤ リシに よつて提起 さ撤 多 くの議題が 示唆 してい るよ

うな 、 固定 した 市場 に 画 一 的 な サー ビス を提 供 す るた ぐい の キャ リア

の数 を増 やす べ きか どおか とい つた 1問題 に 当面 してい る訳 で は な い。

,む しろ請 しい キャ リア糊 しいヂ ビ茸 賑 す るこ とに より'通

信 市場全体の規模 が拡大す ることを期待 してい るので ある。異 な るキ

ャ リアに よっ て提供 される専門化の種類 と程度に応 じて、特定の サー

ビスに対する顧客 の再調整の必要 も十分 考え られ る。 しか し・既設 キ
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●

●

行 りアの損失 は、サ ー ビスを受 ける全通信 市場 におげ る彼等 の相 対的

シ手元 い う意味合 口でのみ起 る ものであつて・提供 され 樋 信の量

の意味では ない ことが 期待 され る。サー ビスを受 ける全通信 市場 が増

大 す る よ うで あ るか ら、既存 キ ャ リアの 通 信量 は 増加 す る で あろ う し、

同時 に 新 し蔭 キ ャ リアの 参加 が行 な われ る の で あ る。 〔註17〕 そ れ

ば か り』か 、委 員会 た 提 出 さ れて い る 資料 は特 別 サ ー ビス の 市場が 、標

準的 有料 電 話 サ ー ビス とは 全 く異 な る もので あ る ことを 示 唆 して い る。

既存の通信 ネ ッ トワークは顧客の 要求 が一般 に画一的な音声伝送の要

件を満 たす ように設計 されてら』る。 しか しなが ら、」デー タ利 用者はそ

れ とは 異なる通信技術 の応 用 を必 要とす るのみか、畠性 質上異質なサー

ビスを も必要 としてい るので ある。例え ば・デー トラン社は特 に デー

タの要求 に合致 す るデ ジタル技術 を応用 した伝送システムの建設 を提

案 して い る日 也の 諸 申 請 者 は 、 アナ ・グ伝 送技 術 の利 用 を提 案 す る一'

方 では 、 デ ジタ ルそ の 他 め非 音 声通 信の 伝 送 上 の要 件に 、 よ り密 着 し

た 設計 を した シス テム に'よ るサ ー ビス め提 供 を提 案.してい る。諸 申請

者 は 音声 通 信 の特 殊 な要 件 を中 心 に して 設 計 さ1れてい ない シ ステ ム を

使 用'する こ とが で ぎる で あ ろ う。(例 えば ・一 定 した ラ イ ン'ノ イ ズ

に 対 しては 敏 感 で ある が 、 イン らくル ス ・ノイ ズ とか 位相 の ず れ に対 し

ては1比 較 的 鈍 感 で あ る とい っ た こ と であ る)。 ・あ る者 は デ ー タ伝送

や そ の他 の 特殊 通 信の 要 件 に全面 的 に最適 化 した シス デ ムの提 供 さえ

し よう と して ピ る。 要約 す れば 、ご需 要 と技術 の 両面 を特 徴 付 け る多様

性 は こと)分野へ の 新 た な参 加 が妥 当 に実 現 可 能 であ る とい う われ われ

の 結論'を 裏付 け る もの で あ る。

〔註16〕 ゴ ン ピ ュ 一夕諮 問'(一 括 書 類 番 号16'li・9791)/に 応 え て

当 委 員会 へ 提 出 した報 告書 の 中で 、'ス タ ン'ブォ'一 瞬 究 所(SR・)

it"'1・9;80年 までに ベ ル ・シス テ己 系の 施 設 の ・fozぺ5'o'パ 三七'ン ト

が 、引(端 末時間'で 計 算 した場 合)デ ニ タ利 用者 に サ ー ビス と提 供 す る

よ うだ な るだ ろ うと推 定 して い る。 じか しな が ら《∵AT占 卿 、は・1980

年 までに デ ータ向 けの 使 用 は ネ ッ トワー ク負 荷 の ピー・グの わ ずか ・5～

10パ 三 セ ン トの量 に す ぎな いだ ろ う と推 定 じて い る。'・・
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〔註17〕 わ れ わ れは カ ー タ フォ ン事 件(13FCC2d420)

の 際 に 既 存 キャ リアに 潜在 的 な悪 影 響 を も た らす と の 申立 てが あつ た

に も拘 らず 、AT&[[Tの ・ム ネス会 長 が1968年 の年 次報 告(4ペ

ー ジ)で 次 の よ うに 述べ た点 に 留意 して い る。

顧 客 は ネ ッ トワーク を使 用す る際 に 既 に よ り広 い 選 択 の 巾を持 つ 一

て い るの であ るか ら、 これ に よつ て利 用 が 更に 増 加 し、 わ れ われ の 事

業 が 増 強 さ れ る 筈 で あ る。

ネ ッ トワー クに接 続 さ れ る通 信器 機 提 供 の 競争 は 疑 い も な く激 しさ

を増 す で あ ろ う。 しか し、市場 の試 練 に 向 え るに 当 っ て わ れわ れは 自

らの能 力 に 自信 を持 っ てい る。通 信 構 造 が 拡 大す る時 、全 て の者 に と
"

って 機会 が あ る。

●

30.異 質 な通 信 の 要 件 を 満足 さ せ る多 様 且 つ柔 軟 な手 段 の効 用に 対 す る

大 衆 の必 要性 と要 求 は 増加 しつ つ あ る ように 思 われ る。 そ の上 に そ う

した 必要 性 を 満足 させ る手 段 は 、通 信 や コン ピュ ー タ とそ の関 連技 術

の 急速 な 発展 に よつ て 利用 可能 に な りつ つ あ る。 わ れ わ れ に提 出され.

た情 報 は ・ 提 案 され た サ ー ビスが既 存 の キ ャ リアに よつ て十 分 に 満足

さ れ て お らず ・ こ う した サ ー ビス に対 す る大 衆 の 実質 的 な要求が あ る

こ とを論 理的 に 納 得 し うる 基礎 を提 供 して い る。 コ ン ピュ ータに 関す

る諮 問結 果 は コ ン ピュー タ産 業 側 や 既存 サ ー ビスに 彼 等 の 要求 を盛 り

込 も うと試み て い る多 くの デ ー タ利 用者 に不 満が あ る こ と を示 して い

る。 〔註18〕 デ ー トラン社 は 、迅 速 に して 正確 且 つ低 廉 な デ ー タ

伝送 、 音 声 お よび レ コ ー ド伝 送 の ために 設 計 され た 既 存 施設 を使 用 す

る こ との損 失 ・ そ れ に一 貫 して互 換 性 を もつ た デ ジタ ル専 用 の交 換 ネ

ッ トワー ク を使 用 す る こ との利益 な どに つ いて 説 得 的 に述 べ て い る

(上 記7～9頁 参 照)。 のみ な らず 、MC工 申請 に 添 付 資料(例 えば

ア ー サ ーD、 リ トル社 や ス ピ ン ドル トッ プの研 究 結 果)は ・ 同 社 をは

じめ とす る申 請 者 に よつ て 申請 され て い る種 類 の特 殊 専 用線 サ ー ビス

には 広 く関心 が もたれ て い る とい う見 解 を裏 書 き して い る。 この よ う

に 多 くの 申請 者 が 開発 す べ き市 場 が あ る と 明 らかに 信ん じてい ると い
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、

う情 況 も何 に か と意義 深 い こ とで あ ろ う。特 殊 キャ リアの参 加 を許 す

こと に よ り、 わ れ われは 利 用者 に 対 し、 特 殊 通 信 サー ビスへ の彼等 の

拡 大 ・変 化 しつ っ あ る要 求 を ど の ように して 最 も よ く満 足 さ せ る こ と

が で き るか に つ い て、 柔 軟性 と広 い 選択 を 与え る こ とが で き よ う。

〔註18〕 コン ピュ 一一タ産 業 とデ ー タ利 用者 の応答 の 概 要 は コ ン ピ

ュ ータ 諮 問 の 研 究 に 関す るス タ ン フ ォー ド研 究所(SRエ)の 第2報

告 書 参照 。

●

31.こ の点われわ れは諸 申請者が提案 されたサー ビスの開始 を迅速に実

施 す ると い うことに 関 しては、A[1?&miよ りも競争上不利 な立場 に置

かれて いるこ とを認識 している。彼 等の申請 の実施は請願 を却下 した

りして反 対 を解決す るための時間を要する こ ともあり、と りわけ・需

要 を立証 す るこ とが不 十分なために遅 れる ことが あ りうる。AT&T

は有線 ・無 線 の数多 くの長距離通信施設 と多様 な方路 を持っているの

で、 さ し当って必要 に なる新規 もしくは改良 した施設に対す る認可を

と りつけ ることな しに、新 しいサー ビスを(少 くとも限 られた規模で)

・開始す る だけの十分 な柔軟性 と予備 能力を持 ち合 せている。そ こで、

AT&Tに とつ ては 同社 の認可済みの施設 を用いてサー ビスを開始す

るた めには料金 表 を登 録 しさえすれば よいので あ る。そ こでAT&T

は参加 の可能性の ある新 参者が申立ててい る需要 に対 し、それ を実証

せ よと挑戦 し、彼等 の計画に関 して公聴会 を開 く必要が ある'と主張す

る一 方では 、諸申請者 に よつ て提案 された特 長の多 くを備 えたサ ー ビ

スを何時 で も開始 しうる立場に あるので ある。

●
52既 存 の キャ リアが特 殊な市場 の要請 を・迅速 に効率的且 つ効果的に

満足 させ、 しか も公共 独占 サー ビスに対 する増 大 する要請 の完全且つ

時機にか なつた充足を 害す る ことな くそれ を達成 し うるか どおか と

い う問題 もある。 わが国の成長 し変化 しっ つある通信へ の要請 を満た

す 責任 は現在 の ところ ベル ・シス テムに大方 集中 してい る。 そ して、

ベル ・シス テムを して全ての現存 し将来予見 し うる通信へ の要請 を迅
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かにそ して効果的に満足 せ しめ る ような形式 でこの責任 を果す るとは

次第次第に困難に な りつつあ る。 これはその よ うな要請が多岐にわ た

ること、全ての要請 を同等の効率 と資本 と迅速性 を もつて満足 しうる

施設 を設計 ・施 工する ことには 明 らかに問題が あ ること、それにそれ

らを建設 するためにベル ・システ ムが 調達 しなければ な らな込 資本金

額が形大 な もので あり、額が増加 しっっ あることなどにそれぞれ基因

している。新 キャ リアの参加は 急速に拡大す る市場に 新 しい特殊 なサ

ー ビスを供給す ることに伴 う負担 、危険そ れに開拓努力 などを、 こ う

した業務 を行 な う能力が あ り、 しか も進ん で引き受ける 用意 があ るよ

うに思われる多 くの新規 キャ リアに分散 する とい う効 果を もつで あろ

う。そ れは また急速に拡大 し、多様性 を もつ通信利 用者 の需用 を満た

す とい う試練に対応す るとい う通 信産業め能力 をも増強す るであろ う。

●

35.AT&Tは 特 殊 キ ャ リアの 参 加 は 規模 の経 済 性 を犠牲 に し・ 社 会 コ

ス トの増加 とい う結 果 を きた す で あ ろ うと主張 して い る。 しか しなが

ら、特定ゐ施設 を大規模に供給す るこ とに よつて達成 され る経 済性は ・

他方 面で の潜在的な経済性 を犠 牲にす るか も知れ ない。大 規模経済 を

実現う』るためには、単二 の供 給者 が多様 な業務 を吸収 しこそ して一般

的 槻 格 化 したサー ・スを提供 し鮒 ればな らないこそ れぬ って市

場 の特殊 な部分 にサ ー ビスす るこ とか ら前述の特殊化に よる潜在的経

済性が 引き出され るのであ る。 均一化 じた市場に よって特徴付'けられ

る比較的技術が安定 した時代 には、大規模 な単独の供給者 の効 用は・

向上 した技術の応用が あま ぐる しく変化 し・多種多様 な消費者 の欲求

に よつて潜在 市場が成長 しっつ ある時 代 よりも必然的にか な り大 きな

ものに なる。主 と して 音声向けめ要件 を満だす ように設計 された施設

を1非常に異なる要件 を もつttLタ 通信 に用いる ことは;両 種類 の利用

者が共 に不満 を もち 〔註i9〕 しが もキャ リアが主張す る ところの

規模の経済性 を損 うようなサー ビスの妥協 と広つた結果 を もた らす か

も知 れない。

〔註19〕 要す るにAT&Tは 音 声向けめ施設 をデー タ伝送に使 用
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する場合 のある種 の欠点 を認識 してお り、そ の点でAT&Tは 同社 の
カ

既 存 の 施 設 が よ ぎな くさせ られ て い る"進 化論 的 ア プ ローチ をもつて

デ ジタ ノレ伝 送 へ と漸 進的 に 向 い っ っあ る。 デ ー ト ラソ社 が 指摘 した よ

うに 、AT&Tは 明 らかに ζの必 要性 に以 前 か ら気 付 い てい たの で あ

る.べ 、レ.シ ス テ 破 術 誌 の19・57・4・11朋 噸 つ パ 専用 音

声電 話 回線 を 用い たデ ー ・伝 送 サ ゴ スの 櫛 目"耀 した 記事 で次 の

よ うに 述 べ て い る。..,'、

"電 話 ネ
ヅ トワ ニ久 は 音声 伝 送の た めに 開発 さ れた もの で あ り、 そ

してそ の 特性 は そ の 目的 に適 合 す る よ うに 設 計 さ れて い る。 そ こで 、

例 えば デ ータ の よ うに 明 確 に 異 な る 目的 の た めに 用 い た場 合 に は ・媒

体 と企 図 され た特 別 サ ー ビスの双 方 に 妥協 を強 い る こ とに なるか も知
"

れ ない 。

また ペル 研 究 所 記録(1969年6/7月 号)162～G67ペ ー

ジの"町 や 群 を横 切 る 伝送"を も参 照 。 そ の 趣 旨は 音 声 の た めに デ ジ

ー^タル 伝送 を 使 用す:る ことは ア ナ ログ伝送 よ.り も高 価 につ ぐことが あ る

とい う もの で あ る。 一 、,1

●

34.そ の上、× 規模 な汎用伝送施設を塀 凌的 均－k通 信 需要を離 すた

めに用い られ る場合 には規模 の経済性 が もた らされるか も知れない。

A・ ・Tの 繊 構 造のx大 な規模 ・その莫 類 財政上の要請 ・その垂

直的統合、・それに通信 テ ・ス の提供分野陸 ける独 占に麺 騨 な

どか らいつて 、個 々の特殊樋 洗 先取 り し剖 郷 戸 のが蚕 か

も知れない し、市場 の開拓や技術 革新 に手 をっ け る(ρが遅 いか も知れ

な い。 〔註20〕 特 殊 通 信分 野 に お け る競 争 は ウエス タ ン'エ レ ク ト

リック社以外の器機 メー カー…の市場 をも拡 大・し・技術革新 と新技術 の

導 入を刺激 するか も知れ馳 ・薫 の卦 小営業規模の新 キヤ!姫 サ

ー ビス対象 にな る撒 ニーズに対 して金神 経 を傾倒 で きるで あろ うし・

固定市場 を持 っていないか ら、いきおい顧客 を 惹きつけ 引き留めるこ

とが で き る よ.一うな種類 の サ ー ・ビス・を創 造 し生 み 出 さね ば な らぬ とい う

圧 力の下 に 置 か れ るで あ ろ うg・.
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〔註20〕 非 政 府 企 業 に よる 国内 通 信 衛 星施 設 の 設置 に 関す る報告

と命 令 一 一 括 書 類 番 号16495号1970年3月24日(22

FOO2d86)一 の 中 で 、 通信 委 員 会 はAT&Tが 衛星 伝送 を機'

能上 他 の 地上 マ イ ク ロ ウエ ー ブ ・シス テ ムや 同 軸 ケ ー ブル と 同様 に 伝

送 形体 の1つ で あ ると 見 な し・ そ して 衛 星 に よつ て提 供 され る通信 サ

ー ビス で 、現在 の 地上 の施 設 に よつて は 提 供 で き ない サー ビス は何 も

カ

ない と考えてい ると述べてい る(第26節 の脚 注 ア)こ とに留意 し

てい る。 しか しなが ら通信 委員会は次 の よ うに観測 している。1'
"現 時点におけ る国内衛星の最 も重要 な価値は

、それが特 殊通信 サ

ー ビスの既存 市場 におけ る競 争の有益 な役割を拡張 し、そ して衛 星技

術⑳ 特色 を反 映 した新 しい多様 なサ ー ビスを開拓す ることに よつて、
"

新 しい通 信市場を開 く潜 在性 をもつてい るところに ある よう思われ る。

(第25節)

喝

56.わ れ わ れは"ク リー ム ・ス キ ミン グ"の 主 張が 十 分 な 基礎 を もつ た

もので あ り、 こSに 提 案 され て い る よ うな新 しい参 加 の 禁止 を 正当 化

す る もの であ る とは 納 得 して い ない 。 ク リー ムス キ ミン グの概 念 は サ

ー ビス され るべ き全 港 市 場が 既存 キャ リアに よっ て実 際 に サ ー ビス さ

れ て お り、 そ して彼 等 が 需 要 や 技術 の変 化 に最 適 の迅 速 性 を もっ て対

応 しつ つ あ る とい う仮 説 に 基 づ い て い る もの であ る。 そ れは 存在 す る

市場 の 一 部 を 与 え る こ と な く、 潜在 的 参 加者 に は 参 加 の 余 地 が ない と

か 、 潜在 参 加 者 を惹 き つ け て い るのは 低 コス ト回線 の 上 に の つ てい る

ク リー ム(利 益)の み で あ る と極 付 げ て い る 。 しか し・ こSに 取 上 げ

た 申請 者 が 主 と して 興 味 を抱 いて い る のは 既存 市場 の ク リー ム ば か り

か 、未 だ 開発 さ れ てい ない もつ と特 殊 な サ ー ビス市 場 で ある よ うに 思

わ れ る。前 に も述べ た よ うに 、 新 参加 希 望者 は 全 て の 通 信利 用者 の 利

益 に 資す る よ うな形 で全 通 信 市場 の拡 大 を計 っ てい る の で あ る。

頃

3Zそ の上 、新 市場 の 開発 は 、 常 に最大 の需要 が 最 少 コス トで励 起 され

る こ う した特 定 の 潜在 市 場 分野 に は じ ま り・次 第 に 実 施 され る もので
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あ る。 とれは 全て の新 製 品 や サ ー ビスが 導入 さ れ る の と同 じ過程 で あ

り・既存 の キャ リア に ょっ て実施 され て い る もの で あ る。1948年

か ら1958年 に か け てAT&Tが オ ー ディオ お よび ヴィデ オ ・サ ー

ビス を開発 した際 、比 較的 大 口が 集 中 して い る都 市 の み を選 びそ の 周

辺地 域は 対 象 と しなかっ た。 そ の結 果 、通 信 委 員 会 は 放送 業者 や 諸 々

の コモ ンキ ャ リアに 対 して 都市 間 中継 施 設 を認 可 した 。 より最 近に な

つ て、AT&Tは 主要 都 市 間 で 使用 され て い る 高容 量 の マ イク ロ ウエ

ー ブ と ケー ブ ル施 設 の 費 用は 、大 都 市 間 に のみ 適 用 され る同社 の実 験

シ リーズ]1,000の 料 率 表 を正 当 化 す る と主 張 して い る 。 の み な ら

ず、AT&Tは ピッ ツバ ー グの ゴール デ ン ・ トライア ン グ ル地 域 と マ

ンハ ッ タンの 下 部 との 問 の み に当 初 設 け られ る州 間 ピク チ ャ ホ ン ・サ

ー ビス 〔註21〕 を導 入 す る計 画 を新 たに 提 案 してい る。

〔注21〕AT&Tは そ の後 そ の よ うな サ ー ビスの認 可を求 め た 同

社 の 申請 の 棄 却 を要 請 してい る。 しか しな が ら、 同社 は ピ ッ ツバ ー グ

にお いて ピク チ ャ ホ ンの サ ー ビスを提供 してい る。

●

J・8.諸 申請 者 の 計 画 の地 理 的 範 囲が あま りに も小 さす ぎ る とは 主張 して

い る ものの 、 〔註22〕 既 存 キャ リアは今 の と こ ろ提 案 され たサ ー ビ

ス に 必要 と され る付 加 地 域 を指 摘 す る よ うな こ とは して い ない。 委 員

会 に 提 出され て い る諸 計 画 は 初期 の 計 画 と しては わ が 国 の 非 常に 大 き

な部分 を カバ ーす る もの で あ る。 デ ー トラツ 社 が 提 案 した初 期 ネ ッ ト

ワークは 、 デ ジ タル技 術 の成 熟 水 準が デ ー タ伝 送 に対 す る最 大 の初 期

的要 請 を生み 出 した35の 市場 に限 られ て い る。 しか しなが ら;デ ー

トラン社 は 同社 が"デ ジ タル技 術 が 一 般 家 庭 に ま で拡大 され るに 従 っ

て そ の 利 用者 と な る居 住 地 区 の 利 用者 を も含 む"あ らゆ る有 用な州 間

お よび州 内デ ー タ伝送 市場 に サ ー ビス を提 供 す る よ うな シス テ ムと窮

極 的 には 拡大 す る計 画 で あ る と述 べ てい る。 デ ー トラン社 が 指摘 して

い る ように、 個 人 より も企業 や その 他 の 公 共 団体 が 現在 の と ころ 潜在

的 な デ ー タ 伝送 の圧 倒 的 多数 を構成 してお り、 しか も彼 等 の多 くは 主

要大 都 市地 域 に 集 中 してい る。 わ れわ れは デ ー トラン社 に よつ て提 案
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きれた よ うなシス テムが、一時 に全国規模 で建設 されるな どとは予期

してい ないが 、増大す る市場 の需要に対応 し うる ような秩序 ある通信

施設の拡大と発展 を期待す る。 〔註23〕 その上 く諸申請 者が 提案 し

ている特殊 専用回線 サー ビスの方路 を結合 した もの を もつ てすれば ・

や したザ ピや 酪 が とか ㈱ 中 しそ して相互vaec続 す るrと を ス・

企だててい る主琴者肺 の大 方を締 す ることが できる ように思われ る・

われわれは彼等が 市場 の発展 と共に彼等 の システムの拡大を 申し出る

こ とを期待す る し・拡大 地斯 対す る揮1]サ ー ビス の提 出醐 絶する

徴候は見 られ ない。 こ うした新 しい需要 に対応す る際に行 なわれる競

争は、 もし餌 の暢 が鵬 キ詞 アのた脈 保存 されてい る場合 と

比較 して、 より早 いサ ー ビスの地理的延高 もた らす であろ うことが

+分 予測 され る.最 後に 需要が・舐 るkし たがつて ・他 顧 客へ も

こ うした わ ・‥ クか ら出ぱ 線・つ 勃 公共 の利益 助 めに瀕

な場 合 に 通信 委 員 会 の決 定IZ)第2bi(a)節 と第21h'(d)節 に準 じて 設

け られ る支線 が サ ー どス を提 供 す る よ うに な るで あ ろ う。

〔註22〕 キャ リアが こうし端 株サー ビスの必要齢 ないと主張

拍 と同敵 中 舗 の計即 晒 罐 囲が小.さす ぎる と主張す るこ

とは矛盾 してい る ことにわれわれは留意す る。

〔註25)べ ・∴ システ ムと ウエ培 ン ・ユニオ ンも極 く貧弱 なも

のか らは じめて・次敏 弊 の規模醗 戻 して来 たのてある・ しか も

ベル.シ ステ ムは わが 国 の 人 口の大 ヰ に ザ ー ピス を提 供 して は い るが ・

撞 く小 さ な町 や農 村 部 に は サ ー ビス を 提供 して い ない。'

・9.干渉 と鍋 麟 デ ・ツ1ケー ジρ悶 カミ円縮 解 決 されると仮定 した

治 、(54-・ 旙 参照)ipれ わ坪 は撒 シス 治 の認可纈 存

コモ ン ・キャ リア ・サLビ ズの粍 金に影 響を与 えた り・70年 代 に計

画されている嘉 量 システら 鍵 を彰 甦 り1するという申立て ら

れている'恐れ には実際酪 拠が ある 雄 思 も'わない・ あ らか じめ われ

われは、有害 な影響が あるとい う主張 と・提案 され たサー ビスに対す

る公共 の需要が存在 しない とい う議論 の間には根本的 な矛盾が ある よ
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●

うに見受 け られ る点 に留意 した。 明 らかに もし公共 の需要が 完全且 つ

縦 に鵬 キャ リアに よつ備 だされてい るために申請者達が利 用者

を惹 きつけ ることがで きない とした ら・悪 影響は起 り よ うがない。満

たされてい 勒 公嬬 要が存在す るとい うより妥 当な前提 に立った場

合s.既 存また潜在的通信の ある種 の逸脱が起 るか も知れ ない。他方 ・

継 恒 ピ頚 刺働 果が既存 キャ リアに よつて伝送されている通信

量が 実離 増加す るか も知れltv>.(第29鯵 照)そ の上・癖 者

のあ る者に よつ て計画 され てい る ように彼等が都市 内配給 サー ビスを

も提供す る よ うに なれば 、その分 だけ 既存 キャ リア もi業務の 増加 をみ

よ う.既 存 キャ リアは繍 、新畑 キャ リア掴 じ条件の下 で 紬 に

競争 で きる し、 継 通信暢 の非 解 鍛 な,部分 を獲得 でき醐 も知

れない。 〔註24,〕 ま ことに彼等 の確立された立場 と特殊 サ ービス

の対象顧客酪 種 の通信サ 「 ビスを す く"にで も提供 しうる とい う事実

は 、この分 野に新 た陸 出 して来 る都 対 レて競争上彼等 噸 位 な立

場 を与え るであ ろ う。(上;己 第5コ 節参照)

〔註24〕 デー・.F.ラン社 の緯 が 同社は198・ 年ま球 デー柿

場 の お よそ10%し か 獲 得 し な い で あ ろ う と 予 想.し て い る と 語 っ た こ

と が あ る 。(Telecommnnioa七ionsRepoごts,Vo1..5.6,yVErZO

(1970年5月18日 号)5ぺrジ 参 照)・

●

40.わ れ わ れ が 公 共 に 対 す る確 立 さ れ た、コ.モシ ・キう'リア'サ ニ ビス の

比 較的小 さ なパ ー セ ン テー ジにか 園 ・漣 もつ 鞭 ない こ とを言識 す る

こ とが 醸 で あ る.、 〔註25・ 〕例・えば ・.A・&・ の現 在 の 州 間 業務 は

べ ・・.治 テ ムの 蝶 務 の縄 ・%し か 占め.て い ない 川 間収 入 ⇔

よそ8'7%は 長 距 離電 話 と広 域 電話 サ ー ビス(WATS)で あ り、そ

して ご う した後 者 の サ ー ビス はお よそ15i%の 年 間 成 長 率 を もつ てい

る。 〔註26〕 この種 の サ ー ビス を提 案 して い る申 請者 は無 吟 し、

こ う した サー ビス に対 して 好 ま し くない影 響を 期待 す る理 由は 何 もな

い。AT&Tの 専用線 、 プ ログラム伝送それに・その他の よ り特殊化

したサヨ スに 関する調査結果は 加 翻 ・のサ ー ・スの中斑 争会社
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の進i出に よつ て 浸食 され や すhも のは 、 同社 の 現在 の全 業 務 の2～4

パ ー セ ン ト台 であ ろ うこ とを 示 して い る。 そ の上 、 ベ ル ・シス テ ムの

施 設 は1980年 まで に4倍 に な る だ ろ うと推 定 さ れて い る。 〔註27〕

こ の よ うに 、 州間 特 殊 サ ー ビス に よつ て代 表 さ れ る全 業務 の中 の比 較

的 小 さ なパ ー セ ンテ ー ジを 占め る何ん らか の 部分 が 他 に 割 か れ る こ と

が(も しあ つた と した ら)、 そ れ が どの よ うに して 電 話 料 金 や サ ー ビ

ス に 実 質的 な影 響 を与 え るか ・ また電 話 通 信 の 急 速 な 成 長 に対 処 す る

た め に必 要 な施 設 の拡 張 に ど の よ うに して 遅延 や 支 障 を き たす の か 理

解 し難 い。 こ う した こ と とAT&Tが1980年 ま で に デ ー タ通信 は

同社 の ピー ク ・ネ ッ トワ ー ク負荷 の僅 か5～10パ ー セ ン トの量 に し

か な らな いだ ろ うとい う推定 に かん が み て、 わ れ わ れはAT&Tが 次

の10年 間 に 計 画 して い る 高容 量 施 設 は実 質 的 に ま た相 対的 に み て も、

現在 のパ ー セ ンテ ー ジ を透 るか に しの ぐAT&Tの デ ー タや 特寡 専 用

回 線 サ ー ビス の 非 常 に大 幅 な成 長 に 依 存 してお り、 当通 信 委 員 会 に提

出 され て い る諸 申請 を 否 決 す る こと に よつ てのみ 実 現 可能 で あ る とい

う議 論に は 価値 を認め る こ とは で きな い。 〔註28〕 同様 に 、われ
「

われに提 出されている資料 はひとつ と して、既存 キャ リアの統一一料金

表 政策 をあや うくする とい う結論 を裏付 けていない。新 参加音 の料金

が事実上 ベルの料金 より も低 く、ペルの統一料金 に関す る議論が正当

化 され るとか、 既存 キャ リアの料金 制に実際に脅威 が ある といつ たこ

とは証明 されてい ない。 も し公共の 利益 に反する よ うな結果 が現われ

た場合 には、通信委員会は 公共 の利益 を守 るのに必 要 な、適切 なる料

金表の登録に 関する措 置を とることが で きる。われわ れは 現在 当委員

会に提 出 され ている新 しくそ して多様 なサーービスに関 した問題 全体 を

考 える場合 に、 こ うした性質 の問題は施設の認可 の問題 として よりも、

料金表に関す る問題 と して取 り上げ た方が より適切 で あると考え てい

る。

41、料金 慣行 の 問 題 に っ いて述 べ る際 に 、 われ わ れは 逆 の情 況 が 起 る か

も知 れ ない 可能性 を見 落 して は な らな い 。 そ の可能 性 とは 既 存 キ ャ リ
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アが不当に低 額 、も しくは差別 的な料金表 を登録 し、それ に よつて市

場に競争あ特性 をもた らそ うとする新参加 キャ リアを不公平 な競争に

追いや るか も知れ ない とい うことであ る。 この点に 関 し、われわれは

AT&Tが 同社の潜在 的競合 サー ビスに費用を 引まわる価額 付けを し

た料金表を登録 し、そ れに よつて新規参 加の防止 や制限 を行 ない・そ

して それに よる損失 を同社 が独占 してい る長距 離電話や広 域電 話 サー

ビス(WATS)市 場 よりの収益で補填 し うることに留 意 してい る。

当委 員会は既に この問題に ついて、料金 決定原理に関す る調査(一 括

書類 番 号16258お よび18128)を 行 な う ことに よつ て意 見 を

表 明 してい る。 ま た国 内 衛星 審 議(一 括 書 類 番号16495)、22

FOO2d86,96に 関す る当 委 員会 の報 告 と命令 を 参 照 の こ と。

一 括 書 類 番号18703(FCO69-'1140)の 規 則制 定 案 に・関

す る通 告は 大 手 キ ャ リアが 料金 変 更 や新 サ ー ビス を提 案 す る際 に ご 当

委員会 に 提 出す る情 報 の 範 囲 を 拡 大 す る こ とを期 待 して い る 。'その 上 ・

当 委 員会 は近 い 将来 更 に この 問題 に っ いて の意 見 を表 明 し、 そ して 、

反対 補 填(cr。ss-subsldization)の 問題 を 明確 に す る と共 に そ

の防 止 と排除 を 指向 した 政策 を盛 っ た料 金 決定 規 準 の 設定 の 可能性 を

探求 す る で あ ろ う。

●

●

42.次 にその他の既存 キャ リアに ついて考 究 してみ よう。先 づ独立の諸

電話会 社があげ られ るが、 これ らは実質的にあえて取 り上げ るほ ど州

間 デー タ通信や特殊 専用 回線 サー ビスに従事 して いな い。実 際に彼等

の業務のほ とん どが都市内交換 やその他の都市 内サー ビス の提供で あ

る。彼等が州間 サー ビスに 参加す るのは主と して都市内配給施設の 提

厭 いつた硫 ある.こ うした情況の下で、縫 縮 議 中の諸 輪 の

認可に よっぞ どの ような悪影響 を受けるかを画き出す こ とは困難 であ

る。実際には、 こ うした諸 申請が既存 の都市内配給施設 の利用に依存

している ことか ら、新 キャ リアの参 加は独立電 話会社 の業務 を増加す

ることで あろ う。
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43.ウ エ ス ・ン ・==オ ・・社c船 噸 情 況は 黙 る ・同 社 の'"」一 ス'・シ

ス テ ムや テ レ ック スか らの収 入 ぱ総 収 入の そ れ ぞ れ 約30・ と15パ ÷漣 ン

ン トを占 め て お り・勘 の55パ ー セ ン 汝 量 報 ザ ビス やそ の他 くz]s・i:tir

－ ビスか らの収 入 と なつ て い る。 そ こで ヴ土ス タ ジ ・ユ ニ オ ン社 に 対す

る潜在的曝 はべ… システム緒 の他の独立酷 会社悶 拍 蹴

太きは る。 しカミしなが ら・こφよう諮 在的躍 は公共の利益全体の

見地に立って評価 され るべ きものごあ る。先づ第一に ・既に詳細 に述 べ

たよ鵬 わ劫 桝 縦 砒 較的朱殿 の市場のシエ^アについ備 じ

ているのであ り、 この分野 では 目前 の需要が非常 に急速に 成長 しつつ あ

るので ある・第二 に・糠 さ獅た サー ビ榔 存 キャ:リアの現行 サ]ビ

スでは満た されてい な伝需要に対処 するだめに設計 され ている。その上、

われわ れは新 市勘 供給 の競合.サー ビスvaよ つて最 も'よttく充顧 れ ると

信ん じている.第 三 に、われわ れは主 と してづ澗 施設の鰍 に関心を抱

」 てい るの で あ る. 1この ことvaeereし て・ わ れ わ れ は ウエ ス ・ ン ・n二

㍗ 頒 とん 斑 場合 に 自社 の搬 を使 わ ず ・そ め代btZCAT&・Tか ら

リー ス した リレ ン タ'ルした施 設 に大 き く依存 して い る点 に 留 意 す る。 事

実 、 ウエ ス タ ン ・ユ ニオ ン社に は 、 シ ンシ ナテ ィか らア トラ ン タま での

方 路 の施 設に つ い て 最近 提 出 した 申請 以外 には 新 施 設設 置 め た めの確 立

され た パ タ ー ンは ない。 最 後 に 通信 委員 会 は 、 そ の事 務 局 に 年収8,600

万 ドル と推是 され て い る ベル ・シス テ ムのTWXシ ス テ ムを ウエス タ ン

.ユ ニオ ン社 が 構 入 す るた め の 申請 に 関 じて 裁決 準 備 を と との え るよ う

指令 した こ とを 発表 した。 こ う した 全 て の要 素 を総 合 して わ れ われ は現

在 以上 の競 争 を 導 入 す る ことは 十 分 可能 で あ り・ 前述 の 新 サー ビス(第

50～ ろ5節 参 照)か ら期 待 され る公 共 の利 益 は ウエ ス タ ン ・ユ ニオ ン

に 対す る潜 在 的 な危 険 を上 廻 っ てあ ま りあ る とい う結 論 に達 した 。 とに

か く諸申請 の認可 に よっ て、大衆が現在 享受 してい る ウエスタン ・ユ ニ

オ ンのヂ ビスが失 われ るとい う確註 証拠は無い し・それ と共 に現在

難 中の 申請 を認 可三す る』ととかち生 れる新 しい多様 な より低廉 なト ・

スが提供 され ることか ら、多 くの利益 が もた らされる とい う調 査結果 に

は非常に堅 実 な基礎が存在 する。
-34二一
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44.し か レなが ら最 樋 要鰺 全文横 は・通信法畔 っ樋 顕 貴会には・

齢 の目的、鯨 んずく、同湖1敵 述べられ品 題 的達成への悪

影響を制 欲 めに公共の溢 を靖 ために必畦 騨:腿 を採る恒

な蹄 与えられ照 る垣 鱗 あるrもち鱒 信委員会はぱ

へ の サ_ビ ス の全 体的 な低 下 を許 す もの で も・ ザ ー ビスの 開 発 に 対ず る

障害を許すものでもな6.這 麩麹 可C味 ζ1'当委員嬬 密かつ

継続的 な吟味の対象 と なる。 もし悪い結果が 発生 レた り、発生す ること

棚 らかな嚇 には、委鹸 は大衆を保護するの吻 藪 あ雄 正処置

姻 ・予防策など繰 こと鱒 ごr呈然 … 、れている跳 ・
料熊 とρ 関連⇔ 庭 働 な蝉 をとる,ことが で芦 のである・その

上 鱒 さ越 施設泣 めの認可の更娠 は込 共の蕪 鴎 才る髄

結果が要求されるし泌 要条件を厳 て'い競 れぱ ら勒 のである・

その上、通 信 委員会は幅広 い規則制 定権能 をいつ でも行使す る ことが で

.きる.最 後に・われ拠 は略軸 椎 やそρ他の雄 を欠 く反競争醜

行、もしくは・鱒 頭 の利得ほ ら勒 運 の耳 的舗 強 な㌍ ら

競争寮 守 る脇 には・競争者醸 して保護 の傘をさ しρべるつ もりは

な い 。

唱

v

45、 要す るに、 われ わ れはいまやこの分野に新 キャ リアが参加す ることに

よって論理的 に期待 で ぎる利益 が実際に実現 で きるか どおか を見極 める

機会 を持つにいたつ た。 われオ2れは最少 限度の危険を冒す ご、とに よつて

それを籠 うことがで きるのである.託 泣 機会煤 求することに失

脚 ば・1っのキヤ噸 綱 通信市場を支晒 どい頷 在の精

翅 赫 遠端 くであろ うし汐 劫 れは大衆が 靭 よう韻 をしひ る

のか知ることもで 麺 ⑰ 頚 ・結局のところ・大衆の利益にか泣 よ

りよき道 は、積年 の醐 を甲嚇 ク ・ウエーブ'・㌃ ビス の拠 も

違乱 て、働 果を防ぐため酋 重注 意を払っ妊 で 可能翻 益を
し

実鯛 ために門戸を瞬 擦 、趨 ろうと狸 煕 ㌘ える6

45:あ∴ しぽ って、この発殿 上b市販 頑 溺 瞬 争が+分
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実現可能であ り、そ して新 キャ リアの参加 で新 しく多様 なサ ー ビスが提

供 され ることに よる公共 の利益が期待 され る限 り、審議 中 また将来予見

される諸 申請 を特殊な サー ビスの提供 面での既存 キャ リアと競争 させ る

ことに より公共 の利益 に役立つ か どおか といつた広範 な問題や ・申立 て

られている施設の重複 とか、新サー ビスに対す る需要 に関す る一般論 ・

それに統一料金表 政策や既存 サー ビスに対す る影響 といつた 関連 問題解

明のための公聴会 に付す る必要はない。 関連 者は当審議 への意見書 の形

でこの点に関・して思 う存分 に彼等 の意見 を表明す ることがで きる し・当

委員会 は もちろん政策 を決定す る際に提 出され た全 ての 資料 を慎重 に検

討す るで あろ う。 しか しなが ら、この審議 の結果決定 された裁決は特別

に際立った情況が存在 しない限 り、こ うした諸問題は この よ うな諸 申請

の 目的 とは関係 が ない とわれわれは あえて勧告す る。

浪

45.のb前 述の諸節(第25～45のa節)は われわれが意見 を求 めて

い る問題Aに 関す る事務 局分析 で ある。残余の問題 に関す る通信委員会

の後述の提案は問題Aの 分析 を前提 と してk・り、 したがつ て委員会に よ

る問題Aに 関す る裁決に かか る修正に よつて左右 され る。

B.経 済的理 由に 基づ く相互 排他性 に関する主張

46.問 題Aに 関す る事務局 の立場が当 委員会 に よつて採 択 された場合 に・

関係 して来 る もう1つ の主要 な問題は経済的 な理 由に基づ く申請者間 の

相互排他性 の主張に どの よ うに対 処す るのが最善の道 であるかとい うこ

とであ る。 この問題は 太平 洋沿 岸をめ ぐる諸 申請に よっ て例証 され た も

のである。デ ー トラン社 もMcエ も共にそ れぞれの全 国規模の ネ ッ トワ

ークの一部と して太平 洋沿岸の方 路を提 案 してい る。 その他に少 くとも

5っ の 申請者 がMOエ が提案 してい るの と同様 な特 殊専用 回線 サー ビス

を提供す るための太平洋岸方路 を提案 してい る。 しば らくの間、申立て

られている周波数使 用問題に関 しての論争 は棚上げ に して・全て とは い

かない まで もこ うした問題の大半が 他の方法で解決 されると仮定 してみ
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る と、われわれが 当面す る問題は 、経 済的排他性 に関す る比較公 聴会 を

開 くことが果 して公共 の利益 のた めに必要か 、 もしくは好 ま しいか どお

か とい うことで ある。

4Zわ れ わ れは デ 一一トラン社提 案 の シス テム は別個 に=考慮 す べ き もので あ

ると考 え る。 同社 の み が 交 換 、 副 次的 使 用 、全 デ シタル なデ ー タ伝送 専

用の エ ン ド ・ツウ ・エ ン ド ・ネ ッ トワー ク を提 案 して い る。 そ の他 の 申

請 者 達 は 、 デ ータ 伝 送 を 含み は す るが 主 と して加 入者が 彼 等 自身 の需 要

や 要請 に 応 じて柔 軟 な利 用 をす る こ とが で きる 低額 の通信 チ ャ ン ネル の

提供 を 狙っ た 、 多様 な専 用線 に よる ポ イ ン ト ・ツ ウ ・ポ イ ン トの 特殊 サ

ー ビス の提 供 を提 案 して い る。 デー タ伝 送 に関す る限 りは 相互 に競 合 し

は す るが 、わ れ わ れ には この2種 の提 案 の 間 に は十 分 な差 異が 認 め られ

る ので 、 この両 方 の種 類 の サ ー ビスが 利 用 で き る ことで 公 共 は 利 益 を享

け ると保 証 す る こ とが で きる。 そ れ ばか りか 、 現在 の と こ ろ デ ー トラン

社 の 申請 を認 可す るこ とがMCエ をは じめ他 の 専 用 回線 サ ー ビス を申請

してい る申請 者 の 参 加 の機会 を妨 げ る よ うに は 思 われ ない 。

48,わ れわれは 既存 キャ リアに より提供 されているサー ビス と全 く・ もし

くは主要 部分 が重 複 してい るサーゼ スの提 供を狙っ た り、静止 的市場へ

の参加を求め ている申請 を扱っ ている訳では ない。事実諸 申請者 は比較

的新 しく潜在 的 には非常 に大 きな市場 の開拓 を求 めているの である。 潜
潜

在 的 デー タ伝送 市場 の 予 測 は 幾つ か の 競合 す る キャ リア間 の 競争 が 実 現

可能 であ る こ とを示 して い る。 例 えば 、初 期 シス テ ムに3億4,900万

ドル ほ どの 投 資 を計 画 して い る デ ー トラン社 す ら1980年 ま でにデ ー

タ市 場の わず か 約10%に しか サ ー ビス を提 供 で きない で あ ろ うと予 測

して い る。 も し潜 在 デー タ市場 の こ う した僅 かな 部分が デ ー トラン社 の

業務 を十分 賄 うと した ら、 既存 の キャ リアが デ ータ伝 送 市場 の残 りの90

パ ー セ ン トの実 質 的 な シ ェ ア を首 尾 よ く獲得 す る と して も 、他 の 新参加

キャ リアに は 十分 な機 会 が あ る筈 で あ る。
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49.の み な らず前述め よう に 、・MGエ その他 の申請 者は データ伝送以外 に

他の専 用回線 サニ ンビスめ提供 を計 画 して礒.鶴 の提 案ぱ 本的には
ス サ に カ

似 た よ うな もの で あ るが 、そ れ ぞ れ 個 々の 加 入 者 の要 請 に応 じた ・特註

サ_ビ スの 提 供 、 つ ま りどの よ うな特殊 な加 入 者 の要 求 に も応 じた サ ー

1・スを提供 しようとい うもの賜 るご 提案 ぎれ 端 ヂ ビス髄 設の使

用に関す る程ん ど全で の搬 を縦 して鋤 ・・厩 存 ギ初 ポ憶 う で提
1

供 され てい るヂ ビス'とはか な ぱ つた様相ぞ呈 してい る・㌧〔註2'・91ウ

甦 る遜 につき多鮭 シヌデム醐 発さ幅 窃 ぢうじ・都 ぎ の

シスデムは大衆に荷ん らかの価値を提供ず為ぞ あろ'うiがら・運 営成長 し

て行 くの'に十分な顧客を惹きつけるであろうボ大方の経営の成功は申請者
1
者 と露 髄 劫 独創性、企業心それぱ 肋 銚 な狭 いに依存する

で あ ろ うが 、変 化 しっ っ あ る環境 を長 年 に わ た つ て利 用 して、 特定 の シ.
'
ス テ ムを利 用す る十 分 な企 業 を 惹 きつ け る よ う・な サ ニ ピズ と機 器 を開 発

し た 申 請 者 が 経 営 に 成 功 す る で あ ろ う。

〔註29〕'・ 。mp・ ・i・ ・.a・d'T・'・ ・C・m輌i・ ・輌hぶ 公 共 の 政 策

問 題.マ ジ ソJyk9よ び ウ オ'一 一 著(プ レ ツ テ イ ズ ば ニ ル社119.1・7・o)

184、186～187ペ ー ジ 参 照 。

'ゴ r'1ぷ
.・三パ ・

50.競 争が妥 当に実現 可能 であ り、'しか も'実質的 に公共 の利益 に大いに 寄

与す ると期待 され る'とうした情況の下でぱ ・1特定 の地理'的区 画におけ る

新 しい参加を実 現す るために、幾 づかの 申:請者め 中の1つ を'"選 ばれた

手段"と 三じて選択 した方が公共 の利益 に∫が云 う・ど1の結論は下Uiio'"ねゐ 。わ

われわれは利 用者に彼等が ど¢1よ:一う・に じて最』も・;よ・〈彼 等 の増 大 じ変化 し

つっ ある特殊通信 への要請 を満足 ざぜ るが』と射り た 這とに関・じで柔軟性

と広い選択の範 囲 を与えるべ ぎであ 肴ど考える1。・申請⑳ 継り かば 申請 者
'
カ1再建の地域 で独 占的JsE場C既 存 ギヤ リアことの競争 を除 いて)を 獲得 で

きるど とを期待 して提 出'された ものであろ'う'がら・幾 づ がの申言青は 、複

数の参加を訂 し已 ど訪 われわれの提案 を知って創 糺 だ り〉・実施

しない とい う意 思決定 をず るかも知れ ない。綾 つかの参 加 を十分 に支持

し うるほ どの 潜在 的 な需 要 が 存 在 す るの で あ るか ら、 認 可 され た1申 請

一58一

臥



]

●

麺 失敗は離 酪 の欠如の結果 ではな く・む しろ公共の要請を予測 し

、それ 疏 え るだ助 能 力が無 かった とい うことになるであろ う'・しだ

:がつ忌 そ の よ孚、嫡 参加 キャ リアの蜘 は実質的 な損失 とか ヂ ビス

の低下と煙 口 ととは響 換 ぬ よ・うに 貼 れる・そ の代 りに・ この

勧 通信わ ビスに対す嶺 聖 ・靹 もな く他の新キャ リアや鵬 キ

ャ リアに よつ て満 さ れ る であ ろ う。 実 際 に も し新 参 加 キ ャ リア の全 てが

翰 効果的即 繊 興 瞭 壁 研 倒することができ勒 とした ら・

・それは多分鯛 勧1瞬 や黙 アカミらよりよい㌃ ビス・ もしくは より

低 い 料金 の サ ー ビス を 受け る こ とが で き るか らで あろ う。

50.のaこ うした状況の下 で、 比較公 聴会 を現段階で 開 くことは適切 で も

効果的で あると も思われ ない。 しか しなが ら、 これは将来何ん らか の処

置(例 えば規則の設 置 とか、認 可の更新の際の比較公聴会)を とること

が必 要には な らない ことを意 味する ものでは ない 、 もし市場が新 キャ リ

アを して公共 への特殊 サ ー ビスの提 供やそ の継続 を不可能にす るほ ど分

散 して しまつた り、公共 へのサ ー ビスに悪 影響 を及 ぼす ようなときには

対応処 置が必要 となろ う。 しか しその時 までに・われわれは市場 の潜在

性や成長 に適 した システ ム数、新参加 キャ リアの相対的能力や機能・そ

れに 開発 された特定 の"特 註"サ ー ビスに よる利用者 の満足度 といった

ものを評価 するのに役 立っ経験 的基礎を持 つにいた るで あろ う。 こ うし

た ダイナ ミック ・ファク ターに 関す る現在 の予測には、われわれが 見る

ところでは実証的 な公聴 会の開催に よつては実質的に資す ると ころが な

いで あろ う。そればか りか、現段階 におい て長 た らしい比較公聴会 の開

催 を回避することは、大衆に透るかに早 くサー ビスを提 供す ることに な

る、これは全ての申請者が 主張 してい るところであるが・ われわれ もこ

うした サー ビスが現在必 要で あると信ん じて いる。

50.のbわ れ わ れは 大 平 洋 沿 岸 の諸 申請 を例 と して 用 いたが ・ 同 じ地 域 も し

くは 近 い 地 域向 け の 方 路 に対 して1っ 以上 の 申請 が提 出 され て い る他 の

諸 件 に も同 じ考 え 方 が あては ま るで あ ろ う。 〔註50〕 そ こでわ れ わ
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れは一般 的にいって認 可が公共 の利益に 資す るか どおかを決定す るに当

って、一組みの申請毎にその得失 を=考慮 す るよ う提案 する。われわれ は

現在 委員会に 提出されている より排他性 にっ いての遙かに強い証拠 が提

出された り、特定 の情況の下では公共 の利益 のためにそ うした措置が要

請 され るのだ と説得 され ない限 り、経 済的排 他性 に関す る比較公聴会の

開催 を提案 しない。

〔註50〕 しか しなが ら、 われわれは 申請者 達が異 なる中間サー ビス

地点 を計画 してい る場合 には、経 済的 排他性 の主張の根拠 は更に薄弱 で

あ ることに留意 している。
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「

ベ ル ・シ ス テ ム の デ ー タ 通 信 に は た す 役 割 ・

ウ ィ リ ア ム ・M・ エ リ ソ グ ハ ウ ス

ペル ・シス テ ムは長 い間 コ ン ピュ ー タ と関 係 して きた 。 とに か く最 初 に電

気 的 に オペ レ イ トされ た デ ィ ジタル ・コ ン ピュー タはお よそ50年 前 ベル研

究 所 で組み 立 て られ た の で あ るこ そ して あ らゆ る近 代 的 な コ ン ピ ュー タは ベ

ル電 話研 究所 で開 発 され た ソ リ ッ ド ・ス テ イ ト技術 をベ ー スに して い る。

わ れわれ は ま た 巨大 な コ ン ピ ュー タ ・ユ ーザ ー で もあ る。 現在 ペ ルに は

1,000台 以上 の 汎 用 コ ン ピュ ー タが 稼 動 して い る。 わ れ われ は こ れ ら・コ ン

ピ ュー タの潜在 能 力 の大 き さ とそ の ポテ ン シ ャル を実 現す る ため に 通 信 が ど

れ ほ ど重 要 な ものか を学 ん で き た。 しか しなが ら私 は 次 の よ うに も考 え る。

す なわ ち コ ン ピュ ー タが も うひ とつ の コン ピュ ータ と通信 す る とい う明 らか

な需 要 以外 に 、情 報処 理 産 業 と通 信 産 業 の間 に は い くつか の つ なが りが あ る。

例 えば わ れ わ れは 類似 した技 術 の あ る もの を共 有 で き る し・そ の 種 の技 術 は

急 速 に 変 化 して い る。 ま た通 信 と コ ン ピ ェ ータ市場 では顧 客 の 要求 は 急激 に

変 化 す る。 そ して この両 産 業 は 人 類 の活 動 のほ とん ど の 局面 に 大 きな影 響 力

を持 っ て い る。

さ らにわ れ われ はお互 いに 結 び つ い て お り、 時 にそ の 関係 が ゆ ら ぐこ とは

あつ て も・ あ らゆ る幸 福 な結 婚 と同 じ よ うな 状態 に あ る。 私 は この コ ン ピュ

ー タ と通信 の結 婚 が今 後 永 い間 続 い て ゆ く もの の ひ とつ で あ る と確 信 してい

る。

1970年 代 は 米国人 が 彼 らの ビジ ネ ス、産 業 、 研 究所 お よび 彼 らの家 庭

を経 営 した り、運 営 した り して ゆ く上 で ま す ます 通信 の助 け を必 要 とす る時

代 であ る 。 そ して この期 間 は コ ン ピ ュー タに 匹敵 す る もの の時 代 だ と私 は 付
ぽ 方

言 したい。す なわ ちそ こには 今 日進行中の通信の分野 におけ る 革命 が あ

る。 もち ろん急速 な技術 進歩 と さま ざまに移 り変わ る顧客 の要求 がそ の革命

を生起せ しめ る力 となつた。 しか し両方 の産業に影響を与え るより重要 な も

のは通信 産業の構造 に存 している。 この構 造を形成す る要素の相互 作用は通

信産 業 におけ る変 化の速度 を設定す るば か りでな く、ある場合には通信産 業
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の将永 暗雲 をたなび かせるかの ように見 えるぷ つか の不 安定要 因を もつ

くり出ず ので あ る。

私は 今 日で こでそ れ ら不 安 定 要 因の い くつ かに つ い て お話 し ようと思 う。

≒、い うの は デ ー 極 信 ユ ーザ ー間 す る サ ー ビス業 激 勒 極 信 会社 ・ こ

と にペ ノレ・'ジス テ ムの 役 割は そ れ ら不 安 定 要 素 のひ とつ と なつ て い るか らで

吻.る・相 ・私が こ こで偏 する目的はわれ われの ノrハ ウ宍 び実馴 区

便 している技術 について と同様にごデー タ通信 ユ ニザ ニに対す るサ ー ビスの

決定 と計画 について何 らの疑問 もない よ うにす る とどである。

では 詮 最初 に現在k・よび7・ 年代⇔ けるペル 泣 寄 ムの交換 わ ト

ワ ークの 能 力 に つ い てお 話 をす る こ とに し よ う。

(

4倍 の 増 加'

過劇 ・年間掴 内の琴癬 …]姑 湖 る同齢 ・ル搬 ・倍臓

つ た・弔 その ネ ・17-、 ク蝋 よそ'6億 …'・ ≒イ・レの謡 同齢 含 ん

そい る。さ らに次 の10年 間に、われわれ ば回線の 距離は4倍 に増加す るも

のとみてい る。 この拡大の内容 とい うものは今 日の それと同 じではない。そ

こに使用 され る施設 は今 日研究所の屯に ある ものか広 範な能力の 増大 した も

の 、 す なtlち そ れ は こと)10年 間 に もづ と もう と低 い コス トで現 わ れ て くる も

もの で あ る.国 内 通 信 衛 星 は 地 上 の 泌 われ の ネ"・・トワー グ と接続 し・ これ

は ミ リメ三 夕ニ.噛 ウェ・イ ブ ・ガ イ:ド ・・法 治 とか ジ ザ 』 とい つ たか た ち

まで、将来 のわれわ れの計 画に卓越 した未来 図 を描 くのである。

ベル研癌 は レーザー撚 の離 を世に発表 ・したが ここ撤 レーザー通信

の時代 に より二 層近 らけ るも『のである。才 た現在の伝送技術には ドラマ テイッ

。 クな変イピが進硫 てい る.'腹 ばわれわれは最 近主要 な マイグ ウエ イプ

ジステ ・綱 あ勧61一 声噛 ら↑2・∴0
、0'0回 搬 で2 、倍の 回

線 能 力 に 拡大 した 。

これ は196'・b年 代 初 期に サ ニ ビス を始 め た ほ とん どの マ イク ・ ウエ='ブ

.シ ス テ ムの ギャ バ シテ ィの4倍 で あ る。 われ われ は また長 路離 回線 を拡 大

す るk.高 性能 同 軸 ケー プ・∴ シス テ ムを利 用 して きた・ag67年 以 来 使
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用 し.てきた麺 融 ケ ー プ・レ単一 、の ケ.一プr・ 、2・… の ツ ー ウエ 橿 話

回線 を提 供 す る.し か しなが ら今 回 ら酬 は べ … 〃 テム が81'OOO回

wavaの ぼ る現在 の シス テ ムの 能 力鱒 棋 る,Fと ㌍ 能 に して剖 蛯 同時

に,。,。 。。回線 の 能 力 酷 っ新 し鴎 重 同軸 シス テ ・ ・サ ー ビ魂 それ を

ふ りむ け、るこ とも で き る、。. ..

デ ィ ジ タ ル 伝1送 ・,

19,。 年輌 ご㌫ 嗣 直径 ・インチの単一の・・イブの中rそ

・5.・,… の ・一 ・・、工偵 嗣 縦 提供 する新 し閾 下蝉 システムの

設置 を 開始 す るだ う う。、 、

。もしわ肋 れが1・z・ 年価 馴 するよう極 信の需酬 大に直面す る.

とすれば、ネ・,ト・プ の機鱗 大助 至ζなろう・、レ具 纏 われは新規

雄 送技術を齢 してゆ くことに担 うし・,、㌍ 最 樋 要訓 解 ディジタ

ル 伝 送 に 関 す る も の
、で あ る。.,.、

今日、われ洞 の離 離通信魎 主要な拍 はデ'・ジ・元・・システムを

採肌 仙 る.註 剛 離通信はデ〃 ・・レとアナ ヴ の輌 で鯛 が鞠

で、われわれは これ らρ璽 ムをもつと.もつとデイジ・7峻 典 てゆ く

で あ ろ う。

将来の蹴 のい くば くか・例え噸 ㌢ ステ娘 完警 ガ ㌍ 畔 され

るであろう.デ,ジ ・ル伝送はその他治 の顛 の中でも巽 嵐 めである・

.とhSの はそのデプ 鵡 に興 るXU腿 坤 拠 の ビジネ牢 抽 て・現

碑 速にその趨 る舗 猷 させて、い るか ら随 ・ じ力銅 離 デ・ジ

・頑 迷は デー・、と同.じ.よ坪 苦輪 よび音声 ・パ ージ肺 も翻 し得る

、もρである.、励 われは アナ・グ適 言蹴 で鯖 っているようにさま'ざま.な

醐 の巨 ビ培 徹 う地 にそれを利用す照 畦 たて㌣ る・、rれ障

、う.あるべきもので・可鱗 かぎリイ剛 格で解 挫 琴とする顧 ρ㌃ ビス

.を燃 す鋤.・ それは現鵠 取'れ てい鱒 嘩 設の もの醸 顧 れるべ

き で は な い 。.一 ・

従って われわれは テレ ・〉 二 ヶ一'シ主 ネ ・ ・㌃ クの範囲内でデ ・
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ジタ ル施 設 の 利用 をふ や して ゆ くよ う計 画 して い る。

60都 市 に わ た る ネ ッ ト ワ ー ク

('

わ れ われ は この10年 間 の 中頃 まで に お よそ60都 市 に わた つ て サ ー ビス

活動 をす る デ ィ ジタル ・ネ ッ ト ワー ク を持 つ よ うに なる だ ろ う。 他 の ネ ッ ト

ワーク と同 様 、 この新 規 な ネ ッ トワークは 機能 的 に分 離 した もの で 現在 の全

国組 織 ネ ッ トワー クに 物 理 的 に統 合 され る もの では な い 。 この ネ ッ トワー ク

は長 距 離 デ ィ ジタル追 信 シ ス テ ムに 利 用 され る予 定 で マ イ ク ロ ウエ イ ブ ・チ

ャンネル と 同軸 ケ ーブ ルの 両方 で オ ベ レ イ トす る。 そ して 多様 な デ ー タ ・ス ピ

ピー ドの サ ー ビス を提 供 す る もの で 、 これ には装 置 メー カ ーが 今 後10年 間

要 求 ない しは 必要 と して い るあ らゆ る 範 囲 の速度 幅 を 含ん で い る 。 コ ール完

了時 間 一 これには ダ イヤ リング 、 ス ウィ ッチ ン グ、呼 び 出 しを含む 一 は

だつ た数 秒 で よい だ ろ う。 究極 的 に は これ らの ネ ッ ト ・ア ップ ・タ イ ムを1

秒 以 内 にす る こ とを考 え て い る。典 型的 な コール に と つて 、 この ネ ッ トワー

クvatsけ る エ ラー ・パ フオ マ ンス は1,000万 ビッ トあた り1エ ラー 以下 で

収 め られ るべ きで あ る 。 わ れ われ は.1974年 の初 め ま でに 、 プ ライ ・ライ

ン ・ペー ス で この ネ ッ トワ ーク の運 営 をす る計 画 で あ る。

●

ネ ッ ト ワ ー ク は 現 在 こ こ に あ る

この ほか には現 在 お よび将 来 の デ ー タ需 要 に役 立 つ よ うなネ ッ トワー ク建

設 も行 な って い な い。 け れ ど も ピク チ ャー ・ホー ン ・サ ー ビス の拡 張 は 高 速

度 デ ィ ジ タル伝送 シ ス テ ムを 含 む 予 定 で、 これ は 画像 対 面 通 信 と と もに デー

タ も運 ぶ ことが で きる 。 わ れ わ れ は この ピク チ ャー ホ ー ン ・サ ー ビスを1973

年 ま でに8都 市 で運 営 す る予定 で 昨 年 そ の種 の施 設 の運 営 に 入 っ た。 これ は

1秒 間あ た り1・3メ ガ ビ ッ トの デ ー タ伝 送 速度 を提 供 す る もの で あ る 。 しか

しデ ー タ ・ユ ーザ ーは 世界 最 大 の情 報 ネ ッ トワー ク の稼 動 を1975年 ない

し1980年 ま で待 た ね ば な らな い な ど とい うこ とは な い 。 ネ ッ トワーク は

現 在 存在 してお り、 い か な る形 態 の情 報 を いっ で も どん な場 所 へ で も伝 送 す
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る よ うす で に 使 用 され て い る。 さ らに ネ ッ トワー クは 需要 の 変 化 や 増加 に従

っ て コ ンス タ ン トに 修 正 され た り拡 張 され た りす る もの で あ る。

だ が しか し一体 ベ ル ・シス テ ムはそ の よ うな世 界 最 大 の通 信 需要 に は た し

て対応 で き るだ ろ うか?私 は わ れ われ が か っ て経 験 しなか つ た 事 実 そ れ は

私 もあ なた が た も知 っ てい る よ うな あ らゆ る事 実 に 直 面 して この 疑 問 を持 つ

た 。 例 え ば 私 は あな たが た に思 い 出さ せ る必 要 は ない だ ろ うが 、 ニ ェー ヨー

クは 需 要 が い か な る予 測 を も超 え て 増加 して いつ た ひ とつ の 場所 で あ る。 た

しか に われ わ れ の見 積 は 強 い成 長 を予 測 して いた 。 しか し現 実 に あ らわれ る

需 要 の増 加 を 予期 しては い なか つた 。

私 は個 人 的 に 感 じて い るの だが 、 ニ ェ ー ヨ ー ク電 話 会 社は 正 常 な状 態 にす

る ため す ざ ま しい 仕 事 に 取 り組 ん でい る。 実に大 量 な建 設計 画 一1969

年 と1970年 に1.7億 ドル ー は新 しし(施設 を提 供 しつ つ あ る。 引 き続 き

増 加す る需 要 に サ ー ビス す る た め数 千の新 人 が 雇 用 さ れて い る。

デ ー タ:20億 ドル ・マ ー ケ ッ ト

o

プ

私は あ らゆ る変化の中にお・け る困難 な状態か ら脱 するまで・すでに提供さ

れている信頼 のおけ る基礎 施設の上に新 しい機能 を建 設 した い と思 っている。

私は ニューヨークやそ の他 の地域 のある種のユ ーザーが直面 して いる問題

を過小 にみ くび るつ もりは ない。 しか しそれに もかかわ らず米国 のほ とん ξ・

そ して ベ ル ・シス テ ムの 顧 客 の大 部分 に とつ て サ ー ビスは 良好 で あ る。

データ通信の分野 で、私 は と くにそれ を とりあげ るのはそれが世 の非難 を

受 け た分 野 なの で ・ わ れ わ れ は ほ とん どの場合 に お い て需 要 に 対処 す る こ と

が で き るの であ る。 こ の分 野 で は われ わ れは サ ー ビスが 悪 か った とい わ れ て

も仕 方 が な い。 しか しなが らそ れ は一 部 の人 々が 公 表 して い る よ うな ベル の

デ ー タ市場 に 対 す る熱 意 の欠 如 が 原 因 なの では な い 。

現在 のATTの デ ー タ通 信 の売 上 高は4億5,000万 ドルで あ るが 、]980

年 ま でvaは これio"sATTC'CS…Xそ20億 ドノレ垣 くの 麩 を 瞥 破 もの と

み られ て い る。 あ なたが た もご理 解 い ただ け よ うが 、 これは わ れわ れ の ビジ

ネス の 中 で全 く重 要 な 位 地 を しめ る ものだ し、.サ ー ビス を良 く しなけ れば.な
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らた広 もの の ひ とつ で あ る。'"・,・ エ"i・1

例 えば わ れ わ れ は50万 ピッ:ト/秒 までの お よそ20の オペ レ ィ シ ョンt'・t

スービ_ド を持 つ 約75の 異 っ た タ イ プの デ ー タ ・セ ッ トを利 用 で き る よ'うに

した。・先 月末 、そ の 他 のデ ー タ ・セ ヅ トを紹 介 して お吻 ぐ これは そ れ以 前 の

低 速 セ ジ トよ りも低 料 金 で運 営 す る低 速 度 モデ ル で あ る。.

自分 自身 の モ デル を提 供 した い と望 む顧 客 に とつ ては 、 顧 客製 の装 置 が交

換 ネ ッ トワニク に 接 続で き る よ うな各 種 の デ ー タ ・ア ク セス'・ア レン ジ メ ッ

トを提 供 して きた。 また ネ ッ ト ワーク に お いて い ろ い ろ な種 類 の デ ー タ ・ス

ピー ドに応 じ られ る よ うに して い る。 本 年 末 ま でに 、 ダ イレク ト ・ダ イ ヤル

で きる ネ ッ トワー クは1秒 間4,800ビ ッ トを処 理 す る こ とが で きる よ うに

な るだ ろ う。 一 方 専 用音 声 チ ャン ネ ルは.1秒 間10,800ビ ッ トを 収 容 す る

よ うに な るだ ろ う。超 高 速 伝 送 の 需 要 の た め には 、 わ れわ れ は4都 市 間 で 試

験 サ_ビ ス を行 なっ て お り、 これは1秒 間50キmビ ッ ト伝送 速度 での 交 換

す る もの で あ る。

h

、♪
ひ

10倍 の 改 良

デLタ ・ユ ーザ ーの た め に より よい サLビ1ス1を す る た め、 デ ータ 伝 送 の分

野 に お い てそ の他 色 々 な事 を行 ない つ っ あ る。 例 え ば 過去10年 間 に お い て 、

デ ータ シ ス テ ムの エ ラー ・レ イ トに影 響 を及 ぼす ノ イズ を最 少 限 に す る な ど

伝送 路 の 品 質 を10倍 に改 良 して きた 。 さ らに ま た より よい パ フォ 『 マ ンス

が 、 自動 デ ー タ∵ テ ス ド ・セ ンタ ー、 メ ン テ ナ ンス、 施設 能 力 、 そ して 多 く

の デ ー タ ・カズ タ マー に 対 す る サ ー ビスの た め÷般 な改 良 され た 方式 や 手続

きを利 用す る こと に よつ て獲 得 す る こ とが 出来 る 。

デ ー タ市場 で必 要 と され て い る もの 一 しか しそ れは われ われ が 独 占的 に

行 うこ とが 出来 ない もの 一 に つ い て ・ きわ めて よい ア イデ ア を持 っ てい る。

われ わ れ は デ ー タ市場 に つ い て か つ て な し(ほ ど詳細 で範 囲 の広 い 調査 を行 な

い そ れ は 完成 に近 づ い て い る。 む こ う10年 間 に お いて 市場 が 要求 され て い

る もの を 、そ の マ ー ケ ッ トの要 求 に対 応 す べ き もの を識 別 す るのは 大 変 な努

力 を 必 要 とす る。
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敵 われ わ れ は デ ー タ ・一 ザ,「に 対ナ るサ ー ・・ス をいか に した ら一 層 改

善 さ せ る こ と が で き るか に つい て 、そ の フィ ール ド調 査 を実施 中 で あ る。

こ の 調 査 は 市 場 調 査 と と もに 実施'さ 、れ る が ・、そ れ は デ ー タ 通 信 サ ー ビ

ス の提 供 に つ い て の将 来 計 画 を立 案 す る上 で きわ め て 貴 重 な も の と な

る で あ ろ う。 こ の 観 点 か ら要 約 し て 言 え ばSわ れわ れ は デ ・「タ ・=r

ザ ー に 対 す る サ ー ビス 」 ビ ジ'ネ ス:で 常 に ト ッ プ を 占 め る ど は か ぎ ら な

い こ,と を1認識 して い る・と言 わ ざ るを 得 な い 。 わ れ わ れ は ある 期 間 誤 り

を 犯 した 。 そ して ト ラブ ル を 即 座 に 明 確 に 把 握 しな か つ た と 言 う実 績

を.つ ぐっ て し ま っ た 。 わ れ わ れ・は 自分 の力 に満 足 しては い な い。 しか し

わ れ わ れ は 飛躍 してお り、将 来 を確 信 して い る。

デ ータ ・ユ ーザ ーは 協 力 しな け れ ばな らない.

●

、

ρ
タ

しか しな が らデ ータ市場 におけ るサ ー ビス活動は一方通行 ではない。'そこ

では電話 会社 とデー タ ・ユーザ ーの密接 な協力 関係が要求され る6わ れわれ

は デー・ヂ ビパ 対す 撮 新の要求 を処理す るための中期 設 を常に持『

こ と は な いで あろ うか ら・顧 客 の デ ータ需 要 に合 致 す る よ うな計 画 を立 て る

ため十 分 な時 間 を与 え て 欲 しい と 主張 して きた 。 わ れ われ は ま た そ の他 の 会

社 、 す なわ ちデ ー タ ・シス テムの プ ラン ナーお よび設 計会 社 と密 接 に 協 力 し

合 っ て 仕 事 を して い る。 ∫∴ 一':;'行'・'

わ れ わ れは デ ー タ通信 ビジ ネス に 従 事 してお り、 デ ータ シス テ ムや デ ー タ

処 理 ビジネス に従 事 してい る ので は ない か ら・ デ ータ処 理 装 置の 供 給 者 を カ

ス トマ ーに対 して サ ∴ ビス を提 供 す る上 での パ・一 トナ ーだ とみ な して お り、

通 信 施 設 を ユー ザ ーの 需要 に 可能 なか ぎ り応 え られ る よ う、 ま た 出来 る限 り

柔 軟 性 の ある ものに しよ うと試 み てい る。 しか しデー タ ・シメ テ ムの フ フン

ナーが 最 初 か ら通 信 を彼 らシス テ ム ・プ ラン ニ ン グの 総合 され た 部分 と して

考 え る ことが 重要 で あ る。'

一 方 、需 要 は 技術 に追従 して きた 。 この両 方 は コ ミュニケ ー シ ョン 革命 の

新 しい 局 面に 直 面 して きて い る61960年 代 中期以来 コ ミ ュニ ケ ー シ ョン

.サ ー ビス提 供に お いて競 争 めは たす 役 割 に っ い て の論 議が 増 大 して きてい
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る。 カ ー ター フォ ン裁 定 を 含 め てい くつ か の規 制 の裁 定 が こ の点 に つ い て言

及 して い る。

カー タ フオ ン裁定 は わ れ わ れの 料 金 条 項 の 自由 化 を導 いた 。 そ れ は 次 の よ

うな もの だ つた 。 す なわ ち顧客 製 通 信 装 置 に よる相 互 接続 を より 自由 に し、

顧 客間 でわ れわ れ の 通信 施 設 を共 同 使用 す るこ とを許 した もので あ る。

これ らの変 化 は い い こと だ と思 う。 と い うのは そ れ らは 全 国組 織 の テ レ コ

ミュ ニケ ー シ ョン ・ネ ッ トワ ーク の 利用 を増 大 させ る 刺激 要 因 とな る だ ろ う

し、 また 同時 に 顧 客 に より多 くの オ プ シ ョ ンを提 供 しコ ミュニケ ー シ ョ ン ・

タ ー ミ ナル装 置の製 造 業 者 に対 して よ り多 くの仕 事 を与 え られる よ うに なる

か らで あ る。

しか しなが ら次 の よ うな こ とは ぜ ひ と も認 識 され なけ れ ば な らない 。 す な

わ ち これ らの 料 金 条 項 の修 正は す べ て ¢)利害 関係 が 変 化 の メ リ ッ トに っ い て

慎 重 な実 験 と検 討 を重 ね た の ちに実 現 す べ き もので あ る とい うこ とだ。 同様

な手続 きが 通 信 界 で提起 され てい る事 項 に も要 求 され てい る。 この中 には す

で に述 べ たFcOに 対 す る プ ロポ7ザ ル す なわ ち 伝送 施設 の増設 を認 め よと

い うもの もあ る。 申請 中 の新 規 伝 送 施 設 は互 いに 競 合 す る状 況 下 で 、既 存 の

通 信 会 社 に よつ て す でに提 供 され て い る サ ー ビス ・ル ー トと類 似 した ル ー ト

で サ ー ビス され る ものだ 。

凡
,

力
が

全員 が勝 利す るのではない

通信 技術がか くも広範 に利用され、通信 サー ビスに対す る需要が こんなに

拡大 して くると、 通信 の分野で競争が だん だん激 し くなつ て くるだろ うと見

て もさほ ど驚 くに あた らない。 しか しなが ら通 信におけ る競争の役割 りにつ

いては い くつかの重要 な疑問が ある。そ してそれは われわれが この 資源を完

全 に生 かす ことが 出来 るか どうかを知 るた めに答 え られな くては ならない。

さて これ らについては、 その他諸 々の事 柄の中で次の よ うなことが認 識 さ

れなければな らない。すなわ ち競争 はあ らゆる人々が勝利 を収め る ものでは

ない こ と を意 味 して い る とい うこ とだ 。 私 に は ・ この 競争 に参 加 す る者 は 既

存 の通 信 会 社 も含 めて 同 じ条件 の ルー ルの も とで 競 争 す るの だ と言 うこ とを 、
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充分躍 解 し飴 で齢 のとび らを開いたことは不幸なことだと思えるので

あ る 。=ゴ ー一 ・ 、,バ 、"

ベ ル ,・シス テ ムに関 す る限 り,、競 争 か ら己れ の身 を守 る よ うな方 法 を探 し

た り'は しな いg、べ!レ ・、シス テ吟 は きわ めf高 い 競争 能力 を持 っ て い る。 私 は

成長 会 社 と して 自分 自 身 の こと に 一生 県 命 に な る ため われ わ れの底 力 につ い

て心 配 してい る よ う,な人 々 の こ とを考 え た り,はレな い。ご一

もつ と基本 的 に言 え ば ほ とん ど の ア メ リカ人 と同 じ よ うに わ れ わ れ は 次 の

よ うな こ とを信 じて い る。 す なわ ち競 争 は公 共 の利 益 に役 立 つ で あ ろ うし、

ほ とん どの場 合 そ れ は 刺激 的 活気 を お よぼ す の で あ る。

ベルはどちらの 方法で も競争 でき る

鵬

〉

4
γ

そ れ らの疑 問に対 する回答 は簡単に なされ ると自負す る者はだれ もいない

と仮定 しよう。例えば 、全国均一料 金制 を採 る通信会社の システムに対 して

都 市間 の長距 離通信 にお け る競争の影響は どん なものになるのか?.そ して

も し通信会社 が同 じ距離の コールに 対 して異った料金 率を課 した場合 どの よ

うな結果に な るか 。それは 各通信 業者 が確実に行な うことだが 、そ うなれば

そ れがは た して本 当の競争 と言 え るか ど うか?

ベ ル ・システムは両方のや り方 で競争を演ず ることがで きる。(も しわれ

われが許されなかつ た らそれは競争 ではない 一 市場は分裂 しつつあ る。)

しか しわれわれは次 の よ うな ことを考 え る。すなわち何年間 も有効 に働いて

きた均一 価格制度 を見捻 る前 に、 あ らゆる利害関係者 はそれが公 け にお よぼ

す影 響 を検討 しなければな らない とい うこ とである。 例えば競争は公共の利

益 を拡 大す るかも しれず、 も し くはそ れが小 さな町や人 口の少 ない州に不利

にな る よ うに働 くかも しれ ないでは ないか。またわれわれは長期間 にわ たつ

て通信施設の共同 利用 に より生ず る規模の経済 に立っ て大衆 をないが しろに

するか も しれ表いでは ないか。

これ らはわれわれが明確に答え られ なければな らない と考えて いる設問の

一部 であ る。 われわれ にすれば、われ われは公衆 の最 も良い利益 を反 映す る

よ うな意志決定 を喜 んで したい と思 っ ているのだ。

一,49一



終 りに 私 は これ まで 述べ た 私 の意見 が コ ンピ ュー タ と通信 を結 ぶ きず な に ・

っ い て あな た の 理 解 を得 られ るのに役 立つ こ と を希 望 す る。 そ して 已の演 説

を通 じて ベ ル ・シス テ ムが競 争 的 で あ る に しろ何 ん に しろ 、 デ ー タ通 信 ユ ー

ザ ー需 要 に 応 え る よ うな決 定 をす べ くけん め い に努 力 して い る こ と もわ かつ

て い た だ きた い。 われ われ は ベ ルの ネ ッ トワーク と技 術 が よい仕 事 をす るだ

ろ う と思 っ て い る。 そ して われ われ の ス タ ッフは 高度 な技術 と 意 志を 持 っ て

い る。
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